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は じ め に 

我が国は、平均寿命の延伸と少子化に伴う人口減少、

さらには、令和７年(2025年)には「団塊の世代」が 75歳

以上になるなど、世界に類をみない速さで高齢化が進

み、令和２年 10 月１日現在、高齢化率は 28.7％と高齢

者が４人に１人を上回る人口構成となっています。 

一方、本市は、令和２年 10 月１日現在で高齢化率が

29.2％であり、令和 7年（2025年）には 31.7％と、約３

人に１人が高齢者となることが見込まれています。また

令和７年には、前期高齢者は 44.8%、後期高齢者は 55.2%と予測され、人口構造の

大きな転機は目前となっています。このような状況も相まって、今後ますます、

一人暮らしや夫婦のみの高齢者世帯や認知症高齢者数の増加が見込まれる等、介護

サービスの需要はさらに増加・多様化することが想定される一方、支える現役世代

の人口減少が顕著となることから、高齢者及び介護を支える人的基盤の確保が重要

となっています。また健康寿命の延伸を目指し、介護予防・認知症施策のみならず

健康づくり施策の充実・推進も介護保険制度における新たな取り組みの視点として

重要です。加えて近年の災害・感染症対策にかかる体制整備も、喫緊の課題となっ

ております。 

本市は、このような課題に対して、介護保険制度に基づく地域包括ケアシステム

の推進や地域づくり等に一体的に取り組むことで、地域共生社会の実現を図り、

ＩＣＴを活用した持続可能な制度の運用と業務の効率化に努めてまいります。さら

に、地域の絆を深めながら、皆様が可能な限り住み慣れた地域や自宅において、

いきいきと充実した日常生活を送れるまちづくりを目指してまいります。 

新たに策定しました「小美玉市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」は、

基本理念を『好きだから このまちでずっと 過ごすために ―地域で支えるまち

づくりをめざして―』と定め、この実現のため、各種施策に取り組んでまいります

ので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

結びに、この計画の策定にあたり、小美玉市高齢者福祉計画及び介護保険事業計

画策定委員の皆様をはじめ、貴重なご意見・ご指導を賜りました市民の皆様や関係

各位に厚くお礼申し上げます。 

 

令和３年３月 

小美玉市長   島 田 穣 一  
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第１章 計画の策定にあたって 

第１節 計画策定の背景 

わが国の総人口は総務省の推計によると、令和２年 10 月１日現在、約１億 2,588

万人となっており、そのうち高齢者人口は 3,619 万人を占め、高齢化率は 28.7％と、

高齢者が４人に１人を上回る人口構成となっています。 

本市においては、令和２年 10月１日現在で総人口は 50,396人となっており、その

うち高齢者人口は 14,737 人を占め、高齢化率は 29.2％となっています。 

将来的には、令和７年（2025 年）にはいわゆる団塊の世代＊がすべて 75 歳以上と

なり、令和 22 年（2040 年）にはいわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となるた

め、今後、さらに高齢化は進展していくことが予測されます。 

「介護保険制度」は、高齢者の介護を社会全体で支える制度として、平成 12 年

に創設され、20 年が経ちました。現在、介護保険サービスの利用者は制度創設時の３

倍を超え、550 万人に達しており、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介

護が必要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきている状況です。 

こうした社会情勢を踏まえ、第７期計画では、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを最後まで続けることができるよう、「地域包括ケアシステム」の深化・推進に

向けた取組とともに、地域包括ケアシステムの中核的な役割を担う地域包括支援セン

ターの機能強化を図ってきました。 

令和 22 年（2040 年）に向けて、高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者の増加

も予測され、介護サービスへの需要はさらに増加・多様化する一方、生産年齢人口の減

少が予測されることから、高齢者及び介護を支える人的基盤の確保が必要となります。

また、近年における自然災害や新型コロナウイルスなどの感染症においては、社会的弱

者となる高齢者を守るための体制整備を進めることが求められています。 

こうした中、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が

令和２年６月に成立し、包括的支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備と地域包括ケ

アシステムを基盤とした地域づくり等の一体的な取組の下、地域共生社会の実現を図

ることとされています。 

このような背景から、令和７年（2025 年）、令和 22 年（2040 年）を見据えた中

長期的展望を踏まえながら、高齢者福祉分野のみならず、あらゆる分野との連携・協働

を図りながら、地域共生社会の実現という大きな枠組みの中で、高齢者福祉分野の中心

となる地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進を図るため、高齢者本人による取組

である「自助」、地域における住民同士の支え合いである「互助」、自助を支えるための

社会連携による医療と介護保険サービスである「共助」、市の責任で行う「公助」の視

点を踏まえ、令和３年度から令和５年度の３年間を計画年度とする「小美玉市高齢者福

祉計画・第８期介護保険事業計画（以下「本計画」という。）」を策定しました。  
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第２節 計画の性格等 

１．計画の法的根拠 

本計画は、老人福祉法第 20 条の８第１項に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護

保険法第 117条第１項に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体のものとして策定

したものです。 

 

２．計画の位置づけ 

本計画は、本市の高齢者福祉施策に関する総合的計画として、本市の特性を踏まえる

とともに、最上位計画である「小美玉市総合計画」と整合・調和した計画です。 

また、福祉部門の上位計画として「小美玉市地域福祉計画」を位置づけ、障がい者計

画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画及び子ども・子育て支援事業計画、健康増進計

画・食育推進計画・自殺対策行動計画をはじめとする、関連計画との整合を図り策定し

ました。 

さらに、茨城県高齢者福祉計画・茨城県介護保険事業支援計画「いばらき高齢者プラ

ン 21」及び「茨城県保健医療計画」との整合を図り策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

小美玉市 

小美玉市総合計画 

小美玉市地域福祉計画 

小美玉市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

小美玉市障がい者計画・障がい福祉計画・ 

障がい児福祉計画 

小美玉市健康増進計画・食育推進計画・ 

自殺対策行動計画 

小美玉市子ども・子育て支援事業計画 

 

 

そ
の
他
関
連
計
画 

「
い
ば
ら
き
高
齢
者
プ
ラ
ン

21

」「
茨
城
県
保
健
医
療
計
画
」 
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第３節 計画の期間 

本計画は、令和３年度から令和５年度の３年間を計画期間として策定しました。 

なお、本計画では令和７年（2025 年）及び令和 22 年（2040 年）までの中長期

的な視点を踏まえた計画として策定しています。 

本計画は、３年ごとに見直しを行うことになっているため、次期計画（第９期計画）

は令和５年度に計画の策定を行います。 

 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

22 年度 

(2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2040) 

           

 

  

小美玉市第２次総合計画 

前期基本計画 

（平成 30 年度～令和４年度） 

見直し 

小美玉市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

第７期計画 

（平成 30 年度～ 

令和２年度） 

第８期計画 
（令和３年度～ 

令和５年度） 

第９期計画 

（令和６年度～ 

令和８年度） 

 
見直し 

令和７年度・令和 22 年度までの中長期的な視点を踏まえて 

小美玉市第２次総合計画 

後期基本計画 

（令和５年度～令和９年度） 

見直し 

見直し 見直し 
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第４節 計画策定体制 

１．運営協議会の設置 

本計画の策定にあたっては、利用者の実態に応じた計画を策定するために、被保険者

の代表、市民団体等の代表、高齢者の保健・医療及び福祉関連の実務経験者など各層の

関係者の参画による「小美玉市介護保険等運営協議会」によって、継続的な審議・検討

を行いました。 

 

２．行政内部の連携体制 

介護福祉課を中心に、庁内の関係課の各担当部門との連携を図り、運営協議会との連

携・調整を行いました。 

 

３．アンケート調査の実施 

市民の健康状態や日常生活の状況及び福祉サービス等における利用状況等を把握し、今

後の施策の改善及び展開、充実を図ることを目的に、令和２年１月10日から令和２年２

月19日までを調査期間とした「小美玉市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」及び「小

美玉市在宅介護実態調査」を実施しました。 

 

４．地域包括ケア「見える化」システムによる分析 

都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を総合的に支援

するために、厚生労働省において導入されている情報システムです。介護保険に関連す

る情報等、様々な情報が本システムに一元化されており、地域間比較等による現状分析

から、本市における課題抽出や将来推計による介護サービス見込量の算出を行いました。 

 

５．パブリックコメントの実施 

「小美玉市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」の計画案を市民や高齢者福祉

施策の関係者に広く公表し、計画案に対するご意見を募集するためにパブリックコメ

ントを実施しました。 

 

○募集期間：令和２年 12 月 18 日（金）～令和３年１月 18日（月） 

○公表方法：本庁舎玄関ロビー、小川総合支所玄関ロビー、玉里総合支所玄関ロビー、 

市ウェブサイト（ホームページ） 
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第５節 第８期計画における主な視点と取組 

１．介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針の改正 

第８期計画の策定にあたり、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保する

ための基本的な指針（以下「基本指針」という。）の改正が行われました。第８期計画

において充実を図る主な項目として、以下の点が掲げられています。 

 

（１）2025 年・2040 年を見据えたサービス基盤・人的基盤の整備 

団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）及び、団塊ジュニア世代が 65

歳以上となる令和 22 年（2040 年）のサービス需要の見込みを踏まえた介護サービ

ス基盤の整備が重要であるとともに、高齢者単独世帯や夫婦のみ世帯の増加、認知症高

齢者の増加が見込まれるなど、介護サービス需要はさらに増加・多様化することが想定

される一方、現役世代の減少が顕著となることから、高齢者及び介護を支える人的基盤

の確保が重要となります。 

 

（２）地域共生社会の実現 

令和 22 年（2040 年）を見据えて、また、地域共生社会の実現を目指して、地域住

民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的支援体制の構築等の社

会福祉基盤の整備とあわせて、介護保険制度に基づく地域包括ケアシステムの推進や

地域づくり等に一体的に取り組むことで、地域共生社会の実現を図っていくことが必

要です。 

 

（３）介護予防＊・健康づくり施策の充実・推進 

■自立支援、介護予防・重度化防止の推進 

自立した日常生活の支援、介護予防や要介護状態等の軽減・悪化の防止のため、ボラ

ンティア活動や就労的活動による高齢者の社会参加の促進など、地域の実態や状況に

応じた様々な取り組みを行うことが重要となります。支援においては、効果的・効率的

な取組となるよう、「ＰＤＣＡサイクルに沿った推進」、「専門職の関与」、「他事業との

連携」を進めることが重要となります。 

また、運動、口腔、栄養、社会参加などの観点から高齢者の保健事業と介護予防の一

体的な実施を推進し、高齢者が身近な場所で健康づくりに参加でき、また、高齢者のフ

レイル＊状態を把握した上で、適切な医療サービス等につなげることによって、疾病予

防・重症化予防の促進を目指すことが重要であり、さらには、要介護者等がその能力に

応じ自立した日常生活を営むためには、要介護者等に対するリハビリテーションに係

るサービスが計画的に提供されるよう取り組むことが重要となります。 
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■保険者機能強化推進交付金等の活用 

各種取組においては、国の保険者機能強化推進交付金・介護保険者努力支援交付金を

活用して、地域支援事業＊、市町村特別給付、保健福祉事業を充実し、高齢者の自立支

援、重度化防止、介護予防等の必要な取組を推進し、一層の強化を図ることが重要とな

ります。 

 

（４）有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る都道府県と市町村間の情報連携の強化 

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加し、多様な介護ニーズの受

け皿となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の見込みを

適切に定めるとともに、質の確保を図るため、都道府県と連携してこれらの設置状況等、

必要な情報を積極的に把握することが重要となります。 

 

（５）認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

令和元年６月 18 日に制定された「認知症施策推進大綱」に沿って、認知症の発症を

遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人

や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進する基本

的な考え方の下、次の①から⑤に掲げる柱に沿って認知症施策を推進することが重要

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

具体的な施策の５つの柱 

①普及啓発・本人発信支援 

〇企業・職域での認知症サポーター養成の推進 

○「認知症とともに生きる希望宣言」の展開 等 

②予防 

○高齢者等が身近で通える場「通いの場」の拡充 

○エビデンス＊の収集・普及 等 

③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

○早期発見・早期対応の体制の質の向上、連携強化 

○家族教室や家族同士のピア活動＊等の推進 等 

④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

○認知症になっても利用しやすい生活環境づくり 

○企業認証・表彰の仕組みの検討 

○社会参加活動等の推進 等 

⑤研究開発・産業促進・国際展開 

○薬剤治験に即応できるコホート＊の構築 等 
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（６）地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取り組みの強化 

市町村は保険者として地域で取り組みを進める立場から、必要な介護人材の確保の

ため、総合的な取組を推進することが重要であり、その際には、地域の関係者とともに、

①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向

上、④介護職の魅力向上、⑤外国人材の受入環境整備等へ一体的に取り組むことが重要

となります。また、業務の効率化の観点からは、介護現場におけるＩＣＴ＊の活用を進

めるともに、介護分野の文書に係る負担軽減を図っていくことが重要となります。 

 

（７）災害や感染症対策に係る体制整備 

近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、次の取組を行う

ことが重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．関連法の改正 

「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が令和２年６

月５日に成立し、同月 12 日に公布されました。 

地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応す

る包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から所要の措置を講ずるものであり、

主な改正の内容は、以下のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①介護事業所等と連携し防災や感染症対策についての周知啓発、研修、訓練を実施

すること 

②関係部局と連携して、介護事業所等における災害や感染症の発生時に必要な物資

についての備蓄・調達・輸送体制をあらかじめ整備すること 

③都道府県、市町村、関係団体が連携した災害・感染症発生時の支援・応援体制を

構築すること 

①地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制

の構築の支援【社会福祉法、介護保険法】 

②地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 

【介護保険法、老人福祉法】 

③医療・介護のデータ基盤の整備の推進 

【介護保険法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】 

④介護人材確保及び業務効率化の取り組みの強化 

【介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律】 

⑤社会福祉連携推進法人制度の創設【社会福祉法】 
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6,729 6,595 6,436 6,235 6,075 5,822 5,689 5,559 5,426 5,163 3,948 

32,417 31,799 31,281 30,668 30,224 29,837 29,459 29,076 28,695 27,934 
21,505 

13,407 13,776 14,105 14,395 14,543 14,737 14,858 14,978 15,098 15,339 

15,508 

52,553 52,170 51,822 51,298 50,842 50,396 50,006 49,613 49,219 48,436 

40,961 

25.5% 26.4% 27.2% 28.1% 28.6% 29.2% 29.7% 30.2% 30.7% 31.7% 

37.9% 
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15%
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40%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

高齢者人口（65歳以上） 総人口

高齢化率

（人）

第２章 高齢者を取り巻く現状 

第１節 人口の動向 

１．総人口の動向 

本市の総人口は令和２年 10 月１日現在、50,396 人となっています。年少人口及

び生産年齢人口は減少を続けているなか、高齢者人口は増加を続け、高齢者人口は

14,737 人で、高齢化率は 29.2％となっています。 

将来推計では、令和５年で総人口が 49,219 人、高齢者人口が 15,098 人（高齢化

率 30.7％）、令和７年で総人口が 48,436 人、高齢者人口が 15,339 人（高齢化率

31.7％）、令和 22 年で総人口が 40,961 人、高齢者人口が 15,508 人（高齢化率

37.9％）になることが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年～令和 2 年 住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 

推計値は令和 2 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳をもとに推計 

 

◆全国・茨城県・近隣自治体の高齢化率（推計値より） 

 小美玉市 石岡市 行方市 
かすみが

うら市 
笠間市 鉾田市 茨城町 茨城県 全国 

高齢化率 30.0％ 33.7％ 35.8％ 31.7％ 32.4％ 34.5％ 35.9％ 30.1％ 28.9％ 

資料：地域包括ケア「見える化」システムより 

総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

（令和 2 年 10 月１日現在） 

※推計値より、高齢化率を算出しているため、実績とは乖離が生じています。  

推計値 実績値 
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２．人口構成の動向 

本市の令和２年10月１日現在の人口構成では、65～74歳の前期高齢者数が多く、

その子ども世代である 40 歳代の人口が多いことがうかがえます。 

令和 22 年 10 月１日現在の人口構成の形をみると、現在の 40 歳代が 60 歳代に

なることから、今以上に少子高齢化が進み、いわゆる「つぼ型」と言われる人口構成に

なることが予測されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和 2 年 10 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 22 年 10 月 1 日現在（推計値）は令和 2 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳をもとに推計  

615

677

736

763

801

971

1,058

1,181

1,455

1,299

1,326

1,467

1,616

1,755

1,407

1,191

1,130

871

576

585

637
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70～74歳
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80～84歳

85～89歳

90歳以上令和22年10月１日現在（推計値）

男性 女性
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1,919

1,869

1,317

906

501

253

823

938

1,098

1,181

1,133

1,120

1,199

1,340

1,511

1,805

1,499

1,557

1,648

1,887

1,955

1,423

1,147

848

712

0人700人1,400人2,100人2,800人

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上令和２年10月１日現在（実績値）

男性 女性

0人 700人 1,400人 2,100人 2,800人



第１部 総 論 

12 

３．高齢者人口の動向 

本市の高齢者人口の内訳は、令和２年 10 月１日現在、前期高齢者（65～74 歳）

が 7,630 人、後期高齢者（75 歳以上）が 7,107 人で、前期高齢者が 523 人上回っ

ています。 

将来推計では、令和４年には後期高齢者が前期高齢者を上回り、令和 22年には前期

高齢者が 40.6％、後期高齢者が 59.4％になることが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年～令和 2 年 住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 

推計値は令和 2 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳をもとに推計 
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6,314 6,536 6,691 6,889 6,983 7,107 7,378 7,648 7,919 8,460 9,214 
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第２節 世帯の動向 

１．世帯総数 

本市の世帯総数は令和２年 10 月１日現在、21,327 世帯となっています。平成 27

年以降の５年間で880世帯増加しています。一方、１世帯あたりの人口は年々減少し、

令和２年は 2.36 人/世帯となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年～令和 2 年 住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 
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２．高齢者のいる世帯 

本市の平成 27 年 10 月１日現在の一般世帯総数は 17,429 世帯で、そのうち、65

歳以上の高齢者のいる世帯は8,330世帯で、一般世帯総数の47.8％を占めています。

全国、茨城県と比較してみると、全国を 7.1 ポイント、茨城県を 3.8 ポイント上回っ

ています。 

高齢者のいる世帯のうち、高齢者夫婦世帯は 1,713 世帯、高齢者独居世帯は 1,424

世帯で、一般世帯総数に占める割合は、それぞれ 9.8％、8.2％となっています。全国、

茨城県と比較してみると、高齢者夫婦世帯は平均並み、高齢者独居世帯はやや低い傾向

がみられます。 

平成 17 年から平成 27 年の 10 年間の推移をみると、それぞれの構成比は増加し

ており、高齢者のいる世帯が増加する中、高齢者夫婦世帯及び高齢者独居世帯の増加も

大きくなっています。 

 

 

単位：実数（世帯）、構成比（％） 

区 分 
小美玉市 茨城県 全国 

平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 平成 27 年 平成 27 年 

高齢者のいる世帯 
実数 6,654 7,357 8,330 493,718 21,713,308 

構成比 40.4 42.9 47.8 44.0 40.7 

 高齢者夫婦世帯 
実数 1,017 1,349 1,713 111,136 5,247,936  

構成比 6.2 7.9 9.8 9.9 9.8  

 高齢者独居世帯 
実数 811 1,075 1,424 100,117 5,927,686  

構成比 4.9 6.3 8.2 8.9 11.1  

一般世帯総数 実数 16,482 17,159 17,429 1,122,443 53,331,797 

資料：国勢調査 

※国勢調査における世帯の類型には、一般世帯と施設等の世帯があります。このうち、世帯の家族類

型を算出する基となっているのは一般世帯です。 

※高齢者夫婦世帯とは、夫 65 歳以上、妻 65 歳以上の夫婦１組の一般世帯です。 

※高齢者独居世帯とは、65 歳以上の方一人のみの一般世帯です。 
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第３節 要支援・要介護認定＊者数の推移 

１．要支援・要介護認定者数及び認定率の推移 

本市の令和２年９月末日現在の要支援・要介護認定者数は 2,198 人で、認定率は

14.9％となっています。要支援・要介護認定者数は平成 27 年以降増加を続け、平成

27 年と比べて 193 人の増加となっています。 

将来推計では、過去３年間の認定率の実績を踏まえるとともに、後期高齢者の増加に

伴い、要支援・要介護認定者数及び認定率が増加し、令和５年には要支援・要介護認定

者数が 2,350 人、認定率は 15.6％になることが予測されます。 

また、長期的視点でみると、令和 22 年には要支援・要介護認定者数が 3,147 人、

認定率は 20.3％になることが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年～令和 2 年 介護保険事業状況報告（各年９月末日現在） 

推計値は地域包括ケア「見える化」システムより 

※認定率は、要支援・要介護認定者数（第２号被保険者＊を含む）÷高齢者人口を用いて算出しています。 
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182 170 140 130 141 138 144 146 151 158 185 
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（人）

２．要支援・要介護度別認定者数の推移 

要支援・要介護度別に認定者数の推移をみると、要支援１・２及び要介護５は平成 27

年から減少傾向である一方で、要介護２から要介護４は増加傾向で推移しています。 

将来推計では、すべての要支援・要介護度で増加していくことが予測され、令和７年

から令和 22年の増加率をみると、後期高齢者の増加に伴い、要支援１・２の増加率に

比べて、要介護１から要介護５までの増加率が高くなっています。 

令和２年９月末日現在の要支援・要介護認定者の構成比をみると、要介護２（23.0％）

の割合が最も高く、次いで要介護１（21.7％）、要介護３（15.4％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年～令和 2 年 介護保険事業状況報告（各年９月末日現在） 

推計値は地域包括ケア「見える化」システムより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（令和 2 年 9 月末日現在）  

要支援１

6.3% (138)

要支援２

8.3% (182)

要介護１

21.7% (477)

要介護２

23.0% (506)

要介護３

15.4% (338)

要介護４

14.3% (314)

要介護５

11.1% (243)

推計値 実績値 
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３．調整済み認定率 

本市の令和元年度の調整済み認定率は 15.2％で、軽度認定率が 8.9％、重度認定率

が 6.3％となっています。調整済み認定率を全国、茨城県、近隣自治体と比べると、本

市は調整済み認定率、軽度認定率は低い傾向であり、重度認定率は平均並みとなってい

ます。 

調整済み認定率とは、認定率に影響を及ぼす「第１号被保険者＊の性別・年齢構成」

の影響を除外した認定率を意味します。 

 

 

 
令和元年度 

小美玉市 石岡市 行方市 
かすみが

うら市 
笠間市 鉾田市 茨城町 茨城県 全国 

調整済み認定率 

（要支援１～要介護５） 
15.2％ 16.3％ 16.2％ 16.3％ 16.0％ 15.4％ 16.4％ 16.4％ 18.5％ 

調整済み軽度認定率 

（要支援１～要介護２） 
8.9％ 10.2％ 9.9％ 10.2％ 9.4％ 8.7％ 10.3％ 10.2％ 12.1％ 

調整済み重度認定率 

（要介護３～要介護５） 
6.3％ 6.1％ 6.3％ 6.1％ 6.6％ 6.7％ 6.1％ 6.1％ 6.3％ 

資料：地域包括ケア「見える化」システムより 
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第４節 介護給付費の推移 

１．給付費の推移 

本市の介護保険給付費年額の合計は、令和２年度（見込み）で 3,334,567 千円とな

っています。平成 29 年度と比較すると、この３年間で 229,530 千円の増加となっ

ています。 

サービス別にみると、施設サービス＊が 1,503,701 千円で全体の 45.1％、地域密

着型（介護予防）サービス＊が 628,812 千円（同 18.9％）、居宅（介護予防）サービ

ス＊が 1,202,055 千円（同 36.0％）となっています。 

平成 29 年度からの構成比の推移をみると、施設サービス、居宅（介護予防）サービ

スが増加し、地域密着型（介護予防）サービスが減少となっています。 

 

 

単位：上段（千円）、下段（％） 

 
第６期 第７期 

平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 令和元年度 
令和2 年度 

（見込み） 

給付費合計 2,865,016 2,974,092 3,105,037 3,205,095 3,341,885 3,334,567 

施設サービス 
1,153,214 1,246,952 1,342,732 1,454,066 1,545,225 1,503,701 

40.3 41.9 43.2 45.4 46.2 45.1 

地域密着型（介護予防）サービス 
548,425 658,303 647,225 644,908 630,130 628,812 

19.1 22.1 20.8 20.1 18.9 18.9 

居宅（介護予防）サービス 
1,163,377 1,068,837 1,115,080 1,106,121 1,166,530 1,202,055 

40.6 35.9 35.9 34.5 34.9 36.0 

資料：介護保険事業状況報告年報 

※端数処理の関係で、計算が一致しないことがあります。 
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単位：千円 

 
第６期 第７期 

平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 令和元年度 
令和2 年度 

（見込み） 

居宅（介護予防）サービス 1,163,377 1,068,837 1,115,080 1,106,121 1,166,530 1,202,055 

 訪問介護 103,505 88,468 77,206 73,001 79,410 78,494 

 訪問入浴介護 13,822 15,560 11,739 12,174 12,031 14,571 

 訪問看護 17,380 20,468 23,373 23,525 26,576 30,552 

 訪問リハビリテーション 4,541 4,546 5,229 6,511 8,177 9,862 

 居宅療養管理指導 5,072 5,317 5,493 7,611 7,682 6,771 

 通所介護 330,498 244,702 246,047 250,752 270,927 257,468 

 通所リハビリテーション 221,159 253,699 264,701 264,093 272,746 267,830 

 短期入所生活介護 164,064 130,971 173,644 153,827 162,321 176,417 

 短期入所療養介護（老健） 26,091 34,311 38,443 38,100 41,973 52,343 

 短期入所療養介護（病院等） 1,457 1,574 251 0 0 0 

 福祉用具貸与 78,753 83,498 83,639 85,012 93,960 104,984 

 福祉用具購入費 3,197 3,305 2,260 2,751 3,453 4,081 

 住宅改修費 8,093 7,047 6,948 4,638 7,115 8,861 

 特定施設入居者生活介護 44,359 38,739 38,741 44,721 38,425 46,498 

 介護予防支援・居宅介護支援 141,386 136,632 137,365 139,403 141,732 143,324 

地域密着型（介護予防）サービス 548,425 658,303 647,225 644,908 630,130 628,812 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 0 0 0 0 

 夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0 

 地域密着型通所介護  89,465 77,901 74,190 64,737 63,873 

 認知症対応型通所介護 21,980 20,504 15,564 16,796 14,900 18,507 

 小規模多機能型居宅介護 100,434 112,539 109,023 103,529 101,584 97,028 

 認知症対応型共同生活介護 338,740 349,609 356,800 361,922 361,058 360,289 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 87,272 86,185 87,937 88,472 87,852 89,115 

 看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 0 0 

施設サービス 1,153,214 1,246,952 1,342,732 1,454,066 1,545,225 1,503,701 

 介護老人福祉施設 690,894 729,938 753,613 818,422 881,566 900,602 

 介護老人保健施設 415,275 490,706 554,443 607,511 634,444 603,099 

 介護療養型医療施設 47,045 26,308 34,676 28,133 29,215 0 

給付費合計 2,865,016 2,974,092 3,105,037 3,205,095 3,341,885 3,334,567 

資料：介護保険事業状況報告年報 

※端数処理の関係で、計算が一致しないことがあります。 
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第５節 日常生活圏域 

１．日常生活圏域の概要 

日常生活圏域は、地理的条件や交通事情、これまでの地域の成り立ちなどの社会的条

件を勘案して概ね中学校区を単位として設定することとなっています。そして、身近な

地域においてきめ細やかな介護サービスが受けられるよう、圏域ごとにサービスの配

置を図ります。 

 

２．日常生活圏域の設定 

本市の日常生活圏域の設定は、高齢者が住み慣れた身近な地域で自立した生活を送

ることができるよう、小川地区、美野里地区、玉里地区の３つの日常生活圏域としてい

ます。 

 

＜日常生活圏域図＞ 
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３．地区ごとの概況 

 

◆人口、世帯等 

  小川地区 美野里地区 玉里地区 

Ａ 総人口 16,954 25,494 7,948 

Ｂ 高齢者人口 4,966 7,613 2,545 

Ｃ うち 75 歳以上 2,396 3,716 1,211 

Ｄ 高齢化率（Ｂ÷Ａ） 29.3％ 29.9％ 32.0％ 

Ｅ 75 歳以上比率（Ｃ÷Ｂ） 48.2％ 48.8％ 47.6％ 

Ｆ 要支援・要介護認定者数 743 1077 356 

Ｇ うち 65 歳以上 716 1033 345 

Ｈ 認定率（Ｇ÷Ｂ） 14.4％ 13.6％ 13.6％ 

 高齢者独居世帯数 402 456 148 

 高齢者世帯数 1,894 2,885 989 

※令和 2 年 10 月 1 日現在 

※介護福祉課調べのため、住民基本台帳及び介護保険事業状況報告等の数値と異なる場合があります。 

 

◆介護サービスの基盤整備状況 

 小川地区 美野里地区 玉里地区 

保健センター 小川保健相談センター 四季健康館 玉里保健福祉センター 

地域包括支援センター 0 0 直営１か所 

社会福祉協議会＊ 支所 支所 本所 

介護予防拠点（集会所・公民館等） 16 20 18 

認知症対応型共同生活介護 3 2 2 

認知症対応型通所介護 0 0 1 

小規模多機能型居宅介護施設 2 1 1 

小規模特別養護老人ホーム 0 0 1 

居宅介護支援事業所 6 6 2 

介護（予防）訪問介護事業所 3 4 0 

介護（予防）通所介護事業所 5 8 3 

介護（予防）通所リハビリ事業所 1 1 1 

介護（予防）短期入所事業所 3 4 1 

特別養護老人ホーム 2 4 1 

介護老人保健施設 1 2 1 

介護療養型医療施設 0 0 0 

※令和 2 年 10 月１日現在  
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第６節 アンケート調査結果から見る高齢者の現状 

１．調査の概要 

 

（１）調査の目的及び概要 

本計画を作成するにあたり、高齢者の健康状態や日常生活の状況及び福祉サービス

等における利用状況、利用意向等を把握し、これからの施策の改善及び展開、充実を図

ることを目的としています。一般高齢者・要支援認定者を対象とした「介護予防・日常

生活圏域ニーズ調査」及び居宅要介護認定者を対象とした「在宅介護実態調査」の 2 区

分で実施しています。 

 

（２）調査対象者 

調査区分 対 象 

①一般高齢者・要支援認定者 

（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

●65 歳以上の要介護認定を受けていない高齢者 

●要支援認定者 

②居宅要介護認定者 

（在宅介護実態調査） 
●在宅で生活している要介護認定者 

 

（３）調査方法と調査時期 

◆調査方法：郵送配布、郵送回収 

◆調査期間：令和２年１月 10 日～令和２年２月 19 日 

 

（４）回収結果 

調査区分 配布件数 回収件数 回収率 

①一般高齢者・要支援認定者 

（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 
12,612 件 7,746 件 61.4％ 

②居宅要介護認定者 

（在宅介護実態調査） 
1,148 件 588 件 51.2％ 
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２．介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果（抜粋） 

 

（１）家族構成 

家族構成については、「夫婦２人暮らし（配偶者 65 歳以上）」が 34.5％で最も高く、

次いで「息子・娘との２世帯」が 21.6％となっています。「１人暮らし」の割合は 13.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）外出を控えている理由 

外出を控えている方へ、外出を控えている理由について聞いたところ、「足腰などの

痛み」と答えた方が 50.3％で最も高く、次いで「交通手段がない」が 21.8％、「トイ

レの心配（失禁など）」が 17.4％と続きます。外出を控える理由としては、身体機能の

低下が影響していることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.7 34.5 7.7 21.6 20.0 2.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 n=7,746

１人暮らし 夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）

夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下） 息子・娘との２世帯

その他 無回答

50.3 

21.8 

17.4 

15.9 

13.5 

12.2 

11.0 

7.3 

3.7 

8.7 

4.1 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

足腰などの痛み

交通手段がない

トイレの心配（失禁など）

外での楽しみがない

病気

経済的に出られない

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

障害（脳卒中の後遺症など）

その他

無回答 全体 n=1,256
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（３）外出時の移動手段 

外出時の移動手段については、「自動車（自分で運転）」が 67.7％で最も高く、次い

で「徒歩」が 30.3％、「自動車（人に乗せてもらう）」が 24.2％となっています。公

共交通機関である「電車」は 9.0％、「路線バス」は 4.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地域活動（健康づくりや趣味等のグループ活動）へ参加する意向 

地域活動へ“参加者”として参加する意向（グラフ上段）については、52.5％の方

が参加に対して前向きな回答をしており、「既に参加している」は 5.8％となっていま

す。また、地域活動へ“企画・運営”として参加する意向（グラフ下段）については、

32.3％の方が企画・運営として参加することに対して前向きな回答をしており、「既に

参加している」は 4.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.7 

2.5 

44.8 

29.8 

33.4 

52.2 

5.8 

4.0 

8.4 

11.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 n=7,746

全体 n=7,746

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答

（参加者） 

（企画・運営） 

67.7 

30.3 

24.2 

16.4 

9.0 

6.0 

4.2 

3.3 

2.8 

2.0 

1.4 

0.3 

0.2 

1.0 

2.8 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

自動車（自分で運転）

徒歩

自動車（人に乗せてもらう）

自転車

電車

タクシー

路線バス

病院や施設の送迎バス

バイク

市内循環バス

歩行器・シルバーカー

電動車いす（カート）

車いす

その他

無回答
全体 n=7,746
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（５）地域との関係性 

地域との関係性については、「顔を合わせればあいさつをする」が 59.9％で最も高

く、次いで「親交がありときどき家を行き来する」が 20.7％、「留守の時には届け物を

預かったり、留守する時は声をかけたりする」が 6.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）現在治療中、または後遺症のある病気 

現在治療中、または後遺症のある病気については、「高血圧」が 41.9％で最も高く、

次いで「目の病気」が 17.7％、「ない」が 14.7％、「糖尿病」が 14.3％、「心臓病」

が 10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.4 

1.6 

59.9 6.2 20.7 10.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 n=7,746

ほとんど顔も知らない

顔は知っているが声をかけたことがない

顔を合わせればあいさつをする

留守の時には届け物を預かったり、留守する時は声をかけたりする

親交がありときどき家を行き来する

無回答

41.9 

17.7 

14.7 

14.3 

10.2 

9.9 

9.5 

7.1 

6.2 

5.6 

5.0 

3.8 

3.6 

2.9 

1.3 

0.8 

0.6 

0.3 

7.1 

8.2 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

高血圧

目の病気

ない

糖尿病

心臓病

高脂血症（脂質異常）

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

腎臓・前立腺の病気

胃腸・肝臓・胆のうの病気

耳の病気

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

がん（悪性新生物）

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

外傷（転倒・骨折等）

血液・免疫の病気

うつ病

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

その他

無回答
全体 n=7,746
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（７）最期を迎えたい場所 

最期を迎えたい場所については、「自宅」が 62.4％で最も高く、次いで「かかりつけ

の病院」が 8.8％、「介護施設」が 7.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）成年後見制度の認知度 

成年後見制度の認知度については、「はい（知っている）」が 43.1％、「いいえ（知ら

ない）」が 46.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）成年後見制度の利用意向 

成年後見制度の利用意向については、「はい（利用したい）」が 15.2％、「いいえ（利

用したくない）」が 65.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

62.4 

8.8 

7.1 

5.6 

2.5 

1.5 

2.9 

9.2 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

自宅

かかりつけの病院

介護施設

専門的医療機関

緩和ケア施設

高齢者向け住宅など

その他

無回答 全体 n=7,746

43.1 46.3 10.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 n=7,746

はい いいえ 無回答

15.2 65.3 19.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 n=7,746

はい いいえ 無回答
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（10）高齢者と感じる年齢 

高齢者と感じる年齢については、「75 歳以上」が 37.5％で最も高く、次いで「80

歳以上」が 26.8％、「70 歳以上」が 25.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）住んでいる地域の住みやすさ 

住んでいる地域の住みやすさについては、「まあまあ住みやすい」が 53.2％で最も

高く、次いで「どちらともいえない」が 17.9％、「とても住みやすい」が 16.4％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）生活機能判定（リスク該当者割合） 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の 22 の質問項目より、以下の７つの機能を判定

することができ、低下の傾向がみられた場合、リスク該当者と判定されます。下表は、

リスク該当者と判定されたリスク該当者割合をまとめたものとなります。 

突出してリスク該当者割合が高くなっているのは「認知機能」と「うつ」となってい

ます。 

 

 生活機能 運動機能 栄養状態 口腔機能 閉じこもり 認知機能 うつ 

全体 n=7,746 10.3％ 13.9％ 0.8％ 23.2％ 20.7％ 44.5％ 38.0％ 

 

  

3.3 25.1 37.5 26.8 4.5 2.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 n=7,746

65歳以上 70歳以上 75歳以上 80歳以上 85歳以上 無回答

16.4 53.2 17.9 6.4 3.2 3.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 n=7,746

とても住みやすい まあまあ住みやすい どちらともいえない

あまり住みやすくない 住みにくい 無回答
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（13）地区別でみる傾向 

 

① 家族構成 

家族構成について「１人暮らし」をみると、小川地区が 14.5％で最も高く、次いで

美野里地区が 13.6％、玉里地区が 12.4％となっています。小川地区は他の地区と比

べて、「１人暮らし」の割合がやや高い傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 外出を控えている理由 

外出を控えている理由については、「足腰などの痛み」は美野里地区が最も高く

52.1％、「交通手段がない」は小川地区が最も高く 24.4％となっています。地区別で

外出を控える理由に異なる傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.5 

13.6 

12.4 

31.8 

36.2 

34.1 

7.9 

7.9 

6.7 

23.4 

20.0 

23.1 

19.5 

20.0 

21.1 

2.9 

2.4 

2.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小川地区 n=2,466

美野里地区 n=3,969

玉里地区 n=1,303

１人暮らし 夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）

夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下） 息子・娘との２世帯

その他 無回答

47.1 

24.4 

20.0 

17.9 

12.2 

14.3 

12.2 

6.9 

4.1 

8.7 

3.7 

52.1 

21.0 

16.6 

13.9 

13.7 

11.1 

10.3 

7.6 

3.4 

8.2 

3.9 

51.0 

18.7 

14.6 

18.2 

16.2 

10.6 

10.6 

7.1 

4.0 

10.1 

5.6 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

足腰などの痛み

交通手段がない

トイレの心配（失禁など）

外での楽しみがない

病気

経済的に出られない

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

障害（脳卒中の後遺症など）

その他

無回答

小川地区 n=435

美野里地区 n=620

玉里地区 n=198
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③ 外出時の移動手段 

外出時の移動手段については、地区別に異なる傾向がみられます。「徒歩」「自転車」

「電車」の割合は美野里地区が最も高く、それぞれ 32.8％、19.4％、11.2％となっ

ています。また、「路線バス」は玉里地区が最も高く 6.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.7 

26.7 

24.0 

13.1 

5.7 

7.1 

4.7 

4.1 

3.8 

1.7 

2.1 

0.3 

0.2 

1.2 

2.9 

68.3 

32.8 

24.5 

19.4 

11.2 

5.2 

3.1 

3.0 

2.1 

2.5 

1.1 

0.5 

0.2 

0.8 

2.5 

68.0 

29.1 

23.5 

13.8 

8.4 

6.5 

6.6 

2.4 

2.9 

1.2 

0.9 

0.2 

0.0 

1.1 

3.5 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

自動車（自分で運転）

徒歩

自動車（人に乗せてもらう）

自転車

電車

タクシー

路線バス

病院や施設の送迎バス

バイク

市内循環バス

歩行器・シルバーカー

電動車いす（カート）

車いす

その他

無回答

小川地区 n=2,466

美野里地区 n=3,969

玉里地区 n=1,303
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④ 住んでいる地域の住みやすさ 

住んでいる地域の住みやすさについて、「とても住みやすい」「まあまあ住みやすい」

の合計値は、玉里地区が 72.0％で最も高く、次いで美野里地区が 71.6％、小川地区

が 65.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 生活機能判定（リスク該当者割合） 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の 22 の質問項目より、以下の７つの機能を判

定することができ、低下の傾向がみられた場合、リスク該当者と判定されます。下表

は、リスク該当者と判定されたリスク該当者割合を地区別にまとめたものとなります。

なお、各機能判定において、リスク該当者割合が最も高い地区には塗りつぶしをして

います。 

 

 生活機能 運動機能 栄養状態 口腔機能 閉じこもり 認知機能 うつ 

小川地区

n=2,466 
10.9％ 14.8％ 0.9％ 24.6％ 22.4％ 43.8％ 37.2％ 

美野里地区

n=3,969 
10.0％ 13.6％ 0.8％ 22.5％ 20.1％ 44.9％ 38.2％ 

玉里地区

n=1,303 
9.7％ 12.8％ 0.9％ 22.2％ 19.2％ 44.4％ 39.0％ 

 

 

  

15.2 

16.9 

17.2 

49.9 

54.7 

54.8 

19.6 

16.5 

18.7 

8.0 

6.0 

4.5 

3.9 

2.7 

3.1 

3.4 

3.1 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小川地区 n=2,466

美野里地区 n=3,969

玉里地区 n=1,303

とても住みやすい まあまあ住みやすい どちらともいえない

あまり住みやすくない 住みにくい 無回答
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３．在宅介護実態調査結果（抜粋） 

 

（１）家族等による介護の頻度 

家族等による介護の頻度については、「ほぼ毎日ある」が 42.2％で最も高く、次いで

「ない」が 23.1％、「週に１～２日ある」が 10.0％となっています。在宅での介護が

始まると、多くの方がほぼ毎日介護をしている状況にあることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区別でみる傾向 

地区別でみると、家族等による介護の頻度は、玉里地区で「ほぼ毎日ある」の割合が

高い傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.1 9.4 10.0 6.0 42.2 9.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 n=588

ない

家族・親族の介護はあるが、週に１日よりも少ない

週に１～２日ある

週に３～４日ある

ほぼ毎日ある

無回答

19.9 

24.7 

25.3 

13.4 

8.1 

3.8 

10.4 

10.1 

8.9 

7.5 

5.2 

5.1 

39.8 

41.9 

49.4 

9.0 

10.1 

7.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小川地区 n=201

美野里地区 n=308

玉里地区 n=79

ない

家族・親族の介護はあるが、週に１日よりも少ない

週に１～２日ある

週に３～４日ある

ほぼ毎日ある

無回答
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（２）主な介護者の年齢 

主な介護者の年齢については、「60 代」が 34.8％で最も高く、次いで「50 代」が

22.7％、「70 代」が 16.6％となっています。60 代以上の割合は 65.8％と、今後の

高齢化に伴い、老老介護の状況も増加することが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区別でみる傾向 

地区別でみると、主な介護者の年齢は、地区ごとに様々であることがわかります。60

代以上が占める割合は、小川地区が 63.0％、美野里地区が 71.1％、玉里地区が 52.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

0.5 

1.8 

5.0 

22.7 

34.8 

16.6 

14.4 

0.3 

4.0 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

わからない

無回答
全体 n=397

0.0 

0.7 

0.7 

5.6 

24.5 

30.8 

16.1 

16.1 

0.0 

5.6 

0.0 

0.0 

2.5 

2.5 

19.9 

40.3 

17.9 

12.9 

0.5 

3.5 

0.0 

1.9 

1.9 

13.2 

28.3 

24.5 

13.2 

15.1 

0.0 

1.9 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

わからない

無回答

小川地区 n=143

美野里地区 n=201

玉里地区 n=53
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（３）主な介護者が行っている介護 

主な介護者が行っている介護については、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」が

72.0％で最も高く、次いで「外出の付き添い、送迎等」が 69.0％、「食事の準備（調理

等）」が 68.3％となっています。日常生活を送るための生活支援が主な介護となってい

る状況がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72.0 

69.0 

68.3 

65.7 

48.4 

38.8 

29.5 

27.2 

26.7 

25.7 

23.2 

20.2 

18.1 

12.1 

5.8 

0.5 

4.3 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

外出の付き添い、送迎等

食事の準備（調理等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

服薬

衣服の着脱

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

認知症状への対応

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

屋内の移乗・移動

日中の排泄

夜間の排泄

医療面での対応（経管栄養・ストーマ等）

その他

わからない

無回答 全体 n=397
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■地区別でみる傾向 

地区別でみると、主な介護者が行っている介護は、地区別で異なる傾向がみられます。

例えば、玉里地区では「外出の付き添い、送迎等」、「食事の準備（調理等）」の割合が、

他の地区と比べて高い傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.3 

21.0 

33.6 

21.0 

25.9 

39.2 

23.1 

66.4 

46.2 

29.4 

9.1 

62.9 

72.0 

63.6 

7.7 

1.4 

4.9 

20.9 

16.9 

27.9 

31.8 

26.4 

40.3 

24.9 

68.7 

49.3 

25.4 

14.4 

68.2 

70.6 

66.7 

5.5 

0.0 

5.0 

17.0 

15.1 

24.5 

26.4 

22.6 

32.1 

17.0 

77.4 

50.9 

24.5 

11.3 

83.0 

77.4 

67.9 

1.9 

0.0 

0.0 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養・ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

無回答

小川地区 n=143

美野里地区 n=201

玉里地区 n=53
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（４）介護のための離職の有無 

介護のための離職の有無については、主な介護者が仕事を辞めた、また転職した割合

は低いものの、一定数の方が離職、転職せざるを得ない状況にあることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区別でみる傾向 

地区別でみると、介護のための離職の有無は、小川地区で「主な介護者が仕事を辞め

た（転職除く）」の割合が高い傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59.2 

10.1 

3.0 

2.5 

0.8 

5.0 

22.2 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が転職した

わからない

無回答 全体 n=397

12.6 

3.5 

2.1 

0.7 

55.2 

7.0 

21.7 

9.5 

2.0 

4.0 

1.0 

61.7 

2.5 

22.4 

5.7 

1.9 

1.9 

0.0 

60.4 

9.4 

22.6 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

わからない

無回答

小川地区 n=143

美野里地区 n=201

玉里地区 n=53
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第７節 小美玉市の特徴と課題 

本市の各種統計データや推計、地域包括ケア「見える化」システムや、アンケート調

査等の結果から、本市では下記の特徴と課題が挙げられます。 

 

１．令和４年には後期高齢者数が前期高齢者数を上回る 

本市の高齢化率は、令和２年 10 月１日現在で 29.2％と、第８期計画期間中には

30％を超えることが予測されているとともに、これまで高齢者人口に占める割合とし

て、前期高齢者が後期高齢者を上回り推移してきたものの、令和４年には逆転し、後期

高齢者が前期高齢者を上回り、以降、前期高齢者は減少傾向で推移する一方で、後期高

齢者が増加傾向で推移し、令和 22年には前期高齢者の割合が 40.6％、後期高齢者の

割合が 59.4％になることが予測されます。 

今後、後期高齢者の増加に伴い、介護保険サービスの利用も増加することが予測され

ることから、安定的な介護保険事業の運営に努めるとともに、令和７年の中期的な視点、

令和 22 年の長期的な視点を踏まえながら、適切な介護保険サービスの提供体制の確

保に努めることが求められています。 

 

２．介護を必要とする高齢者の増加及び介護人材の不足 

今後の後期高齢者の増加に伴い、介護を必要とする高齢者が増加することが予測さ

れます。 

高齢者人口が増加する一方、年少人口及び生産年齢人口の減少が予測されているこ

とから、介護人材の不足が課題となります。 

「地域包括ケアシステム」の深化・推進に向けて、重要な基盤となる介護人材の確保

に向けた取組は急務であり、加えて、ケアの質を確保しながら必要なサービスを提供す

るためには、業務の効率化及び質の向上に取り組むことも重要であることから、介護人

材の新規参入の促進を図りながら、処遇改善による定着促進やロボット・ＩＣＴの活用

による生産性の向上など、介護人材を確保するための一体的な取組が求められていま

す。 

 

３．高齢者の社会参加の促進 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、約５割の方が地域活動の場への参加に対し

て、前向きな回答をしているものの、地域活動の場に新規の参加者が増えない状況もあ

ることから、各種活動に対して関心を持っている方を、いかに活動の場へと結びつけて

いくかが課題となっています。 

また、高齢者分野のみならず、あらゆる分野において人材確保が課題となっているこ

とから、就労的活動に対して積極的な高齢者の参加を促進していくことも重要となり

ます。  
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４．高齢者独居世帯、高齢者夫婦世帯の増加 

本市の高齢者世帯の状況は、平成 17 年から平成 27 年の 10 年間で高齢者独居世

帯が約 1.8 倍、高齢者夫婦世帯が約 1.7 倍と急増しています。 

今後、高齢者の増加に伴い、高齢者独居世帯及び高齢者夫婦世帯も増加することが予

測されることから、地域における高齢者の見守りや、日常生活を支援するサービス等の

体制整備が求められています。 

 

５．希望する暮らしの実現 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、自宅で最期を迎えたいという方が約６割と

なっています。 

国では、在宅医療・介護連携を推進しているものの、依然として、自宅で最期を迎え

られている高齢者は少なく、病院、高齢者福祉施設等で最期を迎える高齢者は多くなっ

ています。 

自宅での暮らしを続けるためには、本人の自立支援や重度化防止に向けた取組が重

要であるとともに、自宅での生活を支える介護保険サービスを活用した生活支援が重

要となります。 

本人の状態や家族構成などの本人を取り巻く状況に応じた支援を提供するため、介

護保険サービスの充実、在宅医療・介護連携の推進が求められています。また、本人及

び家族が希望する暮らしを選択できるよう、相談支援の充実や分かりやすい情報提供

が重要となります。 

 

６．介護者支援の強化 

在宅介護実態調査では、介護が始まると介護者の約４割が、ほぼ毎日介護をしている

状況がみられ、今後、後期高齢者の増加も見込まれていることから、老老介護の状況も

増加することが予測されます。また、介護を理由に仕事を辞めた、転職したという方が

一定数いることからも、必要な介護サービスの確保や家族の柔軟な働き方の確保など、

介護者の視点に立った支援が求められています。 

介護保険サービスの安定的な提供を図るとともに、介護者の主な介護としては日常

生活を送るための生活支援が多いことから、日常生活を支援するためのインフォーマ

ルサービス＊の活用など、介護者の負担軽減に向けた取り組みが求められています。ま

た、介護者の孤立感を軽減するための取組として、介護者が集える場の充実や地域で見

守る地域づくりが重要となります。 
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７．認知症高齢者の増加 

「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～（新

オレンジプラン）」によれば、令和７年には認知症高齢者が 700 万人を超え、65 歳以

上の５人に１人が認知症となることが予測されており、認知症高齢者に対する支援体

制の整備は全国的な課題となっていることから、地域の実態や地域資源の活用を図り

ながら認知症施策を推進していくことが重要となります。 

本市においても、後期高齢者の増加に伴い、認知症高齢者の増加が予測されることか

ら、第７期計画より展開している認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員

のさらなる活用・充実を図るとともに、認知症カフェや認知症サポーター＊などの地域

資源を活用し、地域ぐるみで認知症高齢者及び介護する家族等への支援が求められて

います。 

 

８．要介護認定率が低い 

本市の調整済み認定率及び調整済み軽度認定率は、全国、茨城県、近隣自治体と比較

して低い状況となっています。住み慣れた地域の中で自立した生活を送られている方

が多いと考えられる一方で、介護保険サービスを必要としている方に対して、適切に介

護保険サービスにつなげられているのか、またサービスが真に必要な方が適切に介護

申請をしているのかということも考えられます。 

社会情勢の変化や家族構成の変化等により、複雑化・複合化する支援ニーズに適切に

対応することが求められていることから、関係機関等との連携を図りながら、相談支援

体制及び情報提供体制の充実を図り、住み慣れた地域の中で自立した生活を送るため

の支援へと適切につなげていく必要があると考えています。 

 

９．日常生活圏域ごとに地勢、家族構成等に特徴がある 

本市は３つの日常生活圏域に分かれており、日常生活圏域ごとの地勢は異なり、家族

構成、外出を控える理由等、生活環境に違いがみられます。また、介護者の視点でみて

も、家族等による介護の頻度、介護者の年齢等に違いがみられることから、今後、高齢

者福祉施策を展開していく上で、地域の特徴を踏まえた施策展開が必要であることが

うかがえます。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

第１節 基本理念 

全国的に超高齢社会を迎えており、本市では第８期計画期間中には人口の３人に１

人が高齢者となることが予測され、高齢者人口の増加に伴い、要介護認定者数も増加し

ていくことが予測されています。 

令和７年（2025 年）には、団塊の世代が 75 歳以上になり、令和 22 年（2040

年）には、団塊ジュニア世代が 65 歳以上に達することから、介護保険サービス等への

需要はさらなる増大が予測されます。 

本計画では、中長期的な視点の下、各種サービスをどのような方向性で充実させてい

くのか、地域の特性を踏まえて示していくことが求められています。 

今後、高齢化が一層進む中、これまでの制度・分野の枠や、「支える側」、「支えられ

る側」という関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役

割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会を理念とした地域

共生社会の実現が求められており、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシス

テムは、地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となるものです。 

高齢者が持つ知識と経験を活かし、社会参加を通じて自己を実現し、生きる喜びや真

に豊かさを実感できるまち、そして、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるま

ちを実現することが、この計画の目指すところです。 

本市では、『小美玉市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画』において、「好きだ

から このまちでずっと 過ごすために －地域で支えるまちづくりをめざして―」

を基本理念に掲げ、行政をはじめとして、保健・福祉・医療・介護の機関が密接に連携

し、地域で支える地域ぐるみのまちづくりを推進してきました。本計画でも、引き続き

推進を目指す思いは変わりません。さらなる地域包括ケアシステムの深化・推進してい

くためには、様々な地域の特徴や課題を踏まえながら、市全体で一体的に取り組んでい

くことが重要となります。 

こうしたことから、本計画では『小美玉市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画』

の継承、発展させていくという思いから『小美玉市高齢者福祉計画・第８期介護保険事

業計画』においても「好きだから このまちでずっと 過ごすために －地域で支える

まちづくりをめざして－」を基本理念としていくものとします。 

 

 

 

 

 

  

基本理念 
 

好きだから このまちでずっと 過ごすために 

― 地域で支えるまちづくりをめざして ― 
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第２節 基本目標 

本計画の基本理念を実現するために、４つの基本目標を掲げます。 

 

 

 

 

高齢者一人ひとりが、健康で自立した生活を実現できるよう、介護予防や重度化防止

に向けた取組みを充実・強化していくとともに、社会参加や地域活動を通して、高齢者

がこれまで培ってきた知識や技術を活かし、生きがいを持ち、いきいきと充実した生活

が送れるまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

介護を必要とする方への支援、介護をしている方への支援の両方の視点を踏まえ、在

宅での生活支援、認知症施策の推進、在宅医療・介護連携の推進、介護者の負担軽減、

安心して暮らせる高齢者の住まいの確保など、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けら

れるまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

日常生活圏域３圏域において、それぞれ地勢や家族構成、移動手段等に違いがあり、

抱えている地域課題も様々です。地域の社会資源＊との協働も含め、多様な主体と連携

を図りながら、高齢者の生活を支えるまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

介護保険制度に関するきめ細かな情報提供や、関係機関との連携により、高齢者やそ

の家族等に対する情報提供・相談体制の充実を図ります。介護保険サービスについては、

必要なサービス量と介護保険料のバランスを考慮しつつ、サービスを必要とする方に

対して個々の状態に応じたサービスが確保されるよう、実態に即した見込みを定める

とともに、サービスを提供するための人材確保に努め、介護保険事業の安定的な運営及

び質の向上を目指します。 

  

基本目標１ 介護予防・生きがいづくりの推進 

基本目標２ 住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるために 

基本目標４ 適切な介護サービスの提供と質の向上 

基本目標３ 支えあえる地域づくりの推進 
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第３節 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 介護予防・生きがいづくりの推進 

基本目標２ 住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるために 

施策の方向 

 
１．介護予防の推進 

２．趣味や生きがいづくりの促進 

３．就労支援の促進 

基本理念 
好きだから このまちでずっと 過ごすために 

― 地域で支えるまちづくりをめざして ― 

施策の方向 

 
１．地域の課題把握・解決策の検討 

２．ボランティア活動の促進 

３．高齢者の権利擁護の推進 

４．高齢者虐待の防止 

５．介護者への支援 

基本目標３ 

施策の方向 

 
１．地域包括支援センターの事業の推進 

２．茨城型地域包括ケアシステム推進事業 

３．在宅での生活を続けるための支援 

４．認知症施策の推進 

５．在宅医療・介護連携の推進 

６．安心・安全なまちづくりの促進 



第１部 総 論 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標４ 適切な介護サービスの提供と質の向上 

施策の方向 

 
１．介護保険制度に関する情報提供の充実 

２．介護サービスの質の向上 

３．介護保険事業費の推計 

４．サービス利用者の将来推計 

５．サービス事業量の実績と見込み 

６．給付費等の見込み 

７．基準月額介護保険料の算出 

８．所得が低い方への対応 

９．介護人材の確保・業務の効率化 

１０．介護給付適正化計画 
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第４章 各施策を推進するために 

第１節 推進体制の整備 

本計画は、高齢者に関する総合的な計画であり、その範囲が広範にわたるため、行政

のみならず民間団体や保健・福祉・医療・介護の各機関、地域、教育・経済等の各団体

との連携が欠かせないものになります。 

したがって、関係者や市民に計画の趣旨や内容の周知を図り、関係機関や地域団体と

の連携の強化、協力体制づくりを進めていきます。 

 

１．行政の連携強化 

本計画は、保健・福祉・医療・介護の領域を中心に多岐にわたる施策に対して、一体

的に取り組むことが必要となっています。 

高齢者に関連する施策を担当する課も複数にまたがっており、各施策の整合性を図

り、効率的な計画推進を行うためにも、より一層、庁内の横の連携を密にし、情報や目

的を共有して取り組んでいきます。 

また、国や県の動向にも注意し、計画推進に反映させていくとともに、広域に関わる

問題や、国・県の協力を必要とする問題については、迅速に対応することができるよう

に、連携を強化していきます。 

 

２．関係機関との連携 

高齢者の生活支援を総合的に行うとともに、市民にとって効果的な介護予防・生活支

援の事業を展開するため、市内外の多様な関連施設・機関の協力や、民生委員＊、地域住

民、ボランティア、ＮＰＯ等の協力が必要となります。そのほかにも、社会福祉協議会、

国民健康保険団体連合会、医療機関、教育機関など、多様な団体、機関との連携が不可

欠です。 

円滑な事業運営を図るためには、関係者が必要とする情報を共有できるように情報

提供を行うとともに、関係者間の連絡・調整を行うなど、本市を起点とした協力体制づ

くりに取り組んでいきます。 

 

３．市民の参画と協働 

介護保険事業の円滑な実施と、保健・福祉・医療サービスの提供を実現しつつ、健や

かな福祉社会を実現していくために、高齢者をはじめとする市民の声を聞き、よりよい

サービスを育てていくと同時に、ボランティアをはじめとする地域の様々な個人・団体

の参画を募り、協働の仕組みづくりを進めていきます。 
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第２節 計画の適正な運営 

１．ＰＤＣＡサイクルの推進 

高齢者福祉施策及び介護保険事業を円滑に推進していくため、ＰＤＣＡサイクルを

推進し、評価結果に基づき、より効果的な支援施策を検討し、所要の対策の実施に取組

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の達成状況の点検・評価 

高齢者福祉施策及び介護保険事業を円滑に進めていくために、社会情勢や高齢者ニ

ーズの変化、事業の実施及び進捗状況の把握を行った上で評価や見直しを行います。 

 

  

ACT 

（改善） 

DO 

（実行） 

PLAN 

（計画） 

CHECK 

（評価） 

推進組織 

小美玉市高齢者福祉計画及び 

介護保険事業計画策定委員会 
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第３節 地域包括ケアシステムの深化・推進 

「地域包括ケアシステム」は、高齢者が住み慣れた地域で自立し、尊厳のある暮らし

を可能な限り継続できるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的に提

供されることを目指したものであり、第５期計画より構築に向けて推進してきました。 

第７期計画では、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険等の一部を改正す

る法律により保険者機能強化に必要となる仕組みが創設され、さらなる地域包括ケア

システムの深化・推進に向けて、「自立支援、介護予防・重度化防止の推進」「介護給付

等対象サービスの充実・強化」「在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための

体制の整備」「認知症施策の推進」「日常生活を支援する体制の整備」「高齢者の住まい

の安定的な確保」について、重点的に取り組んできました。 

第８期計画では、引き続き第７期計画での取組を強化しながら、地域住民の複雑化・

複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築を図りながら、地域共生社

会の実現に向けて中核的な基盤となる地域包括ケアシステムの推進とあわせて社会福

祉基盤の整備や地域づくりを一体的に取り組む必要があります。 

 

１．自立支援、介護予防・重度化防止の推進 

高齢者が住み慣れた地域で、生きがいを持って、自立した生活が送れるよう、自立支

援や介護予防・重度化防止の取り組みが重要となります。 

こうしたことから、自立支援・介護予防に関する普及啓発を地域全体に対して行うと

ともに、専門職の関与を得ながら高齢者の介護予防に資する通いの場の充実を図り、効

果的・効率的な取組となるよう、ＰＤＣＡサイクルに沿った取組を推進します。 

また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を図りながら、高齢者が身近な場

所で健康づくりに参加でき、高齢者のフレイル状態を把握した上で、適切な医療サービ

ス等につなげることで疾病予防・重度化予防を促進します。 

 

２．介護給付等対象サービスの充実・強化 

高齢者が要介護状態となっても、可能な限り、住み慣れた地域で生活が送れるよう、

在宅サービス＊と施設サービスの連携等により、継続的な支援が行える体制整備が求め

られています。併せて、介護をしている家族等の就労継続や負担軽減の必要性も踏まえ

ることが重要となっています。 

こうしたことから、高齢者の日常生活全般を柔軟なサービス提供により支えること

ができる「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「小規模多機能型居宅介護」「看護小規

模多機能型居宅介護」等については、利用者のニーズの動向及び市内や近隣事業者の参

入意向の動向を継続的に把握し、その基盤整備に向けた対応を図ります。 
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３．在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備 

今後、75歳以上の高齢者も増加していくことが見込まれており、介護を必要とする

方も増加していくことが予想されることから、入退院支援、日常の療養支援、急変時の

対応、看取り、認知症の対応力強化、感染症及び災害時対応等、在宅医療と介護の連携

が様々な場面で求められます。 

こうしたことから、在宅医療及び介護が円滑に提供される仕組みを構築するため、医

療関係職種や介護関係職種等の多職種との連携や人材の確保・育成を図る取組を推進

するとともに、医療と関係する庁内関係各課との連携を図りながら、在宅医療・介護連

携のための体制を充実します。 

 

４．認知症施策の推進 

高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者も増加していくことが見込まれていること

から、認知症施策推進大綱の５つの柱に基づき、認知症施策を推進します。 

第７期計画期間中における認知症ケアパス＊の普及促進や、認知症初期集中支援チー

ム及び認知症地域支援推進員等のさらなる活用を図るとともに、認知症高齢者や認知

症高齢者を介護している家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みと

してチームオレンジ等の構築を検討し、地域で見守る地域づくりを推進します。 

 

５．日常生活を支援する体制の整備 

高齢者が地域で生きがいを持ちながら生活を継続していくためには、多様な生活支

援サービスや高齢者の社会参加の場が必要となります。 

こうしたことから、本市が中心となり、生活支援コーディネーターや協議体による地

域のニーズや資源の把握、関係者のネットワーク化、担い手の養成、資源の創出等を通

じて、ＮＰＯ法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サ

ービスを担う事業主体との連携を図り、生活支援の充実・強化を推進します。 

 

６．高齢者の住まいの安定的な確保 

高齢者が安心して暮らせる住まいと生活に係る福祉サービス等の一体的な供給を行

うため、本市の住宅施策関連部門との連携を図り、高齢者の住まいの安定的な確保を推

進します。 

さらに、高齢者人口や人口構成の変化に伴い、地域ごとに介護需要も異なってくるこ

とから、町内会や自治会の活動を基盤とした既存のコミュニティを再構築していくと

ともに、地域ごとの将来の姿や課題を踏まえ、「まちづくり」の一環として位置づけ推

進します。 
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第４節 地域包括支援センターの機能強化 

地域包括ケアシステムを有効に機能させるためには、高齢者の日常的な生活範囲（日

常生活圏域）を基本的な単位として、地域にある社会資源等の全体像を把握した上で高

齢者の個々の状況に応じてコーディネートし、個人個人の状態に合ったサービスを提

供することにより、その生活を支えていくことが必要です。 

地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士＊、主任介護支援専門員を配置して医

療・福祉・介護等の多様なニーズに対してワンストップの支援を行う機関として、高齢

者の総合相談支援を行うとともに、地域包括ケア会議をはじめ、地域の様々な立場にい

る関係者間のネットワークづくりを推進しています。特に地域のつながりを強化する

ため、地域包括支援センターが居宅介護支援事業所や介護施設など地域の既存の社会

資源と効果的に連携し、地域における相談支援の機能を強化します。 

地域包括支援センターの運営については、効果的・安定的に実施されるよう地域包括

支援センターの評価を定期的に行い、地域包括支援センター運営協議会での意見を踏

まえて、必要な改善・職員体制の検討を行います。また、地域包括支援センターの職員

については、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員のほか、三職種以外の専門職や

事務職の配置も含め必要な体制を検討していきます。 

地域包括支援センターの体制強化に向けて、保険者機能強化推進交付金の活用を検

討しながら、自己評価及び保険者自己評価票を用いて評価し、継続的に安定した事業の

実施につなげていきます。 

第８期計画では、引き続き介護離職の防止など、家族等に対する相談・支援体制の強

化を図るため、地域包括支援センターの土日等の相談体制の整備のほか、電話等による

相談体制の拡充、地域に出向いた相談会の実施、企業や労働施策担当部門との連携など、

地域の実情を踏まえて展開していきます。 

また、介護予防ケアマネジメント業務については、要支援者等に対する適切なケアマ

ネジメント＊を実現する観点から、必要な外部委託を行いやすい環境整備を進めます。 

 

 

 

○総合相談支援 

○地域包括ケア推進会議・地域包括ケア個別会議による個別事例の解決とネットワークの構築 

○介護支援専門員＊（ケアマネジャー）・医療機関等とのネットワーク構築 

○権利擁護・虐待対応 

○介護支援専門員（ケアマネジャー）の後方支援 

 

  

◆高齢者の生活を総合的に支援する取組（包括的支援事業） 
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第５節 災害及び感染症に対する備えの体制整備 

１．災害に対する備えの検討 

近年の災害発生状況を踏まえると、日頃から事業所等と連携し、避難訓練の実施や防

災啓発活動、事業所等におけるリスクや、物資の備蓄及び調達状況の確認を行うことが

重要であることから、事業所等で策定している災害に関する具体的な計画を定期的に

確認するとともに、災害の種類別に避難に要する時間や避難経路、避難方法等の確認を

促す取組を行います。 

また、本市の地域防災計画における取組とも連携・協働しながら、災害に強いまちづ

くりを推進します。 

 

２．感染症に対する備えの検討 

新型コロナウイルス等の感染症に対する備えとして、日頃から事業所等と連携し、訓

練の実施や感染拡大防止策の周知啓発、感染症発生時に備えた平時からの事前準備、感

染症発生時の代替サービスの確保に向けた連携体制の構築等を行うことが重要である

ことから、事業所等が感染症発生時においてもサービスを継続するための備えが講じ

られているかを定期的に確認するとともに、事業所等の職員が感染症に対する理解や

知見を有した上で業務に当たることができるよう、感染症に対する研修の充実を図り

ます。 

また、感染症発生時も含めた都道府県や保健所、協力医療機関等と連携した支援体制

を整備するとともに、事業所等における適切な感染防護服、消毒液その他の感染症対策

に必要な物資の備蓄・調達・輸送体制の整備を進めていきます。 

 

 

 



 

 

第２部 

各 論 
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基本目標１ 介護予防・生きがいづくりの推進 

本市は、これまで前期高齢者数が後期高齢者数を上回り推移してきましたが、第８期

計画期間中には、後期高齢者数が前期高齢者数を上回ることが予測され、以降、後期高

齢者の増加に伴い、介護を必要とする方の増加が見込まれることから、早い段階での介

護予防の取組を推進していくとともに、高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細や

かな支援を行うため、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施していく体制整備

が求められています。 

認知症施策においては、急速な高齢化とともに認知症高齢者の増加が見込まれるこ

とから、認知症施策推進大綱に沿って、認知症高齢者ができる限り住み慣れた地域で自

分らしく暮らし続けることができるよう、認知症高齢者やその家族の意見を踏まえな

がら認知症施策を推進していくことが求められています。 

こうした中、アンケート調査によると、本市では健康づくりや趣味活動への関心を持

つ人の割合が高く、健康づくりや趣味活動と介護予防の一体的な推進が求められてい

ることがわかります。 

住み慣れた自宅や地域で自立した日常生活を継続するためには、高齢者本人だけで

はなく、社会や地域とのつながりを持ち、趣味や生きがいを持てるよう、高齢者本人を

取り巻く環境も含めたバランスのとれたアプローチが必要となります。 

そのため、介護予防の取組みや、生きがいづくりを一体的に行い、自立した日常生活

を継続するための取組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜施策の方向＞ 

●介護予防の推進 ............................................................ Ｐ52 

●趣味や生きがいづくりの促進 ................................ Ｐ58 

●就労支援の促進 ............................................................ Ｐ60 



第２部 各 論 

52 

第１節 介護予防の推進 

１．介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

介護保険制度の改正により、本市では平成 29年４月から「介護予防・日常生活支援

総合事業」に移行し、全国一律で行われていた介護予防訪問介護と介護予防通所介護を

市町村独自の事業として実施することとなりました。 

令和３年４月からは、「介護予防・日常生活支援総合事業」の弾力化が予定されてお

り、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者に要介護認定者を含める弾力化と、現在、

国が定めている訪問型サービスと通所型サービスの価格の上限も、市町村の実情に応

じた形で弾力的な運営を認める内容となっています。 

これまでと同様の基準によるサービス提供と併せ、地域の実情に応じた多様なサー

ビスの導入が可能となったことから、地域の実情把握、分析を行い、介護予防・日常生

活支援総合事業の推進に向けた検討及び取組みを行います。 

 

（１）介護予防・生活支援サービス 

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービスは、要支援者・

事業該当者（基本チェックリストでの該当者）、弾力化による要介護認定者等の多様な

生活支援のニーズに対応するため、介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当のサービ

スに加え、住民主体の支援等を含め、多様なサービスの導入に向けた検討を進めます。 

 

● 訪問型サービス 

 訪問型サービス（介護予防訪問介護相当）  

介護福祉士や訪問介護員等が自宅を訪問して、利用者の身体介護や生活援助を支援

し、介護予防を図ります。 

 

＜サービス提供実績／提供見込量＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数（人） 669 665 680 690 690 690 

※令和２年度は見込量 

 

 訪問型サービス A（基準緩和型サービス）  

訪問型サービス（介護予防訪問介護相当）の人員基準等を緩和して提供するサービス

です。身体介護を要しない利用者に対し、生活援助のみを提供するサービスとして、訪

問介護員不足に対応するため導入に向けて検討していきます。 
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 訪問型サービス B（住民主体による支援）  

住民主体の自主活動として行う生活援助等のサービスです。生活援助サービスを実

施していく住民主体の団体等の育成及び支援をしつつ、訪問型サービスＢの導入に向

けて、慎重に検討を行います。 

 

 訪問型サービス C（短期集中予防サービス）  

保健・医療の専門職の訪問により短期間で提供されるサービスです。より効果的なサ

ービスとするために、他のサービスや地域活動との一体的な運用を踏まえ、介護予防を

図ります。 

 

＜サービス提供実績／提供見込量＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数（人） － － 22 30 30 30 

延べサービス 

提供数（回） 
－ － 11 12 12 12 

※令和２年度は見込量 

 

 訪問型サービス D（移動支援）  

通院同行、外出支援、移送支援、移送前後の生活支援等を行うサービスです。導入に

あたっては、関係機関と検討していきます。 

 

● 通所型サービス 

 通所型サービス（介護予防通所介護相当）  

通所事業所において、入浴・食事の提供とその介護の他、日常生活を想定しつつ、運

動器の機能向上等の機能訓練や栄養改善のための指導などを受けることによって、介

護予防を図ります。 

 

＜サービス提供実績／提供見込量＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数（人） 753 769 770 780 780 780 

※令和２年度は見込量 
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 通所型サービス A（基準緩和型サービス）  

通所型サービスの人員基準や設備基準等を緩和して提供するサービスです。他者と

の交流や閉じこもり予防を目的としてサービスを提供します。 

 

＜サービス提供実績／提供見込量＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用登録者数

（人） 
113 112 115 130 130 130 

延べ利用件数 

（回） 
3,959 4,104 4,000 4,200 4,200 4,200 

※令和２年度は見込量 

 

 通所型サービス B（住民主体による支援）  

住民主体の通所型サービス（通いの場）です。本市では、圏域によって状況は異なり

ますが、住民主体の通いの場がすでに幅広く存在しています。通所型サービスＢの導入

については、地域の実情に即し、課題の解決につながるサービスが開発されるよう、引

き続き検討を進めます。 

 

 通所型サービス C（短期集中予防サービス）  

保健・医療の専門職により、生活機能の改善・維持を目的とした短期集中介護予防サ

ービスです。保健センター等の公共施設において、運動器の機能向上プログラムや口腔

機能向上のためのプログラムなどを多様に取り入れた教室を行い、生活環境のアプロ

ーチを考慮した介護予防メニューの充実を図ります。 

 

＜サービス提供実績／提供見込量＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数（人） 108 107 150 180 180 180 

延べサービス 

提供数（回） 
58 26 18 18 18 18 

※令和２年度は見込量 
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● 高額介護予防サービス費相当事業等 

 高額介護予防サービス費相当  

所得が低い方への対応として、指定事業者による総合事業のサービス提供を受けた

利用者の負担軽減を図ります。 

 

 高額医療合算介護予防サービス費相当  

高額介護予防サービス費相当事業により、利用負担額を軽減した後においてもなお

残る負担額と、医療保険の自己負担額を合算した額が年間上限を超えた場合において、

利用者の負担軽減を図ります。 

 

 

（２）一般介護予防事業 

介護予防・日常生活支援総合事業における一般介護予防事業は、本市の独自財源で行

う事業や地域の互助、民間サービスとの役割分担を踏まえ、住民主体の通いの場や、人

と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づ

くりを進めていきます。 

また、高齢者の自立支援に資する取組を推進するため、リハビリテーション専門職等

の幅広い医療専門職の関与を得ながら、効果的・効率的な取組となるよう、ＰＤＣＡサ

イクルに沿って取組を推進するとともに、地域の通いの場において健康づくりを意識

できるような機会を充実します。 

さらには、高齢者の心身の状態は、自立、フレイル、要支援、要介護と可変的である

ことから、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な推進を図りながら、高齢者のフレイ

ル状態を把握した上で、適切な医療サービス等につなげることによって、疾病予防・重

度化防止（予防）を図ります。 

 

 介護予防把握事業  

地域の高齢者の状況を効率的、効果的に収集することにより、物忘れや閉じこもり等

の支援を必要とする者の早期発見・早期対応を目的としています。その情報を介護予防

活動へ結びつけていきます。 

 

 介護予防普及啓発事業  

パンフレットやリーフレット等の資料作成や配布を実施します。また、住民のニーズ

に合わせた、介護予防に関する知識の普及及び啓発を支援します。その他、広報紙やホ

ームページ、各種イベントを通じて、介護予防に関する普及啓発に努めます。 
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 地域介護予防活動支援事業  

介護に関する知識を得た住民が、自らの介護予防に取り組めるよう支援します。また、

ボランティアに関心が低い方にも、少しでも興味が持てるような講座を開催し、介護予

防活動を担うボランティアの育成を図ります。 

 

 一般介護予防事業評価事業  

介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防

事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その結果に基づき事業全体

の改善を行います。 

 

 地域リハビリテーション 

活動支援事業 

 

リハビリテーション専門職等が地域包括ケア会議や住民の運営する通いの場へ出向

き、介護予防に対する総合的な支援を実施します。また、茨城県がリハビリ専門職団体

と締結した事業を活用した活動支援を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

↑シニアヨガの様子 その１ 

↑シニアヨガの様子 その２ 



基本目標１ 介護予防・生きがいづくりの推進 

57 

２．健康づくりの推進 

第３次小美玉市健康増進計画・食育推進計画・自殺対策行動計画では、「からだの健

康づくり」「こころの健康づくり」「食を通じた健康づくり」「健康づくりの環境整備」

の４つの基本施策の柱の下、高齢期における健康づくりを推進します。 

 

（１）各種健康診査・保健指導の受診率の向上 

生活習慣病の予防のための各種健康診査・保健指導・教室等の周知を徹底するととも

に、検診内容の充実を図り、受診率の向上を推進します。 

 

（２）がん検診の普及啓発と受診率の向上 

がん検診の意義や有効性について、様々な機会を通じて普及啓発を行うとともに、検

診機会を確保するため、早朝健診や休日健診等、対象者の特性に配慮したきめ細かなが

ん検診を行い、受診率の向上を推進します。 

 

（３）市民・地域主体の健康づくりの推進 

市民・地域が主体となった健康づくりを進められるよう、健康いい区活動推進事業や

市民、地域が自ら健康づくりに取り組める機会や食生活改善推進員による地区活動な

どの支援を通じて、食育運動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）多様な主体と連携した健康づくり 

実践しやすい健康づくりの環境を整備するため、行政はもとより、関係団体・機関と

の連携した取組みを充実させるとともに、健康づくりに関する情報の提供や教室・講座

の開催、イベントの開催など地域保健や職域保健と連携した普及啓発や情報提供を推

進します。 

  

健康いい区活動推進事業とは… 

市民自らが地区組織を単位とした健康づくり活動に取り組めるようになること

を目的とし、地区コミュニティや老人クラブ・サロン活動等の各組織において、関

係機関との協働により健康教室や相談会、血圧・骨密度測定や手作り食品の試食

等、多様な活動を実施するモデル地区を選定した事業です。 
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第２節 趣味や生きがいづくりの促進 

趣味や生きがいづくりは、同じ趣味を持つ仲間同士で集まるなど、仲間づくりが大切

です。また、これまで仕事をしてきた方も退職後は、自分の時間を多くもてるようにな

り、これまで出来なかった趣味活動などを生きがいにするなど、新たな活動を通じて地

域社会とつながりを持つことが、自立した生活を継続するために重要となります。 

高齢者の活動意欲を高め、人との交流を促進し、生きがいをもって生活していくこと

ができるよう、様々な取組みにより生きがいづくりの推進を図ります。 

 

１．生涯学習活動 

高齢者の個性を活かし、多様な活動ができるよう、年齢層や社会経験に応じた各種講

座等の場を提供し生涯学習の機会を充実させ、広報紙やホームページ等により情報提

供の充実にも努めます。また、グループ・団体等の活動への支援の充実にも努めます。 

 

２．スポーツ活動 

高齢化が進む中で、高齢者がスポーツ活動に楽しく参加し、日常の生活の中でスポー

ツ活動を継続していくことにより、体力の維持や健康の増進、多世代交流等ができるよ

うに、高齢者が取組みやすいコミュニティスポーツの育成と普及を検討します。また、

老人クラブでのスポーツへの取組みの促進に努めます。 

さらに、総合型地域スポーツクラブ等の連携の促進と、公共施設等の有効利用に向け、

コミュニティスポーツの場として開放できるよう検討していきます。 

 

３．敬老事業 

高齢者の長年の社会貢献に対して感謝と敬意を表するため、敬老祝品の贈呈を行い

ます。また、結婚 50 周年記念品の贈呈も行います。  

さらに、住民自らが地域福祉に対する理解と協力を深め、高齢者の健康と生きがいづ

くり、社会参加、ふれあいのネットワークづくり等を実施することにより、高齢者が安

心して自立した生活ができるように、地区敬老会事業の補助及び推進をしていきます。 
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４．老人クラブ活動の補助及び活動支援 

老人クラブ活動を通し、福祉活動への参加促進や交通安全運動、防犯対策、生きがい

活動・ニュースポーツ等の取組みが行われ、生きがい対策と健康づくり対策等が進めら

れています。今後とも、高齢者がいきいきと暮らせるように、次のアからオの事業を対

象として老人クラブへの補助及び活動支援に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ア 高齢者に合った各種のスポーツ大会、健康づくりを目的とする事業 

イ 趣味の講座や集い、各種学習会、技術、知識の伝承等、生きがいづくりを目的

とする事業 

ウ 演芸大会、話し合いの会等、こころのリフレッシュと余暇の活用を目的とする

事業 

エ 各世代間の交流、ふれあいを助長することを目的とする事業等 

オ 社会奉仕活動事業 

カ  

↑グラウンドゴルフ大会の様子 

↑除草作業の様子 
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第３節 就労支援の促進 

高齢者が培ってきた豊かな経験や知識、技術などを地域社会で発揮していただくこと

は、地域の活性化のみならず、高齢者が自立した生活を継続する上でも重要となります。 

就労機会の創出を通じて、高齢者の社会参加の促進を図ります。 

 

１．シルバー人材センター 

高齢者に適した日常生活に密着した臨時的、短期的な仕事を提供しています。高齢者

が、自己の能力を活用することにより、追加的な収入を得るとともに、高齢者自身の自

立と福祉の増進が図られます。 

 

２．高齢者の知識・技術の活用 

高齢者の持っている様々な知識、経験、技術などを地域で活用できるようにし、生き

がいづくりにつなげていきます。 

 

３．就労的活動支援コーディネーター＊の配置 

第８期計画より、新たに地域支援事業に位置づけられた就労的活動支援コーディネ

ーターの配置を検討し、就労に対して積極的な高齢者を就労の場へとつなげる取組を

推進します。 
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基本目標２ 住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるために 

本市では、高齢者独居世帯や高齢者夫婦世帯が増加傾向にあるほか、後期高齢者の増

加や家族構成の変化により老老介護や子育てと介護の両立（ダブルケア）など、介護の

状況や介護をしている家族が抱える問題も複雑化・複合化しています。 

こうした中、介護を必要とする状態になった場合でも、自宅で暮らし続けたいと希望

される方が多く、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるための取組みの促進が求めら

れています。 

住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるためには、相談窓口機能の強化や認知症施策

の推進、在宅医療と介護の連携など、在宅生活における取組みを複合的に促進していく

ことが必要となります。 

また、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者の多様な生活課題に対応できるよう、高

齢者福祉施設等の整備を促進し、高齢者の住まいの確保と生活の一体的な支援を推進

します。 
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第１節 地域包括支援センターの事業の推進 

地域共生社会の実現において基盤となる地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、

地域包括支援センターが中核機能を担うことから、高齢者や介護者が速やかに相談でき

るよう、その存在や役割について、第７期計画に引き続き周知を図ります。 

近年、地域包括支援センターに寄せられる相談は複雑化・複合化し、高齢者分野のみ

では解決が困難なケースも増えてきていることから、障がい、子ども等、他分野におけ

る相談機関との連携や、地域にある社会資源との連携を強化しながら、包括的な相談支

援体制を構築します。 

そのためには、適切な運営を確保する必要があることから、地域包括支援センターの

自己評価及び市による評価を行い、評価により把握した課題や効果を運営方針や個別の

事業内容に反映させ、事業の質の向上に努めるとともに、保険者機能強化推進交付金等

を活用した積極的な体制強化を図ります。 

 

１．介護予防ケアマネジメント事業 

予防事業対象者が要介護状態になることを予防するため、心身の状況に応じて、自ら

活動し、地域活動に参加できるよう必要な援助を包括的・効果的に行います。 

 

２．総合相談支援事業 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していくことができるよう、相談窓

口を２段体制で設置し、早期の段階で必要なサービス・各種機関につなげる等の支援を

行います。 

 

３．権利擁護事業 

権利侵害を受けている、または受ける可能性の高い高齢者が地域で安心して尊厳の

ある暮らしを維持できるよう支援を行います。また、成年後見制度の普及啓発に努め、

活用促進を図ります。 

 

４．包括的・継続的ケアマネジメント支援 

地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう多職種と連携を図り、ま

た個々の高齢者に対し包括的・継続的ケアマネジメントを介護支援専門員（ケアマネジ

ャー）が実践できるようサポートを行います。 
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５．地域包括支援センターの機能強化 

高齢化の進行、それに伴う相談件数の増加や困難事例に対応できるよう、専門職の配

置等人員体制を確保するとともに、センター等の相談窓口や行政との連携強化、多職種

協働によるケアマネジメントの支援充実を図ります。 

また、介護離職防止等の家族介護者への支援の観点から、地域包括支援センター等の

土日祝日開所について段階的に検討を進めるとともに、電話等による相談体制の拡充、

地域に出向いた相談会の実施等、地域に寄り添った相談機関としての支援体制を促進し

ます。 

 

６．地域包括ケア会議の推進 

個別事例の検討を通じて多職種協働によるケアマネジメントを行うとともに、個別

課題だけでなく地域課題の検討も行い、地域のネットワーク構築を図ります。また、出

された地域課題解決のための検討につなげる体制を図ります。 
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第２節 茨城型地域包括ケアシステム推進事業 

在宅の高齢者や心身に障がいのある方々が、家庭や地域の中で安心して暮らせるよう

に、援護が必要な方一人ひとりに、保健・医療・福祉の関係者が連携したケアチームを

組織し、各種在宅サービスが受けられる制度です。地域ケアコーディネーターが中心と

なって進められ、介護などに関する相談や必要な在宅サービスを組み立てて提供します。  

なお、地域包括支援センターの総合相談支援事業や包括的・継続的ケアマネジメント

事業との連携も十分に図りながら、地域包括ケアの実現に向けて事業を進めます。 

 

１．地域ケアコーディネーターの配置 

地域ケアコーディネーターは、地域の実情と関係諸制度を理解している者の中から選任

され、地域への啓発活動や関係機関との連絡調整、サービスを必要とする対象者やニーズ

の把握、サービス調整会議への諮問、在宅ケアチームの編成などの業務にあたります。 

 

２．サービス調整会議の開催 

対象者一人ひとりの状態に合わせて、最も望ましい保健・医療・福祉サービスを提供

するため、専門医を含む各分野の実務者から会議員を選出し、会議員による「サービス

調整会議」を開催し、対象者に対する処遇方針（サービスプログラム）を策定するとと

もに、処遇の経過を点検します。 

 

３．在宅ケアチームの活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【地域の実態把握】 

「地域ケアコーディネーター」を中心として、対象者等の状況とサービス供給

側の人的資源、機関、施設等の状況を把握するとともに、保健・医療・福祉関連

団体・機関等の協力を得て、対象者の実態やニーズを把握します。 

【在宅ケアチームの組織化及びサービスの提供】 

「地域ケアコーディネーター」は、サービス調整会議等の結果に基づき、「在

宅ケアチーム会議」を開催し、援護を必要とする一人ひとりの対象者ごとに、保

健師やホームヘルパー、民生委員、かかりつけの医師等の直接的なサービス担当

者が在宅ケアチームを組み、役割分担と相互連絡を図ることによって、的確で効

率的なサービスを提供します。 

【キーパーソンの設置】 

在宅ケアチームの構成員の中から当該在宅ケアチームのまとめ役となる「キ

ーパーソン」を選出し、「キーパーソン」は対象者や家族のニーズの変化に対応

した適切なサービスが図れるよう常に把握し、変化が生じた場合は「地域ケアコ

ーディネーター」等に連絡、調整します。 
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第３節 在宅での生活を続けるための支援 

高齢化や核家族化の進展、地域とのつながりを持たないことなどの要因による高齢

者の社会的孤立は、高齢者の生きがいを低下させ、消費者被害や孤立死などの問題を生

み出しています。 

高齢者が住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けるためにも、高齢者の生活実

態の把握に努め、高齢者が地域から孤立しないよう見守り、支え合いの仕組みづくりを

地域や関係機関等と連携しながら推進していきます。 

 

１．在宅福祉サービスの充実 

 

（１）軽度生活援助事業 

概ね 65 歳以上のひとり暮らしまたは高齢者世帯で、身体虚弱等の方を対象に、家事

援助や屋外の作業を石岡地方広域シルバー人材センターへ委託しその一部を助成しま

す。 

 

＜サービス提供計画／実績＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画 実績 増減 計画 実績 増減 計画 実績 増減 

実利用者数（人） 210 190 △20 210 200 △10 210 200 △10 

延べサービス 

提供量（時間） 
2,500 2,569 69 2,500 2,624 124 2,500 2,560 60 

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供計画＞ 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数（人） 210 215 220 

延べサービス 

提供量（時間） 
2,500 2,550 2,600 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

今後、ひとり暮らしや高齢者世帯の増加が見込まれることから、引き続き事業を推進

していきます。 
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（２）さわやか出前理美容サービス事業 

概ね 65 歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯で、自力で理美容店を利用

することが困難な方に対して、理美容業者の協力を得て自宅を訪問して理美容サービ

スを行います。 

 

＜サービス提供計画／実績＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画 実績 増減 計画 実績 増減 計画 実績 増減 

実利用者数（人） 10 6 △4 11 10 △1 12 11 △1 

延べサービス 

提供数（回） 
35 24 △11 40 29 △11 45 35 △10 

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供計画＞ 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数（人） 12 13 14 

延べサービス 

提供数（回） 
45 50 55 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

高齢者の健康で衛生的な生活を支援するため、引き続き事業を実施するとともに、事

業利用の促進に向けて事業の周知に努めます。 

 

 

（３）高齢者日常生活用具給付事業 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者等に対して、電磁調理器・消火器・家庭用火災報知

器等の給付を行い、高齢者の日常生活の便宜を図ります。 

 

＜サービス提供計画／実績＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画 実績 増減 計画 実績 増減 計画 実績 増減 

実利用者数（人） 5 1 △4 5 1 △4 5 1 △4 

延べサービス 

提供数（回） 
5 1 △4 5 1 △4 5 1 △4 

※令和２年度は見込量 
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＜サービス提供計画＞ 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数（人） 5 5 5 

延べサービス 

提供数（回） 
5 5 5 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

今後、ひとり暮らしの高齢者の増加が見込まれることから、高齢者が安心して地域で

の生活を送れるように事業を推進していきます。 

 

 

（４）在宅福祉サービスセンター事業 

日常生活において支援を必要とする概ね 65 歳以上の方へ有償ボランティア（協力

会員）を派遣し、家事援助等のサービスを提供することで、家族の身体的、精神的負担

の軽減を図ります。 

 

＜サービス提供計画／実績＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画 実績 増減 計画 実績 増減 計画 実績 増減 

実利用者数（人） 120 84 △36 120 89 △31 120 100 △20 

延べサービス 

提供件数（件） 
1,200 894 △306 1,200 1,074 △126 1,200 750 △450 

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供計画＞ 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数（人） 120 120 120 

延べサービス 

提供件数（件） 
1,200 1,200 1,200 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

今後、要援護者の増加が見込まれることから、サービスの利用状況を踏まえながら事

業を推進していきます。 

 

  



第２部 各 論 

68 

（５）ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業 

概ね 65 歳以上のひとり暮らしの方を対象に、引きこもりや孤独感の解消を目的と

した会食を生活圏域ごとに開催し、健康の保持と生きがいづくりの支援を図ります。 

 

＜サービス提供計画／実績＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画 実績 増減 計画 実績 増減 計画 実績 増減 

延べ利用者数

（人） 
1,320 1,249 △71 1,320 1,126 △194 1,320 760 △560 

実施回数 

（回／年） 
24 24 0 24 21 △3 24 27 3 

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供計画＞ 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用者数

（人） 
1,320 1,320 1,320 

実施回数 

（回／年） 
24 24 24 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

今後ひとり暮らしの高齢者の増加が見込まれることから、他の高齢者福祉サービス

事業や介護予防サービス等との連携を図り事業を推進していきます。 

 

 

（６）ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業 

70 歳以上の高齢者で閉じこもり傾向にある方や孤立している方、65 歳以上の方で

身体虚弱で安否確認が必要な方に乳製品を配付し、安否確認と健康保持及び孤独感の

解消を図ります。 

 

＜サービス提供計画／実績＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画 実績 増減 計画 実績 増減 計画 実績 増減 

実利用者数（人） 300 385 85 300 246 △54 300 200 △100 

延べ配布本数 

（本） 
109,500 117,644 8,144 109,500 80,921 

△

28,579 
109,500 50,000 

△

59,500 

※令和２年度は見込量 
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＜サービス提供計画＞ 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数（人） 200 210 220 

延べ配布本数 

（本） 
73,000 76,600 80,300 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

今後ひとり暮らしの高齢者の増加が見込まれることから、他の高齢者福祉サービス

事業との連携を図り事業を推進していきます。 

 

 

（７）配食サービス事業 

概ね 65 歳以上のひとり暮らしまたは高齢者世帯で、身体虚弱等により調理等が困

難な方へ栄養バランスの取れた食事を定期的に自宅へ届けることにより、高齢者の健

康管理を行うとともに見守りを兼ねて実施します。 

 

＜サービス提供計画／実績＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画 実績 増減 計画 実績 増減 計画 実績 増減 

実利用者数（人） 160 145 △15 170 154 △16 180 150 △30 

延べサービス 

提供量（食） 
17,300 13,108 △4,192 18,400 13,543 △4,857 19,500 14,500 △5,000 

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供計画＞ 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数（人） 150 155 160 

延べサービス 

提供量（食） 
15,000 15,500 16,000 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

今後ひとり暮らしの高齢者の増加が見込まれることから、他の高齢者福祉サービス

事業や介護予防サービス等との連携を図り事業を推進していきます。 
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第４節 認知症施策の推進 

今後、急速な高齢化とともに認知症高齢者も増加し、令和７年（2025 年）には 700

万人を超え、65歳以上の５人に１人が認知症となることが予測されています。厚生労

働省においては、平成 26 年度に「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさし

い地域作りに向けて～（新オレンジプラン）」を策定し、認知症施策を推進してきまし

たが、さらに強力に施策を推進していくため、令和元年６月に認知症施策推進大綱がと

りまとめられました。認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指

し、認知症高齢者やその家族の意見も踏まえて、「共生」と「予防」の施策を推進する

ことが重要とされています。認知症施策推進大綱において、「共生」とは、認知症の人

が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ

社会でともに生きる、という意味であり、「予防」とは、「認知症にならない」という意

味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」と

いう意味で使われています。 

本市においては、認知症初期集中支援チームの設置や認知症ケアパスの作成、認知症

カフェの開設、認知症地域支援推進員の活動、認知症サポーターの養成などの取組みを

行ってきました。 

第８期計画においては、これらの取組についてさらなる充実を図り、認知症と共生す

る社会の実現に向けた取組を推進します。 

 

１．支援体制の促進 

認知症は、周囲の適切なサポートがない場合、発症から受診まで時間がかかり、重症

化してから医療につながる方も少なくありません。早期に受診につながることで適切

な診断や治療を受け、周囲が正しい対応方法を知ることで進行を緩やかにすることが

でき、早期診断、早期対応が受けられる相談体制の確保が重要になります。 

また、医療従事者の認知症対応力向上のための取組を推進するとともに、診断後の認

知症高齢者やその家族に対する精神的支援や日常生活全般に関する支援等を推進する

必要があります。 

第８期計画では、認知症初期集中支援チームの運営・活用の推進を図るほか、認知症

地域支援推進員の活動を推進します。 
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（１）認知症初期集中支援チームの運営・活用の推進 

本市では、平成 30 年度に認知症サポート医＊や認知症の専門知識を有する保健師等

の専門職で構成される「認知症初期集中支援チーム」を設置しました。 

認知症初期集中支援チームは、本人、家族において集中的な支援が必要だと思われる

方に対して、訪問・観察・評価、認知症に関する正しい情報の提供等により、心理的サ

ポートや助言等を行うとともに、チームのさらなる質の向上を図り、適切な医療・介護

サービス等に速やかにつなぐ取組を強化します。また、認知症の高齢者だけではなく、

若年性認知症の方も支援の対象としています。 

 

＜認知症初期集中支援の流れ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談者（本人・家族など） 

地域包括支援センター 

主治医 民生委員等 ケアマネジャー 相談 

認知症初期集中支援チーム 

チーム員会議（支援終了の決定） 

情報収集 

担当包括（ケアマネジャー）への引継ぎ 

初回訪問 

チーム員と包括職員（２名以上）で訪問、アセスメント＊ 

チーム員会議（初回訪問後） 

チーム員及び必要に応じて対象者の情報を持つ者が出席 

支援方針の検討（対象者とするかの判断、支援内容、支援頻度等） 

 

初期集中支援の実施（最長６か月） 

医療機関への受療支援、家族（介護者）への支援、生活環境の改善、介護

サービスの利用等の勧奨、認知症の状態に応じた助言、身体を整えるケア、

チームでの訪問活動及び関係機関との連携、適宜チーム員会議開催 

 

モニタリング＊ 

・認知症疾患 

医療センター＊ 

・認知症 

サポート医 

・主治医 

・もの忘れ相談医＊ 

・医療機関 

・包括職員 

・ケアマネジャー 

・介護事業者 

・行政職員 

等 

連携 
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（２）認知症地域支援推進員の活動の推進 

本市では、平成 28 年度から地域の中で認知症の方の支援を行う医療機関や介護サ

ービス事業所等とのネットワークの構築・連携支援と、認知症の人やその家族の支援ネ

ットワークの構築を行う「認知症地域支援推進員」を配置しています。 

地域包括支援センターを中心に構築してきた医療と介護のネットワークとも緊密に

連携し、認知症の早期診断・早期対応に向けたネットワークの充実を図ります。今後、

認知症に係る情報提供を継続的に行いながら、認知症地域支援推進員の活動を推進し、

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域づくりを推進します。 

 

＜認知症地域支援推進員の主な役割＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆医療・介護等の支援ネットワーク構築 

〇認知症の人が認知症の容態に応じて必要な医療や介護等のサービスを受けら

れるよう関係機関との連携体制の構築 

〇認知症ケアパス（状態に応じた適切な医療や介護サービス等の提供の流れを

表にしたもの）の作成・普及・随時見直し 等 

◆認知症対応力向上のための支援 

〇認知症の専門医療機関の専門医等による、病院・施設等における処遇困難事

例の検討及び個別支援 

〇介護保険施設等の相談員による、在宅で生活する認知症の人や家族に対する

効果的な介護方法などの専門的な相談支援 

〇「認知症カフェ」等の開設 

〇認知症ライフサポート研修＊など、認知症多職種協働研修＊の実施 等 

◆相談支援・支援体制構築 

〇認知症の人や家族等への相談支援 

〇「認知症初期集中支援チーム」との連携等による、必要なサービスが認知症

の方や家族に提供されるための調整 

認知症地域支援推進員 

＜主な役割＞ 
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２．認知症への理解を深めるための取組 

認知症になってもできる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるためには、

本人、家族はもちろん、地域全体で認知症への理解を深め、地域で見守り支え合い、認

知症の有無にかかわらず同じ社会の一員として共生できる地域づくりが重要です。 

第８期計画では、認知症に関する正しい知識や理解の普及・啓発を進めるとともに、

認知症カフェの活用等で認知症高齢者の介護者への支援及び地域交流の促進を図る取

組みを行います。 

 

（１）認知症高齢者の介護者への支援と地域交流の促進 

本市では、認知症高齢者や認知症高齢者を介護している家族、地域の人、医療職・介

護職など（認知症に関する相談対応ができる専門職）が交流し、情報交換やお互いを理

解し合う通いの場として、「認知症カフェ」を市内２か所に開設しています。 

第８期計画では、認知症カフェの充実を図り、住民により身近な集いの場、情報提供

の場、認知症高齢者の重症化の早期発見や介護者の相談の場としても活用されるよう

運営していきます。また、ボランティアの活用について検討し、地域の人との交流を通

じて、地域で認知症高齢者を見守る体制づくりを推進していきます。 

 

（２）認知症サポーターの養成と活動の支援 

厚生労働省では、「認知症を知り地域をつくるキャンペーン」の一環として、「認知症

サポーターキャラバン＊」事業を実施し、認知症サポーターの養成を進めています。 

認知症サポーターは、キャラバン・メイト＊が実施するサポーター養成講座において、

認知症に対する正しい知識について学び、地域の中で認知症の方の理解者となり、見守

りを行います。全国での認知症サポーター養成講座受講者数は、令和２年６月末日現在

で 1,260 万人を超え、本市においても、令和２年３月末日までに 2,130 人が養成講

座を受講しました。 

引き続き、認知症サポーターの養成に取り組むとともに、認知症サポーターが様々な

活動に参加できるようフォローアップを図り、地域ぐるみで認知症高齢者への支援を推

進します。 

 

◆認知症サポーター養成講座の開催 

＜実績＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

開催回数（回） 5 3 3 

養成者数（人） 120 51 50 

※令和２年度は見込量  
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＜計画＞ 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開催回数（回） 5 5 5 

養成者数（人） 75 75 75 

 

 

（３）チームオレンジ・チームオレンジコーディネーターの活用 

地域で暮らす認知症の人や家族の困りごと、生活支援ニーズ等と認知症サポーター

を中心とした支援者を結びつけるための「チームオレンジ」の取り組みの整備を目指し、

準備を行います。 

 

（４）若年性認知症の方に対する支援 

若年性認知症に対する理解の不足等により医療機関を受診することが遅れる傾向が

あることから、医療機関や市、地域包括支援センターにおいて若年性認知症支援ガイド

ブック＊の配布等による情報提供を行い、若年性認知症の理解を促進します。 

 

 

３．認知症の方及び家族に対する支援 

認知症により、徘徊等のおそれのある在宅高齢者が行方不明となった場合に、早期発

見及び事故を未然に防ぐ環境を整備するための手段の一部として、引き続き茨城県内

統一で身元確認を行うための標示物「おかえりマーク」について関係機関へ周知し、活

用の推進を図ります。 
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第５節 在宅医療・介護連携の推進 

高齢者の増加が見込まれる中、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み

慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域における医療・介護の関係者が連携して、包

括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要となっていきます。 

地域支援事業に位置付けられた、在宅医療・介護連携推進事業は、以下の①から⑧の

8 項目について、市が医師会等の関係団体と連携しながら取り組むこととされていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．在宅医療・介護の資源の把握及び情報提供の充実 

市内の医療・介護に関する資源を把握し、各種情報を地図などにまとめた「おみたま

『医療』と『介護』の便利マップ」を作成し、市民や関係機関に情報提供を図ってきま

した。 

今後、関係機関と連携を図りながら、在宅医療に関する講演会の開催、パンフレット

及びホームページ等を活用し、在宅での療養に関する情報提供を計画的に進めます。 

 

２．在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議 

庁内関係各課の連携及び情報共有を推進するとともに、医療・介護の関係者間での協

議・検討の場を設け、在宅医療・介護連携の推進に向けた課題の抽出、対応の協議を行

います。 

 

  

＜在宅医療・介護連携推進事業の８つの取組項目＞ 

① 地域の医療・介護の資源の把握 

② 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

③ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築 

④ 在宅医療・介護関係者の情報の共有支援 

⑤ 在宅医療・介護関係者に関する相談支援 

⑥ 地域住民への普及啓発 

⑦ 関係市区町村の連携 

⑧ 医療・介護関係者の研修 
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３．切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築 

地域包括ケア会議を活用し、在宅医療・介護連携の課題の抽出、対応策の検討を行っ

てきました。引き続き、意見交換会の開催等で顔の見える関係性の構築を図り、医療関

係者と介護関係者が円滑に連携できるように検討していきます。また、地域の医療・介

護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サービスの提供体制の構築を推進していきます。 

 

４．在宅医療・介護関係者の情報共有の推進 

地域包括ケア会議等の場や「おみたま『医療』と『介護』の便利マップ」を活用し、

関係者間の情報共有を図ります。 

 

５．在宅医療・介護関係者の相談窓口の設置 

在宅医療・介護関係者の相談窓口を地域包括支援センター（直営）に開設し、運営し

ています。引き続き、窓口や電話、ＦＡＸなどによる相談体制を継続し、医療・介護関

係者からの相談の受付や支援を行います。 

 

６．地域住民への普及啓発 

地域住民等に対する講演会やシンポジウムの開催や「おみたま『医療』と『介護』の

便利マップ」及びホームページ等を活用し、地域住民の理解を図ります。 

 

７．関係市町村の連携 

第８期計画以降、茨城県が主体となり、切れ目のない連携体制の構築に向けて検討し

ていきます。 

 

８．医療・介護関係者の研修 

多職種研修会を開催し、在宅医療・介護連携や包括的・継続的ケアマネジメント支援

等への理解を深めてきました。引き続き、多職種研修会等を通じて、多職種間の連携及

びスキルアップを図ります。 
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第６節 安心・安全なまちづくりの促進 

今後、後期高齢者の増加が予測されることから、介護を必要とする高齢者や認知症高

齢者の増加も見込まれる中、自宅での生活が困難となった場合であっても適切な介護

が提供されるように、施設サービスの充実を図ります。また、多様な住まいの確保を図

るため、有料老人ホームや、サービス付き高齢者向け住宅について、高齢者のニーズに

合った整備となるよう、県との連携・情報共有に努めていきます。 

高齢者は、加齢に伴う身体機能の低下や要介護状態のため、災害が発生した際、避難

が困難である場合があります。近年の自然災害の発生状況を踏まえると、災害時の避難

体制のさらなる強化を図っていく必要があります。また、新型コロナウイルス等の感染

症に対する備えとして、感染拡大防止策や感染症発生時における対応など、日頃から県

や関係機関等との連携を図り支援体制を構築していくことが重要となります。 

急速な高齢化により、ライフスタイルも多様化し、社会参加への意識も高まりを見せ

ている中で、高齢者が地域の中で安心して生活を送るためには、バリアフリーやユニバ

ーサルデザインの視点に基づいた建物や道路、施設の整備が求められています。 

高齢者が安心して生活を送れるよう、住みよいまちづくりの視点で環境整備や支援

を行います。 

 

１．安心して暮らせる住まいの確保 

 

（１）居住安定に係る施策との連携 

高齢者の日常生活の支援や保健・医療・介護などサービス提供の前提となる住まいに

関しては、住宅関係の部局等との連携を図り、各種情報提供を進め、地域におけるニー

ズに応じて適切に供給される環境を確保します。 

 

（２）施設サービスの充実 

 

 養護老人ホーム  

家庭状況や経済的な理由により、自宅での生活が困難な低所得の 65 歳以上の高齢

者を対象に、自立支援を行うための施設です。 

今後ひとり暮らしや高齢者世帯の増加が見込まれることから、養護老人ホームの事

業者等との連携を図ります。 

なお、本市には養護老人ホームの設置がないため、利用を必要とする場合には他市町

村との連携を図ります。 
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 ケアハウス（軽費老人ホーム）  

60 歳以上で、身体機能の低下等で在宅の生活に不安があり、家族の援助を受けられ

ない方が入所する施設です。 

今後ひとり暮らしや高齢者世帯の増加が見込まれることから、軽費老人ホームの事

業者等との連携を図ります。 

なお、本市には１か所設置しており、定員は 50 人となっています。 

 

 有料老人ホーム  

高齢者が安心して快適な生活を送ることが出来るように、概ね 60 歳以上で、共同生

活が可能な方が入所できる施設です。なお本市にある有料老人ホームは、介護付です。 

今後ひとり暮らしや高齢者世帯の増加が見込まれることから、有料老人ホームの事

業者等との連携を図ります。 

なお、本市には１か所設置しており、定員は 67 人となっています。 

 

 

（３）多様な住まい方の促進 

高齢者独居世帯や高齢者のみの世帯が増加し、高齢者のニーズが介護も含め多様化

する中、地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、地域生活の基盤である住まいの確

保はますます重要となります。 

また、厳しい社会経済情勢等を背景に、住まいを自力で確保することが難しい高齢者

が今後も増加することが予測される中、住まいに困窮する高齢者の居住の安定を確保

するために、平成 29年４月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関

する法律」の一部が改正され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

や住宅確保要配慮者の入居円滑化等が位置づけられました。 

茨城県では平成 30年３月に「茨城県高齢者居住安定確保計画」が策定され、高齢者

が安心して暮らせる住まいづくりなどの取組みが位置付けられています。これらの計

画との連携を図り、高齢者の住まいの確保と多様な住まい方の支援を行います。 
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２．安心・安全な生活環境の整備 

 

（１）緊急通報システム装置の設置事業 

概ね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等に対して緊急通報装置

を設置し、急病の緊急時に消防署への通報体制を整え、高齢者の不安を解消し在宅生活

の支えとします。 

 

＜サービス提供計画／実績＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画 実績 増減 計画 実績 増減 計画 実績 増減 

実利用者数（人） 350 252 △98 360 241 △119 370 251 △119 

※令和２年度は見込量 
 

＜サービス提供計画＞ 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数（人） 266 271 286 

 

 

（２）防犯・防災・緊急時対策の推進 

地域防犯体制の強化や住民の防犯意識の向上に努め、住民と関係機関が一体となっ

た防犯体制を確立するとともに、防災に関する広報活動や防災訓練等により、住民の防

災意識の普及・啓蒙を図ります。さらに、緊急時の安全確保策として、ソフトとハード

の両面からの支援を整備・検討していきます。 

また、ボランティアや消防署等と連携し、救急時に迅速、かつ適切な対応を図るため

の人的ネットワークの整備も検討します。 

 

（３）バリアフリーのまちづくり 

茨城県の「ひとにやさしいまちづくり条例」に基づき、高齢者が住み慣れた地域でい

きいきとした生活ができるよう、スロープ・手すりの設置などによる段差の解消や、見

やすい案内板の設置・整備など、引き続きバリアフリーのまちづくりを推進します。 
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（４）外出支援サービス事業 

自動車運転免許証を所有していない、または返納された 70 歳以上の高齢者にタク

シー利用助成券を交付し、高齢者の自立した生活を継続できるよう支援するとともに、

庁内関係部署との連携を強化しながら、安心・安全な生活環境の整備についても検討し

ていきます。 

 

＜サービス提供計画／実績＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画 実績 増減 計画 実績 増減 計画 実績 増減 

実利用者数（人） 1,000 1,039 39 1,010 1,150 140 1,020 1,100 80 

延べサービス 

提供数（枚） 
24,000 14,211 △9,789 24,240 14,516 △9,724 24,480 15,840 △8,640 

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供計画＞ 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実利用者数（人） 1,200 1,250 1,300 

延べサービス 

提供数（枚） 
26,400 30,000 31,200 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

今後要援護者の増加が見込まれることから、他の移動支援事業との連携を図り事業

を推進していきます。 
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基本目標３ 支えあえる地域づくりの推進 

本市は３つの日常生活圏域により人口、高齢化率に違いがあるほか、圏域により公共

交通機関や生活環境に差があり、外出状況、移動手段などにも異なる傾向がみられます。 

様々な会議等で議論されるケース支援において課題とされることも、交通の便や住

民主体の通いの場、担い手不足に関することなど、それぞれの地域により抱える課題が

多様化してきています。それらの地域課題の多くは、公的サービスや介護保険サービス

だけで解決できるものではなく、様々な関係者や地域住民が一体となって取り組むこ

とが必要になってきています。 

地域の課題や現状を踏まえた体制づくりのため、平成 27 年度より市町村が実施す

る事業として生活支援体制整備事業が位置づけられました。 

生活支援体制整備事業では、「地域課題・地域資源の把握」「解決策の検討」を行う場

としての協議の場（協議体）の設置や生活支援コーディネーターの配置を行うこととさ

れています。 

介護予防・日常生活支援総合事業の推進にあたり、地域における多様な主体による生

活支援体制を整備するため、「地域の課題や資源の把握」から「解決策の検討」までを

行うことができる体制や仕組みを構築するとともに、その解決策を実行するための取

組みとして、地域資源の開発や担い手の養成、主体間の情報共有並びに連携ネットワー

クの強化などの一体的な取組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜施策の方向＞ 
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第１節 地域の課題把握・解決策の検討 

地域の課題が多様化していく中で、多様な主体により生活支援・介護予防サービスが

提供されることが期待されます。生活支援・介護予防サービスの充実のためには、地域

のニーズや地域資源、地域の抱える課題の把握を行うことが必要なことから、様々な組

織等を活用し、地域の課題把握、解決策の検討を行います。 

 

１．地域包括ケア会議の推進 

地域包括ケア会議は、多職種が協働して個別ケースの事例検討を行う会議です。地域

の支援者を含めた多職種による専門的視点を交えて、適切なサービスにつながってい

ない高齢者の支援や地域で活動するケアマネジャーの自立支援に資するケアマネジメ

ントを支援するとともに、個別ケースの課題分析を通じて地域課題を発見し、地域に必

要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につ

なげることを目指します。 

 

２．協議体 

厚生労働省の介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインでは、「市町村が主体と

なり、各地域におけるコーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、

定期的な情報共有及び連携強化の場として、中核となるネットワークを『協議体』とす

る。」とされています。 

自分たちの生活する地域の目指すべき姿を具体化し、その実現に向け、いわゆる専門

家だけでなく、住民一人ひとりの視点から足りないサービスの創出や既存のネットワ

ークの活用を活性化していく取り組みです。 

本市では、平成 29 年度より社会福祉協議会と連携のもと、第二層協議体を３か所立

ち上げ、平成 30 年度には第一層協議体を立ち上げました。本市では、「いい輪ネット」

を協議体の愛称としています。協議体の運営により、住民が主体となり、地域の情報を

共有し、地域の課題を自ら解決しようという動きが進んでおり、３世代交流につながる

機会の創出や新たなサロンの誕生など、地域住民同士の輪が広がっています。 

地域での助け合い活動を広げていくことは、地域包括ケアシステムの深化・推進には

絶対的に必要不可欠なものであることから、協議体を活用した地域づくりを推進しま

す。 
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３．生活支援コーディネーター 

厚生労働省の介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインでは、「高齢者の生活支

援等サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援等サ

ービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネットワーク

構築の機能）を果たす者を『生活支援コーディネーター』とする。」とされています。 

本市では、地域福祉の大事な役割を担う社会福祉協議会へ「生活支援コーディネータ

ー（地域支え合い推進員）」を配置し、協議体と連携しながら生活支援サービスの充実

に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やその

ネットワーク化などを進めています。 

サービス提供主体の情報共有、連携・協働の強化を図るとともに、地域の支え合い体

制の整備に向けたコーディネート機能を果たすため、生活支援コーディネーターの活

用及び育成を図ります。 
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第２節 ボランティア活動の促進 

高齢化がさらに進展していくことに伴い多様なニーズが生じる一方で、退職後の団

塊の世代を含め、地域の支え合い活動の担い手となることに意欲的な高齢者が増加す

ることも期待されます。 

生活支援コーディネーターは、高齢者が地域の支え合い活動の中心的な存在として、

支え合い活動が展開されるよう、福祉分野のボランティアに関する「情報提供・収集」、

「相談・支援」、「ネットワークづくり」、「育成」、「マッチング」を通じて、ボランティ

ア活動を推進するボランティアセンター等の関係機関と連携しながら、ボランティア

活動への参加意識の高い高齢者に向けた情報提供を行うとともに、地域の支え合い活

動を推進します。 

 

１．福祉員制度の充実 

福祉員は、自治会の区長の推薦により社会福祉協議会の選任を受け、民生委員や社会

福祉協議会との連携を図りながら、安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進します。

今後も、地域の支え合い活動を通じた地域づくりのため、福祉員の確保及び育成を図り

ながら、福祉員制度の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ボランティア等の育成・支援 

高齢者の方々が自立した生活を送るには、各種サービスのほかに、地域での支え合い

が重要です。 

その担い手となるシルバーリハビリ体操指導士や介護予防教室ボランティア、福祉

団体との連携の強化やコミュニティ活動体制の充実を図り、主体的で活力ある活動を

推進するとともに、地域の代表者と連携しながらコミュニティ活動の中心となる、リー

ダーやボランティアの育成・確保に努めます。 

 

  

＜福祉員の役割＞ 

ア 住民の中で孤立する方がいないよう、見守りや目配り、気配りをすること 

イ 遠慮から社会福祉協議会まで届いてこない小さな声を拾ってつなげること 

ウ 福祉サービスの存在を知らなくて利用できない方がないよう口コミの啓発に

努めること 

エ 住民からの相談やサービス提供の必要がある方がいた場合、すぐに民生委員

か社会福祉協議会へ連絡すること 
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◆介護予防ボランティア育成講座の開催 

＜サービス提供計画／実績＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画 実績 増減 計画 実績 増減 計画 実績 増減 

開催回数（回） 4 4 0 4 2 △2 4 3 △1 

養成者数（人） 60 20 △40 60 26 △34 60 20 △40 

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供計画＞ 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開催回数（回） 3 3 3 

養成者数（人） 30 30 30 

 

 

３．福祉教育の充実 

子ども達が高齢者や社会福祉について関心を持ち、自ら考え、より良く行動できる力

を養うことを目的に、保育園・幼稚園児と高齢者との交流や、小・中学校の福祉教育の

一層の活性化、総合的な学習の時間での取組みやボランティア体験学習など、福祉教育

の推進を図ります。 

また、地域住民や地域の子ども会と高齢者との交流機会の拡大を推進し、福祉をテー

マとした生涯学習講座の充実を図ります。 
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第３節 高齢者の権利擁護の推進 

高齢者が地域で安心して生活するためには、認知症などにより判断能力の低下した

高齢者が、本人の意思によらない契約や詐欺犯罪等の被害に遭わないような権利擁護

の仕組みが重要となります。 

 

１．権利擁護による日常生活の支援 

 

（１）成年後見制度の普及啓発及び利用促進 

成年後見制度は、民法に基づく制度として平成 12 年４月１日に施行されました。施

行から 20 年以上が経過しているなか、制度利用の促進が図られない理由としては、手

続きの煩雑さや費用負担の問題など、制度上の課題が要因と考えられます。 

今後、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者等の増加が予想されることから、制度内容

や手続の方法、費用負担等について、地域包括支援センターや社会福祉協議会等の関係

機関と連携し、市ホームページやパンフレット等を活用して普及啓発を推進していく

とともに、成年後見制度の利用を希望する方に対して、的確に相談・支援できる体制を

整備します。 

また、平成 29年３月には成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定され、保健・医

療・福祉の連携だけでなく、新たに専門職等も含めた連携の仕組み（権利擁護支援の地

域連携ネットワーク）の構築が求められています。本市の福祉部門における計画である

小美玉市地域福祉計画や小美玉市障がい者計画など、成年後見制度の利用促進に関連

する他計画との整合を図りながら、パンフレット等を活用した普及・啓発の推進、地域

連携ネットワークの構築、利用希望者に対して的確に対応できる相談窓口の設置など、

県央地域定住自立圏構想に基づく「県央地域成年後見支援事業」を活用し、成年後見制

度の利用促進に係る取組を強化します。 

なお、中核機関の設置については広域中核機関（水戸市及び水戸市社会福祉協議会）

が中心となり、県央地域9市町村の中核機関と連携することにより、整備していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜成年後見制度＞ 

認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が十分でない方が、財産侵

害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることのないように、本人の権

利を守る支援者（成年後見人等）を選ぶことで、法律面や生活面で支援する制度で

す。成年後見制度には、判断能力が不十分になる前にあらかじめ契約することによ

って将来に備える任意後見制度と判断能力が不十分になってから利用する法定後

見制度があります。また、制度を利用する必要のある高齢者で、身寄りがないなど

親族等による申立てができない場合は、市長が家庭裁判所に申立てすることがで

きます。 
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（２）成年後見制度利用支援事業 

高齢者人口の増加により、認知症や身寄りのない高齢者も増えており、成年後見制度

の必要性が高まっています。これにより、市長申し立てを必要とする件数も増加してい

ます。成年後見制度の利用が必要な低所得高齢者への助成を行いながら、高齢者が地域

で安心して自立した生活が送れるよう支援します。 

また今後も、障害福祉担当部署と連携しながら助成制度の要綱改正等に対応してい

きます。 
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第４節 高齢者虐待の防止 

高齢者に対する虐待については、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律が施行された平成 18 年度以降、増加傾向にあります。平成 30 年度の高

齢者虐待の対応状況等に関する調査によると、養護者（介護者）による虐待は 17,249

件であり、前年比で 1.0％増加しています。しかし、これは発見された虐待の件数であ

り、在宅での介護が増える中、発見されていない虐待も多く存在していると考えられま

す。虐待は早期発見・早期対応だけでなく、未然に防止することも重要です。 

高齢者が住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けるため、虐待防止の普及啓発

に努めるとともに、未然防止、早期発見・早期対応に向けた取組みを推進します。 

 

１．虐待防止に向けた取組 

 

（１）虐待防止の普及啓発 

虐待は特定の個人や家族だけの問題ではなく、社会全体の問題として取り組む必要

があり、専門職等の関係機関のみならず、虐待のない地域づくりのためには地域住民の

役割も重要となることから、虐待防止の普及啓発に努めます。 

 

（２）早期発見・早期対応の体制強化 

地域包括支援センターや介護サービス事業所等の関係機関と連携し、地域のネット

ワークの強化、適切な介護支援や相談しやすい体制づくりによる虐待の未然防止や早

期発見につなげ、高齢者虐待の対応体制の強化を図ります。高齢者虐待が社会全体の問

題として認識されるよう、パンフレットや広報紙、市ホームページなどを活用し、高齢

者虐待や通報義務などに関する知識の普及啓発に努めます。 

 

（３）高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の設置 

高齢者虐待の防止に向けて、関係機関の連携強化を図るとともに早期発見や未然防

止対策等の協議を行い、住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保に資す

る事を目的として、小美玉市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会を設置していま

す。 

この委員会では、高齢者虐待に係る「早期発見及び地域支援に関すること」「相談体

制の整備・充実に関すること」「関係機関との情報交換及び連携の強化に関すること」

「高齢者虐待防止対策に関すること」等について、高齢者の虐待防止も含めた権利擁護

業務を主要な業務の一つに位置づけている地域包括支援センターや関係機関・団体等

と連携協力し、虐待のおそれのある高齢者や養護者・家族に対する多面的な支援につい

て検討していきます。  
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第５節 介護者への支援 

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合うことで、介護者の負担を軽減す

ることが大きな目的の一つとなっています。 

また、平成 28 年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では「介護離

職ゼロ」に向けた取組みとして、介護の環境整備、介護負担の軽減等により、家族が介

護のために離職せざるを得ない状況を防ぎ、働き続けられる社会の実現を目指してい

ます。 

こうした状況も踏まえ、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるための取組みの一環

として、介護者の負担軽減のための取組みを推進します。 

 

１．介護者支援のための取組 

 

（１）家族介護者交流事業 

介護している家族等を対象に介護技術の習得や介護者のリフレッシュ事業を開催し

ます。 

 

（２）家族介護用品支給事業 

在宅で要介護１～３の認定を受けている方を介護している家族に対し紙おむつ等の

購入費用の一部を助成し、身体的、精神的、経済的負担の軽減を行います。 

 

（３）家族介護慰労事業 

在宅の寝たきり高齢者を介護している家族の慰労として金品を贈呈し、介護者の苦

労に報いることにより高齢者福祉の増進を図ります。 
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基本目標４ 適切な介護サービスの提供と質の向上 

介護保険制度は、加齢に伴って支援や介護を要する状態となった方へ保険給付によ

るサービスを提供するとともに、地域支援事業により、高齢者の介護予防を促し、また、

総合相談支援や地域の実情に応じたサービスを実施・提供することで、高齢者の地域に

おける自立した日常生活を支える制度です。 

平均寿命が延びる中、加齢に伴って要介護状態となるリスクは誰もが抱えるもので

あり、自らの介護リスクに対する保険として、40 歳以上の方が介護保険制度に加入し、

介護保険料を負担しています。 

高齢者の自立した日常生活を支えていくためには、幅広い保険給付サービスと地域

支援事業により様々な支援を提供する介護保険制度を適正かつ安定的に運営すること

が不可欠であり、また、こうしたサービスの提供に伴う介護保険料を決定するためには、

本計画において適正なサービス量を見込む必要があります。 
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第１節 介護保険制度に関する情報提供の充実 

１．介護保険制度に関する情報提供 

介護保険制度を円滑に運営し信頼を高めていくためには、広く市民に周知・啓発を図

り、制度への理解を深めていただくことが重要です。 

また、「団塊の世代」が 75歳に達する令和７年（2025年）には、高齢者の年齢構成

が変化し後期高齢者の人口割合が増加し、また「団塊ジュニア世代」が 65 歳に達する

令和 22年（2040年）には高齢者人口がピークを迎えることから、第１号被保険者等

への介護保険制度の趣旨（保険料や利用料、介護サービス等）や平成 29 年度より開始

した総合事業の内容などについて、わかりやすく十分な周知を図る必要があります。 

広報紙やパンフレット等を活用して、市民が介護保険制度や介護サービスの利用の

方法等について理解を深めることができるように取り組んでいきます。 

また、市民の利用できる事業・サービスは健康状態や目的によって多岐にわたってお

り、自分がどのようなサービスを利用すべきなのかがわかりにくい部分もあります。 

そこで、保健・介護や高齢者福祉のほか、地域福祉、生活保護、障がい者福祉、児童

福祉など保健福祉全般に関して、総合的に相談に応じ、充実を図ります。 

円滑な相談体制を構築するために、職務全般に通ずる職員の養成や必要な情報を共

有できるよう努めます。 

 

２．各種相談・苦情等への対応 

要介護認定、サービス内容に関する苦情については、被保険者の利便性という観点か

ら、市民の身近な行政機関である市役所や地域包括支援センターにおいて、個人情報保

護に十分配慮しながら、迅速かつ適切に対応できる体制を整備していきます。 

要介護認定に関する苦情については、介護認定調査員等と連絡調整し、適切な対応に

努めていきます。 

また、サービス利用に関する苦情については、居宅介護支援事業者、介護サービス事

業者に対しても自主的な苦情処理に取り組むよう要請していきます。 

 

３．県等と連携した相談・苦情等への対応 

介護保険料や要介護認定等に関する不服申立は茨城県介護保険審査会、介護保険制

度に係るサービス内容や事業者・施設等に関する利用者からの苦情・相談については、

茨城県国民健康保険団体連合会と連携をとりながら、適切な対応に努めます。 

また、窓口に寄せられた苦情・相談等で、対応が困難な事例についても、上記の各機

関と連携してその対応に努めます。 
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第２節 介護サービスの質の向上 

１．介護サービス情報の公表 

介護保険制度は、利用者が介護サービスや事業者を適切に選択し、事業者と契約を結

ぶことから、利用者本位にサービスが提供されるためには、介護保険制度や地域支援事

業の仕組み、利用できるサービスの種類・内容・利用方法・相談窓口などの正確な情報

を適切かつ効率的に提供する必要があります。 

すべての介護サービス事業者には、サービス内容や運営状況、職員体制、施設設備、

利用料金、サービス提供時間などに関する情報の開示・公表が義務付けられています

（都道府県は、事業者からのサービス情報を年１回程度インターネット等で公表しま

す）。 

サービス情報のうち確認が必要なものについては、都道府県が調査を行い、報告内容

を確認した上で公表することになります。 

事業所の情報を公平に公表することで、利用者の比較検討による適切な事業所の選

択を支援するとともに、事業所においては、利用者から適切な事業所が選ばれることに

よって、介護サービスの質の向上が期待できます。 

本市においても、こうした介護サービス情報を積極的に活用していくとともに、市民

に最も近い窓口として、市民が介護や支援を必要とするときに、自らの選択により適切

なサービスを利用できるよう、市役所の相談窓口、地域包括支援センター等を通じて、

市民にわかりやすい情報を提供していきます。 

 

２．サービスの質の向上 

介護サービス事業所が年々増加している中で、事業所の運営やサービス提供の状況

把握に一層努めるとともに、苦情相談対応の充実や事故防止に向けた適切な助言を行

うことで、事業者のサービスの質の向上を支援します。 

さらに、事業所向けの研修を実施し、ケアプラン＊作成の参考となる資料など、介護

保険制度に関する様々な情報を事業者に提供・周知し、介護保険の適正な運営を推進し

ます。 
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第３節 介護保険事業費の推計 

介護（予防）サービス事業量の見込みは、次のような推計手順により、市の高齢者人

口や要支援・要介護認定者数を推計し、第７期計画期間中におけるサービスの利用実績

や、今後３年間に施設・居住系サービスが整備される見込み等を勘案して推計しました。 

 

＜介護保険事業費の推計手順＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口推計（65 歳以上、40～64 歳） 

要支援・要介護認定者数の推計 

施設・居住系サービス利用者数の推計 

（◆施設・居住系サービス量の推計） 

在宅サービス利用者数の推計 

１人１月 

あたり給付費 

サービス給付費 

◆在宅サービス量の推計 

各在宅サービス 

利用者数の推計 

各在宅サービス 

見込量の推計 

地域支援事業費の推計 

保険料額の算定 
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182 170 140 130 141 143 142 146 150 157 182 
191 187 161 158 164 179 181 187 192 201 243 

433 410 418 440 457 462 477 488 497 522 
661 

413 421 440 478 479 482 500 511 523 548 

722 283 274 303 334 352 358 362 370 379 396 

513 

258 283 301 301 302 300 314 321 327 343 

454 

245 275 286 266 261 239 243 248 253 
265 

342 

2,005 2,020 2,049 2,107 2,156 2,163 2,219 2,271 2,321 
2,432 

3,117 

0

500
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平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人）

第４節 サービス利用者の将来推計 

要支援・要介護認定者数は、令和５年までに平成 30 年と比較して 214人増加する

ものと予測され、令和７年には 2,432 人、令和 22 年には 3,117 人になると予測さ

れます。 

 

単位：人 

 第７期 第８期 中期推計 長期推計 

平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和 22 年 

要支援１ 130 141 143 142 146 150 157 182 

要支援２ 158 164 179 181 187 192 201 243 

要介護１ 440 457 462 477 488 497 522 661 

要介護２ 478 479 482 500 511 523 548 722 

要介護３ 334 352 358 362 370 379 396 513 

要介護４ 301 302 300 314 321 327 343 454 

要介護５ 266 261 239 243 248 253 265 342 

合計 2,107 2,156 2,163 2,219 2,271 2,321 2,432 3,117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年～令和 2 年 介護保険事業状況報告（各年９月末日現在）※令和 2 年のみ 4 月 1 日現在 

推計値は地域包括ケア「見える化」システムより ※現在、推計作業中 

 

  

推計値 実績値 
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第５節 サービス事業量の実績と見込み 

＜介護保険サービスの体系＞ 

給付の種類 サービス類型 サービス名 

１．介護給付＊ 

（１）居宅サービス 

① 訪問介護 
② 訪問入浴介護 
③ 訪問看護 
④ 訪問リハビリテーション 
⑤ 居宅療養管理指導 
⑥ 通所介護 
⑦ 通所リハビリテーション 
⑧ 短期入所生活介護 
⑨ 短期入所療養介護（老健） 
⑩ 短期入所療養介護（病院等） 
⑪ 短期入所療養介護（介護医療院） 
⑫ 福祉用具貸与 
⑬ 特定福祉用具購入費 
⑭ 住宅改修費 
⑮ 特定施設入居者生活介護 

（２）地域密着型サービス 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
② 夜間対応型訪問介護 
③ 地域密着型通所介護 
④ 認知症対応型通所介護 
⑤ 小規模多機能型居宅介護 
⑥ 認知症対応型共同生活介護 
⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護 
⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 

（３）施設サービス 

① 介護老人福祉施設 
② 介護老人保健施設 
③ 介護医療院 
④ 介護療養型医療施設 

（４）居宅介護支援 

２．予防給付＊ 

（１）介護予防サービス 

① 介護予防訪問入浴介護 
② 介護予防訪問看護 
③ 介護予防訪問リハビリテーション 
④ 介護予防居宅療養管理指導 
⑤ 介護予防通所リハビリテーション 
⑥ 介護予防短期入所生活介護 
⑦ 介護予防短期入所療養介護（老健） 
⑧ 介護予防短期入所療養介護（病院等） 
⑨ 介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 
⑩ 介護予防福祉用具貸与 
⑪ 特定介護予防福祉用具購入費 
⑫ 介護予防住宅改修 
⑬ 介護予防特定施設入居者生活介護 

（２）地域密着型介護予防
サービス 

① 介護予防認知症対応型通所介護 
② 介護予防小規模多機能型居宅介護 
③ 介護予防認知症対応型共同生活介護 

（３）介護予防支援 

３．市町村 
特別給付 

（１）紙おむつ等支給サービス 
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１．介護給付 
 

（１）居宅サービス 

 

① 訪問介護 

訪問介護員（ホームヘルパー）や介護福祉士が要介護者等の家庭を訪問して、食事、

入浴、排せつなどの介護や日常生活の手助けを行うことによって、在宅生活を支援しま

す。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 73,001  79,410  78,494  

サービス利用者数（人／月） 166  161  151  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 84,320  86,565  94,411  96,804  

サービス利用者数（人／月） 171  175  185  190  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

高齢者人口の増加に伴い、ひとり暮らしや高齢者世帯が増加傾向にあり、サービスの

利用も増加すると見込まれます。 

訪問介護事業者への支援を行い、訪問介護員のスキルアップ及び提供量の確保を図

っていきます。  
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② 訪問入浴介護 

要介護者等の家庭を入浴車等で訪問し、浴槽を室内に持ち込んで入浴の介護を行い、

利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 12,174  12,031  14,571  

サービス利用者数（人／月） 20  19  23  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 17,640  18,150  19,584  25,118  

サービス利用者数（人／月） 27  28  30  32  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

サービスの特性上、介護度が重度化するほど利用率が高い傾向にありますが、在宅サ

ービス利用者数と施設サービス利用者数のバランスを考慮して、提供量の確保を見込

みました。 

また、医療機関退院後、居宅生活を維持するため、訪問看護サービスとの連携も検討

していきます。 
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③ 訪問看護 

訪問看護ステーションや病院、診療所の看護師等が要介護者の家庭を訪問し、主治医

と連絡をとりながら、療養上の世話や必要な診療の補助を行って、在宅生活を支援しま

す。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 22,334  25,765  27,933  

サービス利用者数（人／月） 40  45  49  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 29,683  31,188  32,139  33,617  

サービス利用者数（人／月） 52  54  56  58  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

在宅生活における医療ケアが今後も増加すると見込まれることから、医療機関など

と調整を図りながら、供給量確保の方策を検討していきます。 
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④ 訪問リハビリテーション 

病院、診療所または介護老人保健施設の理学療法士＊、作業療法士＊が要介護者等の

家庭を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を援助するため、理学療

法、作業療法等の必要なリハビリテーションを行って在宅生活への支援を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 5,960  7,139  8,623  

サービス利用者数（人／月） 15  20  30  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 10,451  10,786  10,817  11,284  

サービス利用者数（人／月） 30  31  31  32  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

病院等からの退院後、利用者の療養状況に応じて、機能訓練等のリハビリが必要な方

にサービスを提供するため、医療との連携が必要となってきます。 

サービスの利用量は極端に増えていませんが、第７期計画期間中の傾向が続くもの

として、医療機関などと調整を図りながら提供量確保の方策を検討していきます。 
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⑤ 居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院困難な要介護者の家庭

を訪問し、心身の状況や環境等を把握して、薬の飲み方、食事などの療養上の管理及び

指導を行うことによって、在宅生活への支援を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 7,199  7,322  6,470  

サービス利用者数（人／月） 64  68  65  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 7,591  8,025  8,135  8,137  

サービス利用者数（人／月） 70  74  75  75  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

重度の要介護者の増加とともに、利用も伸びる傾向があります。在宅での健康管理が

行えるよう供給量の確保を図るとともに、サービスの向上を目指して医療機関との連

携を密にし、居宅サービス計画との調整を行っていくよう、事業者に働きかけます。 
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⑥ 通所介護 

在宅の要介護者等が、デイサービスセンター等に通い、食事や入浴などの介護、生活

等についての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の世話や機能訓練を受けること

によって、自立支援を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 250,752  270,927  257,468  

サービス利用者数（人／月） 265  289  276  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 300,383  308,375  348,697  351,578  

サービス利用者数（人／月） 321  329  350  352  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

他の在宅サービスに比べて利用の多いサービスですが、在宅サービス利用者数と施

設サービス利用者数とのバランスや地域性に配慮しつつ、提供量を確保します。 

また、地域外の事業者については送迎の体制など、サービス提供体制の一層の充実と

通所介護員の資質の向上を図っていきます。 
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⑦ 通所リハビリテーション 

在宅の要介護者等が、介護老人保健施設や病院、診療所等に通い、心身の機能回復を

図り、日常生活の自立を支援するための理学療法、作業療法等の必要なリハビリテーシ

ョンを受けることによって、自立支援を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 240,019  252,413  251,641  

サービス利用者数（人／月） 283  298  300  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 271,036  279,413  288,290  289,834  

サービス利用者数（人／月） 319  328  338  340  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

今後も利用が増えると見込まれることから、地域性に配慮しつつ、市内・市外の医療

機関に事業参入への理解を求めていきます。 
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⑧ 短期入所生活介護 

在宅の要介護者等が、特別養護老人ホーム等に短期入所し、食事、入浴、排せつなど

の介護及び日常生活の世話や機能訓練を受けることによって、在宅生活継続への支援

を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 153,746  161,859  175,573  

サービス利用者数（人／月） 100  102  98  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 168,026  174,708  220,872  241,443  

サービス利用者数（人／月） 103  107  120  124  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績と伸びを踏まえ、今後もサービス量が増加していくことが

見込まれることから、施設等と連携して提供量を確保します。 

また、長期間の滞在者に対しては、短期入所生活介護以外の各居宅サービスの組み合

わせによるサービス選択の可能性を検討するよう、介護支援専門員（ケアマネジャー）

と検討していきます。 
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⑨ 短期入所療養介護（老健） 

在宅の要介護者等が、介護老人保健施設に短期入所し、看護、医学的管理下の介護、

機能訓練等の必要な医療や日常生活の世話を受けることによって、在宅生活継続への

支援を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 37,831  41,885  52,343  

サービス利用者数（人／月） 30  34  37  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 59,620  59,654  60,711  62,772  

サービス利用者数（人／月） 44  44  45  46  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績と伸びを踏まえ、今後もサービス量が増加していくことが

見込まれることから、施設等と連携して提供量を確保します。 

  

0

10

20

30

40

50

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

令和

5年度

令和

7年度

給付費（千円）

人数（人／月）

（千円） （人／月）



基本目標４ 適切な介護サービスの提供と質の向上 

105 

⑩ 短期入所療養介護（病院等） 

在宅の要介護者等が、介護療養型医療施設に短期入所し、看護、医学的管理下の介護、

機能訓練等の必要な医療や日常生活の世話を受けることによって、在宅生活継続への

支援を図ります。 

第７期計画期間中の実績において、令和２年度は利用されていない状況であるとともに、

介護療養型医療施設は将来的に転換されることから、提供量は見込んでおりません。 

 

⑪ 短期入所療養介護（介護医療院） 

在宅の要介護者等が、介護医療院に短期入所し、看護、医学的管理下の介護、機能訓

練等の必要な医療や日常生活の世話を受けることによって、在宅生活継続への支援を

図ります。 

近隣市など周辺地域で開設されることがあれば、設置保険者に同意を求めて、本市か

らも利用できるようにすることを視野に入れて対応を検討していきます。 
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⑫ 福祉用具貸与 

心身の機能が低下し、日常生活に支障のある要介護者が、日常生活上の便宜や機能訓

練を目的とした福祉用具（車いすやベッド等）の貸与によって、在宅生活への支援を図

ります。 

なお、レンタルできる福祉用具の種類は下記の通りです。 

 

 

 

 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 75,936  84,230  93,832  

サービス利用者数（人／月） 479  510  564  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 101,111  104,604  108,537  109,899  

サービス利用者数（人／月） 608  627  649  659  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

中重度者の在宅生活を継続するためのサービスとして重要であり、今後も利用が増

えると見込まれることから、提供量の確保を図るとともに、適正なサービス利用を図っ

ていきます。  

・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台（介護用ベッド） ・特殊寝台付属品 

・じょくそう予防用具 ・体位変換器 ・手すり ・スロープ 

・歩行器 ・歩行補助杖 ・認知症高齢者徘徊感知器 ・移動用リフト 
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⑬ 特定福祉用具購入費 

在宅の要介護者等へ、貸与になじまない入浴または排せつ等に用いる福祉用具の購

入費用を支給し、日常生活の介護に利用することによって、自立支援を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 2,233  3,095  3,841  

サービス利用者数（人／月） 8  12  14  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 5,128  5,581  5,581  6,034  

サービス利用者数（人／月） 20  22  22  24  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

このサービスは年により利用の変化が大きなサービスです。第７期計画期間中の実

績を踏まえて提供量の確保を図るとともに、指定販売事業者による良質で適正なサー

ビスの利用を図っていきます。 
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⑭ 住宅改修費 

在宅の要介護者等が、手すりの取付けや段差解消等の住宅改修を行ったときは、居宅

介護住宅改修費を支給します。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 3,006  6,022  4,513  

サービス利用者数（人／月） 3  6  5  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 7,344  7,344  7,344  7,344  

サービス利用者数（人／月） 7  7  7  7  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

このサービスは年により利用の変化が大きなサービスです。第７期計画期間中の実

績を踏まえて提供量は横ばいで推移するものと見込みました。 

また、各利用者の状態に合った改修工事を行っていくよう、介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）や施工業者に対しても、制度の趣旨を理解してもらうよう、適切な指導に努

めます。 
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⑮ 特定施設入居者生活介護 

要介護者等が指定を受けた有料老人ホーム等で、特定施設サービス計画に基づき、食

事、入浴、排せつなどの介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や機能

訓練、療養上の世話を受けることができます。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 43,040  37,369  45,358  

サービス利用者数（人／月） 19  17  20  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 46,338  48,853  50,765  50,765  

サービス利用者数（人／月） 20  21  22  22  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

今後も事業者の申請状況や入所希望状況等の把握に努め、適正な提供量の確保を図

ります。 
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（２）地域密着型サービス 

 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生

活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的にまたはそれぞれ

が密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスです。 

利用者のニーズや参入事業者の動向を把握しながら、整備を検討するものとします。 

また、近隣市など周辺地域で開設されることがあれば、設置保険者に同意を求めて、

本市からも利用できるようにすることを視野に入れて対応を検討していきます。 

 

 

② 夜間対応型訪問介護 

介護福祉士やヘルパー等が夜間定期的に自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの身

体介護や掃除などの生活援助を行い、また医療ニーズが高い高齢者にも対応する「夜間

対応型訪問介護」については、厚生労働省の想定する事業規模が人口規模 20～30 万

人で 300～400 人の利用者を見込んでいるものであるため、本市単独での整備は難

しい状況です。 

利用者のニーズや市内の参入事業者、近隣市の参入事業者の動向を継続的に把握し

ながら、基盤整備に向けて近隣市とともに検討していきます。 
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③ 地域密着型通所介護 

利用定員数が 18 人以下の小規模な通所事業所で、在宅の要介護者等が、食事や入浴

などの介護、生活等についての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の世話や機能

訓練を受けることによって、自立支援を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 74,190  64,737  63,873  

サービス利用者数（人／月） 84  70  65  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 62,624  65,418  67,297  70,115  

サービス利用者数（人／月） 67  70  72  75  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常生活圏域別 サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

美野里 
サービス利用者数

（人／月） 
40 41 42 42 

玉里 
サービス利用者数

（人／月） 
35 35 36 37 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績と伸びを踏まえ、適正な提供量の確保を図ります。  
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④ 認知症対応型通所介護 

認知症の要介護者がデイサービスセンター等に通って食事、入浴、排せつなどの介護

や機能訓練を受けることによって、在宅生活への支援を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 16,796  14,803  18,507  

サービス利用者数（人／月） 13  10  10  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 18,849  20,865  20,865  22,384  

サービス利用者数（人／月） 14  16  16  17  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常生活圏域別 サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

玉里 
サービス利用者数

（人／月） 
14 16 16 17 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績を踏まえるとともに、高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢

者の増加も予測されていることから、人数及び実態を把握しながら、事業を進めます。  
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⑤ 小規模多機能型居宅介護 

在宅の要介護者等が「通い」を中心として、利用者の様態や希望などに応じ、随時「訪

問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供し、在宅での生活の継続性を支援します。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 100,177  96,245  90,434  

サービス利用者数（人／月） 49  47  49  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 105,942  110,027  114,963  116,326  

サービス利用者数（人／月） 54  56  58  59  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常生活圏域別 サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

小川 
サービス利用者数

（人／月） 
31 32 33 34 

玉里 
サービス利用者数

（人／月） 
23 24 25 25 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績と伸び、将来の整備計画を踏まえて、在宅生活を支えるため

の適正な提供量の確保を図ります。  
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⑥ 認知症対応型共同生活介護 

認知症の要介護者等が、グループホームにおいて共同生活を行いながら、食事、入浴、

排せつなどの介護や機能訓練を受けることができます。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 361,230  360,232  360,289  

サービス利用者数（人／月） 129  130  130  

※令和２年度は見込量 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 397,215  403,108  403,192  431,005  

サービス利用者数（人／月） 142  144  144  154  

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常生活圏域別 サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

小川 
サービス利用者数

（人／月） 

54 55 56 58 

54 54 54 54 

美野里 
サービス利用者数

（人／月） 

34 36 37 39 

36 36 36 36 

玉里 
サービス利用者数

（人／月） 

54 54 55 57 

54 54 54 54 

市全域 必要利用定員総数（人／月） 144 144 144 144 

※表中の下段は、必要利用定員総数 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績を踏まえるとともに、高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢

者の増加も予測されていることから、人数及び実態を把握しながら、事業を進めます。  
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⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

特定施設入居者生活介護の指定を受けたもののうち、介護専用型（要介護者のみが入

居できる）であって、定員 29 人以下の規模のものであり、食事、入浴、排せつなどの

介護等を中心に行うサービスです。 

当面、このサービスの利用はないものと想定しており、第７期計画期間の最終年度

（令和２年度）における必要利用定員総数についても、０人／月と見込んでいますが、

引き続き利用者の動向を把握し、ニーズがあれば今後設置に向けて検討を行うものと

します。 

 

 

⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

一定規模以下（29 人以下）の定員の介護老人福祉施設において、常に介護が必要で、

自宅では介護ができない方が対象です。食事、入浴、排せつなど日常生活の介護や健康

管理を受けることができます。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 88,472  87,852  89,115  

サービス利用者数（人／月） 30  29  29  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 89,522  89,972  89,972  102,319  

サービス利用者数（人／月） 29  29  29  33  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 
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＜日常生活圏域別 サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

玉里 
サービス利用者数

（人／月） 

28 28 28 33 

29 29 29 29 

市全域 必要利用定員総数（人／月） 29 29 29 29 

※表中の下段は、必要利用定員総数 

※利用者数は、市外施設のみなし利用者を含むため、必要利用定員数を上回る 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第 7 期計画期間中の実績と伸びを踏まえ、適正な提供量の確保を図ります。 

 

 

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて一体的に提供するサービスです。

引き続き、利用者のニーズや参入事業者の動向を把握しながら、整備を検討するものと

します。 
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（３）施設サービス 

 

① 介護老人福祉施設 

食事や排せつなどの介護が常時必要で、自宅での介護が困難な高齢者が入所します。

介護保険の施設サービス計画に基づく食事、入浴、排せつなどの介助、日常生活の世話、

機能訓練、健康管理などを受けることができます。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 818,422  881,566  900,602  

サービス利用者数（人／月） 288  306  307  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 914,713  1,233,391  1,437,426  1,495,783  

サービス利用者数（人／月） 315  425  495  515  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

令和３年度の増床（８床増床）、令和４年度の開設（110 床）、令和５年度の開設（70

床）に加え、市外施設の利用も増加していることを加味して、必要な提供量を見込んで

います。 
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② 介護老人保健施設 

症状が安定し、治療より看護や介護に重点をおいたケアが必要な高齢者が入所しま

す。介護保険の施設サービスに基づく医療、看護、医学的管理下での介護、機能訓練や

日常生活上の世話などを受けることができます。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 607,511  634,444  603,099  

サービス利用者数（人／月） 193  200  192  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 613,233  613,573  613,573  700,946  

サービス利用者数（人／月） 193  193  193  221  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

現在の開設状況に加え、市外施設の利用も増加していることを加味して、必要な提供

量を見込んでいます。 
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③ 介護医療院 

介護医療院は、医療と介護の連携を推進する観点から、日常的な医学管理や看取り・

ターミナルケアなどの機能と生活施設としての機能を兼ね備える施設です。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 0  0  0  

サービス利用者数（人／月） 0  0  0  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 0  0  0  4,799  

サービス利用者数（人／月） 0  0  0  1  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

介護医療院は、令和６年３月までに介護療養型医療施設が介護医療院に順次転換す

ることとされていることから、第８期計画期間中は見込んでおりませんが、転換後とな

る令和７年度には、必要な提供量を見込んでいます。 

利用者の状態に即した医療や介護サービスなどが切れ目なく提供できるよう、事業

者と連携を図りながら、適切なサービス提供ができる体制の確保に努めます。 
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④ 介護療養型医療施設 

急性期の治療が終わり、長期の治療を必要とする高齢者のための医療機関の病床で

す。介護保険の施設サービス計画に基づく医療、療養上の管理、看護、医学的管理下で

の介護、その他の世話及び機能訓練などを受けることができます。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 28,133  29,215  0  

サービス利用者数（人／月） 8  7  0  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 4,322  4,325  4,325   

サービス利用者数（人／月） 1  1  1   

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

介護療養型医療施設は、平成 30 年３月末が設置期限とされていましたが、経過措置

期間が令和６年３月までに延長され、この間に介護療養型医療施設は介護医療院に順

次転換することとされています。そのため、第７期計画期間中の実績を横ばいで推移す

るものと見込み、令和７年度の提供量については見込んでおりません。 

また、介護医療院のサービス見込量については、介護医療院へと転換される時期が未

確定のため、第８期計画期間中は見込んでおりません。 
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（４）居宅介護支援 

在宅の要介護者等が、介護保険から給付される在宅サービス等を適切に利用できる

ように、要介護者等の依頼を受けた介護支援専門員（ケアマネジャー）が、心身の状況、

環境、本人や家族の希望等を受けて居宅サービス計画を作成し、居宅サービス事業者と

の連絡調整及び介護保険施設等への紹介等を行うことによって、在宅生活への支援を

図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 132,425  134,607  135,813  

サービス利用者数（人／月） 828  846  877  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 147,825  152,682  157,802  157,440  

サービス利用者数（人／月） 920  948  979  982  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

要介護者の増加に伴い、提供量も増加するものと見込みました。 

また、第７期計画に引き続き介護給付適正化事業を推進することにより、事業者への

実地指導等を行い、適正な介護計画を作成できるよう介護支援専門員（ケアマネジャー）

を対象にスキルアップを図るほか、適正な居宅サービス計画（ケアプラン）が作成され

るよう、ケアプランチェックを行っていきます。 
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２．予防給付 
 

（１）介護予防サービス 

 

① 介護予防訪問入浴介護 

要支援者が感染症等の理由により、その他の方法で入浴できない場合は、要支援者の

居宅に浴槽を持ち込んで入浴を行い、心身機能の維持・向上を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 0  0  0  

サービス利用者数（人／月） 0  0  0  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 101  101  403  805  

サービス利用者数（人／月） 1  1  2  4  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中は利用されておりませんが、ひとり暮らしや高齢者世帯の増加に

よるサービス利用の可能性を考慮し、過去の実績を参考に提供量を確保しました。 
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② 介護予防訪問看護 

訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が要支援者の自宅を訪問して、心身

機能の低下を防ぐため、療養上の世話などを行います。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 1,191  810  2,619  

サービス利用者数（人／月） 4  4  9  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 2,231  2,232  2,232  2,476  

サービス利用者数（人／月） 9  9  9  10  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績を踏まえるとともに、居宅生活における医療ケアが今後も

増加すると見込まれることから、医療機関などと調整を図りながら、提供量確保の方策

を検討していきます。 

  

0

2

4

6

8

10

12

0

1,000

2,000

3,000

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

令和

5年度

令和

7年度

給付費（千円）

人数（人／月）

（千円） （人／月）



第２部 各 論 

124 

③ 介護予防訪問リハビリテーション 

要支援者の居宅において、日常生活を想定しつつ、短期集中的に運動療法、作業習慣

のレベルアップ等を中心としたリハビリテーションを行います。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 551  1,038  1,239  

サービス利用者数（人／月） 2  4  5  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 1,413  1,414  1,661  1,841  

サービス利用者数（人／月） 6  6  7  8  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績を踏まえて提供量の確保を図るとともに、医療機関などと

調整を図りながら提供量確保の方策を検討していきます。 
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④ 介護予防居宅療養管理指導 

要支援者の居宅において、日常生活を想定しつつ、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄

養士、歯科衛生士などにより薬の飲み方、食事などの療養上の管理、指導を受けること

によって、介護予防を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 412  360  300  

サービス利用者数（人／月） 3  4  3  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 613  613  613  613  

サービス利用者数（人／月） 6  6  6  6  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績を踏まえて提供量の確保を図るとともに、医療機関などと

調整を図りながら提供量確保の方策を検討していきます。 
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⑤ 介護予防通所リハビリテーション 

要支援者が介護老人保健施設、病院、診療所等に通い、当該施設において一定期間に

わたり介護予防を目的とした理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを

受けることによって、介護予防を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 24,074  20,333  16,190  

サービス利用者数（人／月） 56  48  37  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 22,531  23,046  23,826  25,109  

サービス利用者数（人／月） 52  53  55  58  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績を踏まえるとともに、介護予防を重視する観点から、提供量

が増加で推移するものと見込みました。 
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⑥ 介護予防短期入所生活介護 

要支援者が特別養護老人ホーム等に短期入所し、一定期間にわたり介護予防を目的

として食事、入浴、排せつ等の介護やその他の日常生活上の支援及び機能訓練を受ける

ことによって、介護予防を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 81  462  843  

サービス利用者数（人／月） 1  1  2  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 1,933  1,934  3,224  3,224  

サービス利用者数（人／月） 3  3  5  5  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績を踏まえ、微増で推移するものと見込み、施設等と連携して

提供量を確保します。 
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⑦ 介護予防短期入所療養介護（老健） 

要支援者が介護老人保健施設に短期入所し、一定期間にわたり介護予防を目的とし

て看護、医学的管理下での介護及び機能訓練その他必要な医療、日常生活上の支援を受

けることによって、介護予防を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 270  88  0  

サービス利用者数（人／月） 1  1  0  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 166  166  166  166  

サービス利用者数（人／月） 1  1  1  1  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績において、令和２年度は利用されておりませんが、平成 30

年度、令和元年度の実績を参考に提供量を確保しました。 
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⑧ 介護予防短期入所療養介護（病院等） 

要支援者が介護療養型医療施設に短期入所し、一定期間にわたり介護予防を目的と

して看護、医学的管理下での介護及び機能訓練その他必要な医療、日常生活上の支援を

受けることによって、介護予防を図ります。 

第７期計画期間中の実績において、令和２年度は利用されていない状況であるとともに、

介護療養型医療施設は将来的に転換されることから、提供量は見込んでおりません。 

 

⑨ 介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 

要支援者が介護医療院に短期入所し、一定期間にわたり介護予防を目的として看護、

医学的管理下での介護及び機能訓練その他必要な医療、日常生活上の支援を受けるこ

とによって、介護予防を図ります。 

近隣市など周辺地域で開設されることがあれば、設置保険者に同意を求めて、本市か

らも利用できるようにすることを視野に入れて対応を検討していきます。 
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⑩ 介護予防福祉用具貸与 

要支援者が、介護予防に資する福祉用具の貸与を受け、これを利用することによって

介護予防を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 9,076  9,731  11,152  

サービス利用者数（人／月） 90  95  109  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 12,002  12,309  12,822  13,236  

サービス利用者数（人／月） 117  120  125  129  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績は伸びており、また、今後も利用が増えると見込まれること

から、提供量の確保を図るとともに、適正なサービス利用を図っていきます。 
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⑪ 特定介護予防福祉用具購入費 

要支援者の心身機能の状態を踏まえ、介護予防に資する入浴または排せつ等に用い

る福祉用具の費用を支給します。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 518  358  240  

サービス利用者数（人／月） 2  2  1  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 405  405  405  405  

サービス利用者数（人／月） 2  2  2  2  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績を踏まえて提供量の確保を図るとともに、指定販売事業者

による良質で適正なサービスの利用を図っていきます。 
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⑫ 介護予防住宅改修 

在宅の要支援者が、手すりや段差解消等の住宅改修を行ったときは、居宅支援住宅改

修費を支給します。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 1,632  1,093  4,348  

サービス利用者数（人／月） 1  1  4  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 1,639  1,639  1,639  1,639  

サービス利用者数（人／月） 2  2  2  2  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績を踏まえて提供量の確保を図ります。 

また、各利用者の状態に合った改修工事を行っていくよう、施工業者に対しても、制

度の趣旨を理解してもらうよう、適切な指導に努めます。 
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⑬ 介護予防特定施設入居者生活介護 

有料老人ホームや軽費老人ホームなど特定施設に入居している要支援者が、期間を

区切って集中的に日常生活を想定しながら、心身機能の低下を防ぐことを目的とし、運

動器の機能向上などの機能訓練を中心に行うことによって、介護予防を図ります。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 1,681  1,056  1,140  

サービス利用者数（人／月） 3  2  2  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 1,062  1,063  1,063  1,063  

サービス利用者数（人／月） 2  2  2  2  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

サービスの性質上、月により利用者数の変動のあるサービスですが、今後も事業者の

申請状況や入所希望状況等の把握に努め、適正な提供量の確保を図ります。 
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（２）地域密着型介護予防サービス 

 

① 介護予防認知症対応型通所介護 

通所施設において、軽度の認知症にある方であって、日常生活を想定しながら、短期

集中的に、心身機能の低下を防ぐために運動器の機能向上などの機能訓練を中心に行

います。 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 0  97  0  

サービス利用者数（人／月） 0  1  0  

※令和２年度は見込量 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 102  102  102  205  

サービス利用者数（人／月） 1  1  1  2  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常生活圏域別 サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

玉里 
サービス利用者数

（人／月） 
1 1 1 2 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

認知症施策を充実する観点から提供量を見込み、認知症高齢者の人数及び実態を把握し

ながら対応を検討します。 

なお、事業者には、認知症ケアの質の向上について、県等が実施する認知症研修への

参加を勧めます。  
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② 介護予防小規模多機能型居宅介護 

要支援者が「通い」を中心として、利用者の様態や希望などに応じ、随時「訪問」や

「泊まり」を組み合わせてサービスを提供し、入浴・排せつ・食事等の介護のほか、運

動器の機能向上等の機能訓練を行います。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 3,351  5,338  6,593  

サービス利用者数（人／月） 5  8  9  

※令和２年度は見込量 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 7,963  7,968  8,820  8,820  

サービス利用者数（人／月） 11  11  12  12  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常生活圏域別 サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

小川 
サービス利用者数

（人／月） 
5 5 6 6 

玉里 
サービス利用者数

（人／月） 
6 6 6 6 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中の実績と将来の整備計画を踏まえて、在宅生活を支えるための適

正な提供量の確保を図ります。  
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③ 介護予防認知症対応型共同生活介護 

軽度の認知症の方が、共同で生活できる場で、食事や入浴などの介護や支援、機能訓

練が受けられます。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 692  826  0  

サービス利用者数（人／月） 1  1 0  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 0  0  0  0  

サービス利用者数（人／月） 0  0  0  0  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

第７期計画期間中における令和２年度の実績がないことから、サービスの性質上、介

護給付での提供量を見込むこととし、予防給付での提供量は見込んでおりません。 
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（３）介護予防支援 

要支援者が、予防給付サービスを適切に利用できるように、地域包括支援センターの

保健師等が中心となって、介護予防サービス計画の作成や、介護予防サービス事業者と

の調整などを行います。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 6,978  7,125  7,511  

サービス利用者数（人／月） 128  131  140  

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 8,179  8,402  8,674  9,002  

サービス利用者数（人／月） 150  154  159  165  

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

要支援者の伸びに合わせて、提供量も推移すると見込みました。 

なお、要支援者の状態を適切に把握し、適切な介護予防ケアマネジメントが行われる

よう、計画作成者のスキルアップを図っていきます。 
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３．市町村特別給付 

市町村特別給付は、要介護者に対して、市町村が条例で定める市町村独自の保険給付

であり、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に

資することを目的としたものです。 

本市では、紙おむつ等支給サービスを独自サービスとして実施します。 

 

 

（１）紙おむつ等支給サービス 

在宅で生活する寝たきりや認知症高齢者に対し、紙おむつ等の購入費用の一部を助

成します。 

 

＜サービス提供実績＞ 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

サービス提供量（千円） 849 681 1,000 

サービス利用者数（人／月） 30 21 20 

※令和２年度は見込量 

 

＜サービス提供見込量＞ 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

サービス提供量（千円） 906  926  948  990  

サービス利用者数（人／月） 25 25 25 25 

 

＜サービス提供実績と提供見込量の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス見込量及び確保のための方策 

在宅での介護を必要とする高齢者に対する施策を充実させる観点から提供量を見込

み、寝たきりや認知症高齢者の人数や実態を調査・把握しながら事業を進めます。  
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第６節 給付費等の見込み 

１．総給付費の見込み 
 

＜介護給付費＞ 
単位：千円 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

（１）居宅サービス 

 

訪問介護 84,320  86,565  94,411  96,804  

訪問入浴介護 17,640  18,150  19,584  25,118  

訪問看護 29,683  31,188  32,139  33,617  

訪問リハビリテーション 10,451  10,786  10,817  11,284  

居宅療養管理指導 7,591  8,025  8,135  8,137  

通所介護 300,383  308,375  348,697  351,578  

通所リハビリテーション 271,036  279,413  288,290  289,834  

短期入所生活介護 168,026  174,708  220,872  241,443  

短期入所療養介護（老健） 59,620  59,654  60,711  62,772  

短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  0  

短期入所療養介護（介護医療院） 0  0  0  0  

福祉用具貸与 101,111  104,604  108,537  109,899  

特定福祉用具購入費 5,128  5,581  5,581  6,034  

住宅改修費 7,344  7,344  7,344  7,344  

特定施設入居者生活介護 46,338  48,853  50,765  50,765  

（２）地域密着型サービス 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0  0  0  0  

夜間対応型訪問介護 0  0  0  0  

地域密着型通所介護 62,624  65,418  67,297  70,115  

認知症対応型通所介護 18,849  20,865  20,865  22,384  

小規模多機能型居宅介護 105,942  110,027  114,963  116,326  

認知症対応型共同生活介護 397,215  403,108  403,192  431,005  

地域密着型特定施設入居者生活介護 0  0  0  0  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 89,522  89,972  89,972  102,319  

看護小規模多機能型居宅介護 0  0  0  0  

（３）施設サービス 

 

介護老人福祉施設 914,713  1,233,391  1,437,426  1,495,783  

介護老人保健施設 613,233  613,573  613,573  700,946  

介護医療院 0  0  0  4,799  

介護療養型医療施設 4,322  4,325  4,325    

（４）居宅介護支援 147,825  152,682  157,802  157,440   

合計 3,462,916  3,836,607  4,165,298  4,395,746   

※端数処理の関係で、計算が一致しないことがあります。 
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＜予防給付費＞ 
単位：千円 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

（１）介護予防サービス 

 

介護予防訪問入浴介護 101  101  403  805  

介護予防訪問看護 2,231  2,232  2,232  2,476  

介護予防訪問リハビリテーション 1,413  1,414  1,661  1,841   

介護予防居宅療養管理指導 613  613  613  613  

介護予防通所リハビリテーション 22,531  23,046  23,826  25,109  

介護予防短期入所生活介護 1,933  1,934  3,224  3,224  

介護予防短期入所療養介護（老健） 166  166  166  166  

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  0  

介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 0  0  0  0  

介護予防福祉用具貸与 12,002  12,309  12,822  13,236  

特定介護予防福祉用具購入費 405  405  405  405  

介護予防住宅改修 1,639  1,639  1,639  1,639  

介護予防特定施設入居者生活介護 1,062  1,063  1,063  1,063  

（２）地域密着型介護予防サービス 

 

介護予防認知症対応型通所介護 102  102  102  205  

介護予防小規模多機能型居宅介護 7,963  7,968  8,820  8,820  

介護予防認知症対応型共同生活介護 0  0  0  0  

（３）介護予防支援 8,179  8,402  8,674  9,002  

合計 60,340  61,394  65,650  68,604   

※端数処理の関係で、計算が一致しないことがあります。 

 

＜総給付費（介護給付費＋予防給付費）＞ 
単位：千円 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

総給付費 3,523,256 3,898,001 4,230,948 4,464,350 

伸び率 － 10.64％ 8.54％ － 

※端数処理の関係で、計算が一致しないことがあります。 
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２．介護保険標準給付費見込額 
 

＜介護保険標準給付費見込額＞ 
単位：千円 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計 

総給付費 3,523,256 3,898,001 4,230,948 11,652,205 

特定入所者介護サービス費等給付額 

（財政影響額調整後） 
168,984 161,434 165,363 495,781 

 
特定入所者介護サービス費等給付額 190,932 195,098 199,773 585,803 

特定入所者介護サービス費等の見直し
に伴う財政影響額 

21,948 33,664 34,410 90,022 

高額介護サービス費等給付額 

（財政影響額調整後） 
76,705 77,862 79,728 234,295 

 
高額介護サービス費等給付額 77,717 79,413 81,316 238,447 

高額介護サービス費等の見直しに伴う
財政影響額 

1,012 1,551 1,588 4,152 

高額医療合算介護サービス費等給付額 7,835 8,006 8,198 24,040 

算定対象審査支払手数料＊ 2,552 2,608 2,670 7,830 

標準給付費見込額 3,779,333 4,147,911 4,486,907 12,414,150 

※端数処理の関係で、計算が一致しないことがあります。 
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３．地域支援事業費見込額 
 

＜地域支援事業費見込額＞ 
単位：千円 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計 

介護予防・日常生活支援総合事業 60,786 62,330 63,986 187,102 

 

介護予防・生活支援サービス 56,570 58,114 59,770 174,454 

 

訪問介護相当サービス 
11,383 12,455 13,627 37,465 

61 人 64 人 66 人 191 人 

訪問型サービスＣ 316 316 316 948 

通所介護相当サービス 
18,931 18,942 18,953 56,827 

65 人 65 人 66 人 196 人 

通所型サービスＡ 
19,891 20,353 20,826 61,070 

10 人 10 人 11 人 31 人 

通所型サービスＣ 887 887 887 2,661 

通所型サービス（その他） 2,521 2,521 2,521 7,563 

介護予防ケアマネジメント 2,640 2,640 2,640 7,920 

一般介護予防事業 4,216 4,216 4,216 12,648 

 

介護予防把握事業 0 0 0 0 

介護予防普及啓発事業 1,290 1,290 1,290 3,871 

地域介護予防活動支援事業 2,846 2,846 2,846 8,538 

一般介護予防事業評価事業 0 0 0 0 

地域リハビリテーション活動支援事業 80 80 80 240 

上記以外の介護予防・日常生活支援総合事業 0 0 0 0 

包括的支援事業（地域包括支援センター

の運営）及び任意事業 
84,559 86,928 89,373 260,860 

 
包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 66,810 69,061 71,387 207,258 

任意事業 17,749 17,867 17,986 53,602 

包括的支援事業（社会保障充実分） 32,993 33,436 33,896 100,326 

 

在宅医療・介護連携推進事業 6,590 6,901 7,227 20,718 

生活支援体制整備事業 9,764 9,896 10,030 29,690 

認知症初期集中支援推進事業 3,908 3,908 3,908 11,724 

認知症地域支援・ケア向上事業 12,205 12,205 12,205 36,615 

認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 0 0 0 0 

地域ケア会議推進事業 526 526 526 1,578 

合計 178,338 182,694 187,255 548,288 

※端数処理の関係で、計算が一致しないことがあります。 
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第１号被保険者
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第７節 基準月額介護保険料の算出 

１．第８期計画期間の保険料の設定 
 

（１）第１号被保険者の負担割合 

介護保険の給付に必要な費用は、40歳以上の人が納める保険料（50％）と、国・都

道府県・市町村の公費（50％）でまかなわれています。 

第８期においては、介護保険標準給付費及び地域支援事業費に対する第１号被保険

者の負担割合が 23％、第２号被保険者の負担割合が 27％となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜地域支援事業費＞ 

（介護予防・日常生活支援総合事業） 
＜地域支援事業費＞ 

（包括的支援事業・任意事業） 

＜介護保険標準給付費＞ 

（居宅給付費） 

＜介護保険標準給付費＞ 

（施設等給付費） 
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（２）介護保険料負担の所得段階 

保険給付のさらなる増加により、保険料額の大幅な上昇が確実視されることから、よ

り安定的な介護保険制度の運営のために、被保険者の負担能力に応じたきめ細かい保

険料段階の設定（標準９段階）が示されています。 

 

【参考】国が示した所得段階（標準９段階） 

 

所得段階 対象者 
費用負担 

割合 

第１段階 

①生活保護受給者 

②世帯員全員が市民税非課税で、かつ本人が老齢福祉年金受給者もしくは前年

分の合計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）と課税年金収入金額の

合計額が 80 万円以下の方 

基準額 
×0.50 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で、 

本人の前年分の合計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）と課税年金収

入金額の合計額が 80 万円超 120 万円以下の方 

基準額 
×0.75 

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で、 

本人の前年分の合計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）と課税年金収

入金額の合計額が 120 万円超の方 

基準額 
×0.75 

第４段階 
本人が市民税非課税だが、世帯に市民税課税者がいて、 

本人の前年分の合計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）と課税年金収

入金額の合計額が 80 万円以下の方 

基準額 
×0.90 

第５段階 
本人が市民税非課税だが、世帯に市民税課税者がいて、 

本人の前年分の合計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）と課税年金収

入金額の合計額が 80 万円超の方 

基準額 
×1.00 

第６段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 120 万円未満の方 

基準額 
×1.20 

第７段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満の方 

基準額 
×1.30 

第８段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満の方 

基準額 
×1.50 

第９段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 320 万円以上の方 

基準額 
×1.70 

※「合計所得金額」は「地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控

除額を控除した額」となります。 

 

 

（３）公費による保険料の負担軽減 

第７期から引き続き、保険料所得段階（147 ページ参照）による第１段階から第３

段階については、国・都道府県・市町村が公費で負担することにより、保険料の負担軽

減を行います。 
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（４）第８期における第１号被保険者の推計 

令和２年４月１日の所得段階を参考に、新たな所得段階被保険者数を推計した結果

は次のとおりです。 

 

所得段階 令和３年度 令和４年度 令和５年度 割合 

第１段階被保険者数 2,407 人 2,426 人 2,447 人 16.2％ 

第２段階被保険者数 1,070 人 1,078 人 1,087 人 7.2％ 

第３段階被保険者数 802 人 809 人 815 人 5.4％ 

第４段階被保険者数 2,436 人 2,456 人 2,477 人 16.4％ 

第５段階被保険者数 2,333 人 2,352 人 2,370 人 15.7％ 

第６段階被保険者数 2,348 人 2,367 人 2,385 人 15.8％ 

第７段階被保険者数 2,006 人 2,022 人 2,038 人 13.5％ 

第８段階被保険者数 817 人 824 人 830 人 5.5％ 

第９段階被保険者数 639 人 644 人 649 人 4.3％ 

合計 14,858 人 14,978 人 15,098 人 100.0％ 

 

（５）保険料基準額に対する割合の弾力化の実施 

国は、保険料基準額の検討に際して、保険者判断による弾力化を可能としています。 

本市では、第７期から引き続き、低所得の方への配慮を強化するため、課税層の所得

段階を細分化した 10 段階設定とします。 

 

所得段階 対象者 
費用負担 

割合 

第１段階 

①生活保護受給者 

②世帯員全員が市民税非課税で、かつ本人が老齢福祉年金受給者もしくは前年

分の合計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）と課税年金収入金額の

合計額が 80 万円以下の方 

基準額 
×0.50 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年分の合計所得金額（公的年金等に係る

雑所得を除く）と課税年金収入金額の合計額が 80 万円超 120 万円以下の方 

基準額 
×0.75 

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年分の合計所得金額（公的年金等に係る

雑所得を除く）と課税年金収入金額の合計額が 120 万円超の方 

基準額 
×0.75 

第４段階 
本人が市民税非課税だが、世帯に市民税課税者がいて、 

本人の前年分の合計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）と課税年金収

入金額の合計額が 80 万円以下の方 

基準額 
×0.90 

第５段階 
本人が市民税非課税だが、世帯に市民税課税者がいて、 

本人の前年分の合計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）と課税年金収

入金額の合計額が 80 万円超の方 

基準額 
×1.00 

第６段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 120 万円未満の方 

基準額 
×1.20 

第７段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満の方 

基準額 
×1.30 

第８段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満の方 

基準額 
×1.50 

第９段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 320 万円以上 430 万円未満の方 

基準額 
×1.70 

第 10 段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 430 万円以上の方 

基準額 
×1.90 

※「合計所得金額」は「地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控

除額を控除した額」となります。  
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（６）第８期における第１号被保険者保険料額 

令和３年度から令和５年度の第８期計画期間における、標準給付費見込額及び地域

支援事業費見込額の合計は約 130 億円となります。これに、市町村特別給付費を加味

し、保険料収納率の見込み、保険料基準額に対する割合の弾力化などを踏まえて算定し

た第１号被保険者の保険料基準額（第５段階の被保険者の保険料額）は 5,350 円（月

額）となります。 

また、介護給付費準備基金の取崩により、保険料の軽減を図っています。 

 

  ３年間合計 

A 標準給付費見込額 12,414,150,372  

B 地域支援事業費見込額 548,288,039  

C 合 計 12,962,438,411  

D 第１号被保険者負担分相当額（23％） 2,981,360,835  

E 調整交付金＊相当額 630,062,626  

F 調整交付金見込交付割合 3.59% 

G 後期高齢者加入割合補正係数 1.0609  

H 所得段階別加入割合補正係数 1.0003  

I 調整交付金見込額 451,703,000  

J 財政安定化基金搬出金見込額（0％） ― 

K 財政安定化基金償還金 ― 

L 準備基金の残高 584,788,896  

M 準備基金取崩額 305,000,000  

N 市町村特別給付費 2,778,993  

O 
保険料収納必要額 
D＋(E－I)＋J－M＋N 

2,857,499,454  

P 予定保険料収納率 98.50% 

Q 
３年間の段階別第１号被保険者数合計 

44,934 人 

第１段階 7,280 人 

第２段階 3,235 人 

第３段階 2,426 人 

第４段階 7,369 人 

第５段階 7,055 人 

第６段階 7,100 人 

第７段階 6,066 人 

第８段階 2,471 人 

第９段階 854 人 

第 10 段階 1,078 人 

R 
弾力化をした場合の所得段階別加入割合 
補正後被保険者数 

45,185 人 

S 保険料基準額（月額 第５段階） 5,350 円 

T 保険料基準額（年額 第５段階） 64,200 円 

※S は、10 円未満を切り捨てています。  
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（７）所得段階別保険料の月額 

介護保険給付費の約 23％を第１号被保険者が所得段階に応じて保険料として負担

することになります。なお、第５段階が第１号被保険者の保険料基準額（1.00 倍）と

なります。 

 

所得段階 対象者 
費用負担 

割合 
月額保険料 

第１段階 

①生活保護受給者 

②世帯員全員が市民税非課税で、かつ本人が老齢福祉年金受給

者もしくは前年分の合計所得金額（公的年金等に係る雑所得

を除く）と課税年金収入金額の合計額が 80 万円以下の方 

基準額 
×0.50 

（×0.30） 

2,670 円 

（1,600 円） 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で、 

本人の前年分の合計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）

と課税年金収入金額の合計額が 80 万円超 120 万円以下の方 

基準額 
×0.75 

（×0.50） 

4,010 円 

（2,670 円） 

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で、 

本人の前年分の合計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）

と課税年金収入金額の合計額が 120 万円超の方 

基準額 
×0.75 

（×0.70） 

4,010 円 

（3,740 円） 

第４段階 
本人が市民税非課税だが、世帯に市民税課税者がいて、 

本人の前年分の合計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）

と課税年金収入金額の合計額が 80 万円以下の方 

基準額 
×0.90 

4,810 円 

第５段階 
本人が市民税非課税だが、世帯に市民税課税者がいて、 

本人の前年分の合計所得金額（公的年金等に係る雑所得を除く）

と課税年金収入金額の合計額が 80 万円超の方 

基準額 
×1.00 

5,350 円 

第６段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 120 万円未満の方 

基準額 
×1.20 

6,420 円 

第７段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満の方 

基準額 
×1.30 

6,950 円 

第８段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満の方 

基準額 
×1.50 

8,020 円 

第９段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 320 万円以上 430 万円未満の方 

基準額 
×1.70 

9,090 円 

第 10 段階 
本人が市民税課税者で、 

前年の合計所得金額が 430 万円以上の方 

基準額 
×1.90 

10,160 円 

※10 円未満を切り捨てています。 

※第１段階から第３段階における（  ）内の数値は、令和 3 年度からの国の低所得者負担割合の

軽減強化策を示しています。 

※「合計所得金額」は「地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控

除額を控除した額」となります。 
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第８節 所得が低い方への対応 

１．介護保険料負担の所得段階の設定 

国が示した保険料段階の設定（標準９段階）よりもさらに細分化し、10段階設定と

します。 

 

２．特定入所者介護サービス費（補足給付）の給付 

介護保険４施設入所者と短期入所生活介護の利用者の食費、居住費、滞在費について、

利用負担段階が１～３（令和３年８月からは４段階）の方は国の定める基準費用額と

負担限度額の差額を負担します。 

主な対象者は、低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に

所得要件、資産要件などを追加し、判定することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

区分 主な対象者 

第１段階 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税者 

・【令和３年８月~】 

→預貯金等が単身で 1,000 万円以下、夫婦で 2,000 万円以下 

第２段階 

・世帯全員が市民税非課税者で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、

非課税年金額の合計が 80 万円以下の者 

・【令和３年８月~】 

→世帯全員が市民税非課税者で、前年の合計所得金額、課税年金収入

額、非課税年金額の合計が 80 万円超 120 万円未満の者であって、

預貯金等が単身で 550 万円以下、夫婦で 1,550 万円以下 

第３段階 

・世帯全員が市民税非課税者で、上記に該当しない者 

・【令和３年８月~】 

→預貯金等が単身で 650 万円以下、夫婦で 1,650 万円以下 

第４段階 

【令和３年８月より追加】 

・【令和３年８月~】 

→世帯全員が市民税非課税者で、前年の合計所得金額、課税年金収入

額、非課税年金額の合計が 120 万円超の者であって、預貯金等が単

身で 500 万円以下、夫婦で 1,500 万円以下 

※偽りその他の不正行為によって特定入所者介護サービス等を受けた場合、その給付の価額に加え、

その価額の２倍に相当する額以下の金額を徴収できます。  

【所得要件】 

世帯分離した場合であっても、配偶者が市民税を課税されている場合は対象外 

【資産要件】 

預貯金等が単身 1,000 万円（夫婦 2,000 万円）を超える場合は対象外 

（令和３年８月からは各段階の基準を超える場合は対象外） 

【収入要件】 

給付額決定に当たり、非課税年金（遺族年金、障害年金）を収入として勘案 
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なお、住民税課税層の食費・居住費の特例減額措置として、利用者負担段階が第１～

第３段階（令和３年８月からは第４段階）以外でも、高齢夫婦世帯で一方が介護保険施設

に入った場合、一定の要件を満たせば施設での食費・居住費を減額することができます。 

 

区分 
食費（月額） 居住費（月額） 

基準額 
負担 

限度額 
補足 
給付 

基準額 
負担 

限度額 
補足給付 

第１段階 4.2 万円 0.9 万円 3.3 万円 

ユニット型個室 6.0 万円 2.5 万円 3.5 万円 

ユニット型準個室 5.0 万円 1.5 万円 3.5 万円 

従来型個室 ※ 
①3.5 万円 ①1.0 万円 ①2.5 万円 

②5.0 万円 ②1.5 万円 ②3.5 万円 

多床室 1.0 万円 0 万円 1.0 万円 

第２段階 4.2 万円 
1.2 万円 

令和３年８月～ 

1.8 万円 

3.0 万円 
令和３年８月～ 

2.4 万円 

ユニット型個室 6.0 万円 2.5 万円 3.5 万円 

ユニット型準個室 5.0 万円 1.5 万円 3.5 万円 

従来型個室 ※ 
①3.5 万円 ①1.3 万円 ①2.2 万円 

②5.0 万円 ②1.5 万円 ②3.5 万円 

多床室 1.0 万円 1.0 万円 0 万円 

第３段階 4.2 万円 
2.0 万円 

令和３年８月～ 

3.0 万円 

2.2 万円 
令和３年８月～ 

1.2 万円 

ユニット型個室 6.0 万円 4.0 万円 2.0 万円 

ユニット型準個室 5.0 万円 4.0 万円 1.0 万円 

従来型個室 ※ 
①3.5 万円 ①2.5 万円 ①1.0 万円 

②5.0 万円 ②4.0 万円 ②1.0 万円 

多床室 1.0 万円 1.0 万円 0 万円 

第４段階 
【令和３年８月

より追加】 
4.2 万円 3.9 万円 1.1 万円 

ユニット型個室 6.0 万円 4.0 万円 2.0 万円 

ユニット型準個室 5.0 万円 4.0 万円 1.0 万円 

従来型個室 ※ 
①3.5 万円 ①2.5 万円 ①1.0 万円 

②5.0 万円 ②4.0 万円 ②1.0 万円 

多床室 1.0 万円 1.0 万円 0 万円 

※①は介護老人福祉施設、短期入所生活介護の場合 

②は介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合 
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３．高額介護サービス費の支給 

世帯ごとに、１か月分の利用者負担額が自己負担上限を超えた場合に、高額介護サー

ビス費を支給します。 

 

【令和３年７月まで】 

対象者 負担の上限（月額） 

現役並み所得がある方 
（同じ世帯に 65 歳以上で課税所得が 145 万円以上の方が

いて、同じ世帯の 65 歳以上の方の年収が単身 383 万円

以上、2 人以上で 520 万円以上） 

44,400 円（世帯） 

世帯のどなたかが市民税を課税されている方 

44,400 円（世帯）〈見直し〉 

※同じ世帯の全ての 65 歳以上の方（サービスを

利用していない方を含む。）の利用者負担割合が

１割の世帯に年間上限額（446,400 円）を設定 

世帯全員が市民税非課税者等 24,600 円（世帯） 

 
合計所得金額と課税年金収入額の合計が 
年間 80 万円以下の方 

24,600 円（世帯） 

15,000 円（個人） 

生活保護受給者等 15,000 円（個人） 

 

【令和３年８月から】 

対象者 負担の上限（月額） 

年収約 1,160 万円以上の方 140,100 円（世帯） 

年収約 770 万円以上 1,160 万円未満の方 93,000 円（世帯） 

年収約 383 万円以上 770 万円未満の方 44,400 円（世帯） 

世帯のどなたかが市民税を課税されている方 44,400 円（世帯） 

世帯全員が市民税非課税者等 24,600 円（世帯） 

 
合計所得金額と課税年金収入額の合計が 
年間 80 万円以下の方 

24,600 円（世帯） 

15,000 円（個人） 

生活保護受給者等 15,000 円（個人） 
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４．高額医療合算介護サービス費の支給 

世帯ごと（同一の医療保険制度内）に、１年間に利用した介護保険サービスの利用者

負担と医療保険の利用者負担の合計額が、所得に応じて設定される上限額を超えた場

合に、その超えた分の費用を支給します。 

 

区 分 75 歳以上 
70～74 歳
がいる世帯 

70 歳未満
がいる世帯 

低所得者Ⅰ 19 万円 19 万円 
34 万円 

低所得者Ⅱ 31 万円 31 万円 

基礎控除後の所得が 210 万円以下の世帯 56 万円 56 万円 60 万円 

基礎控除後の所得が 210 万円を超え 600 万円以下の世帯 67 万円 67 万円 67 万円 

基礎控除後の所得が 600 万円を超え 901 万円以下の世帯 141 万円 141 万円 141 万円 

基礎控除後の所得が 901 万円を超える世帯 212 万円 212 万円 212 万円 

※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なり

ます。 

・毎月７月 31 日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。 

・支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。 
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第９節 介護人材の確保・業務の効率化 

１．介護人材の確保 

厚生労働省より、第７期介護保険事業計画の介護サービス見込量等に基づき、都道府

県が推計した介護人材の需要は、令和７年度末には全国で 245万人が必要とされてお

り、令和７年度末までに約 55 万人の介護人材を確保する必要があります。 

厚生労働省からは、総合的な介護人材確保対策（主な取組）として、「介護職員の処

遇改善」「多様な人材の確保・育成」「離職防止、定着促進、生産性向上」「介護職の魅

力向上」「外国人材の受入れ環境整備」の５つの柱の下、取組を推進していくこととさ

れています。 

本市としては、介護職の魅力向上のための取組みを推進していくほか、厚生労働省が

運用している介護サービス情報公表システムを活用し、離職率、勤務時間等といった介

護従事者に関する情報の公表について検討を図ります。 

また、国や茨城県との連携による取組みを必要に応じて推進し、介護人材の確保・資

質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆総合的な介護人材確保対策（主な取組） 

① 介護職員の処遇改善 

・令和元年10月の消費税率の引き上げに伴い、さらなる処遇改善の実施 

② 多様な人材の確保・育成 

・中高年齢者等の介護未経験者に対する入門的研修を創設し、研修受講後のマッ

チングまでを一体的に支援 

・介護福祉士養成施設における人材確保の取組を支援 

③ 離職防止、定着促進、生産性向上 

・介護ロボットの導入支援や生産性向上のガイドラインの作成など、介護ロボッ

ト・ＩＣＴ活用推進の加速化 

・認証評価制度の普及に向けたガイドラインの策定 

④ 介護職の魅力向上 

・介護を知るための体験型イベントの開催（介護職の魅力などの向上） 

⑤ 外国人材の受入れ環境整備 

・在留資格「介護」の創設に伴う介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人留学生

等の支援（介護福祉士修学資金の貸付推進、日常生活面での相談支援等） 
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２．質の向上・業務の効率化 

介護現場革新会議の基本方針では、介護の質を確保し、向上させていくことが、介護

現場が直面する課題であるとしながら、こうした課題を抱えつつも、人手不足の中であ

っても介護現場が地域における安心の担い手として役割を果たし続けるためには、①

人手不足の中でも介護サービスの質を維持・向上を実現するマネジメントモデルの構

築、②ロボット・センサー・ＩＣＴの活用、③介護業界のイメージ改善と人材確保に関

し、介護業界を挙げて取り組む必要があるとされています。 

また、業務改善の取組成果としては、「質の向上」及び「量的な効率化」の２つの視

点から捉え、「質の向上」では業務の改善活動を通じて、ケアに直接関係する業務時間

の割合増加や内容の充実、「量的な効率化」では業務の質を維持・向上しつつ、ムリや

ムダのある作業や業務量（時間）を減らすこととしています。 

本市としては、現役世代が減る中で、サービス提供事業所等が地域における介護サー

ビスの拠点として機能し続けるため、関係機関等との連携を図りながら、質の向上及び

業務の効率化に取り組むとともに、福祉関係者だけでなく雇用や教育など多様な分野

との連携を図り、介護の魅力向上に努めます。 

 

＜介護サービスの質の向上＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜業務改善の意義＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人材確保 
チームケアの 

質の向上 

 情報共有の 

効率化 

業務の改善活動 

 

１．職場環境の整備 ２．業務の明確化と役割分担 

３．手順書の作成 ４．記録・報告様式の工夫 

５．情報共有の工夫 ６．ＯＪＴの仕組みづくり 

７．理念・行動指針の徹底 

働く人のモチベーションの向上 

楽しい職場・働きやすい職場づくり 

上位目的 
介護サービスの

質の向上 

業務改善に 

取り組む意義 

人材の定着・確保 

人材確保 
チームケアの 

質の向上 

情報共有の 

効率化 

取
り
組
む
意
義 

業
務
改
善
の
取
組 
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第 10 節 介護給付適正化計画 

介護保険制度の健全な運営には、介護給付を必要とする利用者を適切に認定した上

で、利用者が真に必要とするサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことが重要

です。「地域包括ケアシステム」の深化・推進においても適正化事業を推進していくこ

とが必要となります。 

そのため、国が示した「第５期介護給付適正化計画（令和３年度～令和５年度）」に

関する指針をもとに、茨城県が策定した「第５期茨城県介護給付適正化計画」とも整合

性を図り、５つの重要事業の実施を中心とした取組みを継続するとともに、第５期計画

期間中において実施する具体的な事業の内容及びその実施方法、実施目標を定め、適正

化事業の推進を図ります。 

 

１．第７期計画における取組 

第７期計画期間中では、介護給付の適正化として、①要介護認定の適正化、②ケアプ

ラン点検、③住宅改修等の点検、④医療情報との突合・縦覧点検、⑤介護給付費通知送

付の５事業を実施しました。 

 

事業名 ①要介護認定の適正化 

実施方法 
認定調査の事後点検をすべて行うことによって、誤字脱字・判

断の間違い等を修正し、調査員の判断平準化を行いました。 

実績（件） 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

2,356 1,714 1,600 

 

事業名 ②ケアプラン点検 

実施方法 

居宅介護支援サービスを提供している事業所に対し、事前にケ

アプラン（書類)を提出していただき、当該ケアプランを作成した

介護支援専門員に面談方式で点検を行いました。 

実績（件） 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

6 6 6 

 

事業名 ③住宅改修等の点検 

実施方法 
住宅改修費申請時に、申請者宅を訪問し実態確認、工事見積書

の点検等を行いました。 

実績（件） 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

63 83 100 
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事業名 ④医療情報との突合・縦覧点検 

実施方法 
給付実績情報を活用し、医療情報との突合及び縦覧点検の結果

に基づく過誤調整等を実施しました。 

実績（件） 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

465 478 490 

 

事業名 ⑤介護給付費通知送付 

実施方法 

介護給付費通知により利用者本人（または家族）に対して、サ

ービスの請求状況及び費用等について通知しました。受給者から

寄せられた架空請求や過剰請求等の情報に基づき、監査を実施し

ました。 

実績（件） 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

5,081 5,246 5,340 

 

 

２．第８期計画における取組 

第８期計画においても、引き続き５事業について取り組んでいきます。 

 

事業名 ①要介護認定の適正化 

実施方法 
認定調査の事後点検をすべて行うことによって、誤字脱字・判

断の間違い等を修正し、調査員の判断平準化を行います。 

実施見込（件） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

2,300 2,350 2,400 

 

事業名 ②ケアプラン点検 

実施方法 

居宅介護支援サービスを提供している事業所に対し、事前にケ

アプラン（書類)を提出していただき、当該ケアプランを作成した

介護支援専門員に面談方式で点検を行います。 

実施見込（件） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

6 12 12 

 

事業名 ③住宅改修等の点検 

実施方法 
住宅改修費申請時に、申請者宅を訪問し実態確認、工事見積書

の点検等を行います。 

実施見込（件） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

105 110 115 
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事業名 ④医療情報との突合・縦覧点検 

実施方法 
給付実績情報を活用し、医療情報との突合及び縦覧点検の結果

に基づく過誤調整等を実施します。 

実施見込（件） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

500 510 520 

 

事業名 ⑤介護給付費通知送付 

実施方法 

介護給付費通知により利用者本人（または家族）に対して、サ

ービスの請求状況及び費用等について通知します。受給者から寄

せられた架空請求や過剰請求等の情報に基づき、監査を実施しま

す。 

実施見込（件） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

5,400 5,500 5,600 
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１．小美玉市介護保険等運営協議会設置規則 

 

平成 30 年３月 30 日 

規則第 21 号 

(趣旨) 

第１条 この規則は，小美玉市介護保険条例(平成 18 年小美玉市条例第 108 号)第 20 条第

２項の規定に基づき，小美玉市介護保険等運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(所掌事項) 

第２条 協議会は，小美玉市介護保険条例第 20 条第１項に規定する介護保険等に関するもの

のほか，老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の８に規定する老人福祉計画に関

する事項に関しても，所掌することとする。 

２ 前項の規定により，協議会は，次に掲げる事項について調査審議する。 

(１) 介護保険事業計画及び老人福祉計画の策定又は変更に関する事項 

(２) 介護保険事業計画及び老人福祉計画の実施に関する事項 

(３) 介護保険事業計画及び老人福祉計画のために必要な調査及び研究に関する事項 

(４) 介護保険事業のうち，地域密着型サービス(以下「サービス」という。)に関する次に掲

げる事項 

ア サービスの報酬の額に関すること。 

イ サービス事業者の指定及び更新並びに廃止に関すること。 

ウ サービス事業所の人員，設備，運営等に関すること。 

エ サービスの質の確保及び運営評価その他適正な運営に関すること。 

(５) 介護保険事業のうち，地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)に関する

次に掲げる事項 

ア 支援センターの設置，変更及び廃止並びに業務の委託等に関すること。 

イ 支援センターの運営及び評価に関すること。 

ウ 支援センターの職員確保の助言等に関すること。 

エ 地域包括ケアに関すること。 

(６) その他運営協議会が必要と認める事項に関すること。 

 

(組織) 

第３条 協議会は，委員 12 名以内をもって構成する。 

２ 前項の委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 保健，医療，福祉の関係者等 

(３) 介護保険のサービス利用者及び介護保険の被保険者等 

(４) その他市長が必要と認める者  
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(任期) 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 補欠により委嘱された委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

(会長及び副会長) 

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

３ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故ある時又はかけたときは，その職務を代理する。 

 

(会議) 

第６条 協議会の会議(以下「会議」という。)は，必要に応じて会長が招集し，会議の議長とな

る。 

２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところ

による。 

４ 議長は，会議において必要と認めるときは，委員以外の者若しくは関係機関に対し，その

出席を求め，意見を聴取し，又は必要な資料等を提出させることができる。 

 

(事務局) 

第７条 協議会の事務局は，介護福祉課が行う。 

 

(その他) 

第８条 この規則に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は，平成 30 年４月１日から施行する。 

(小美玉市地域密着型サービス運営委員会設置要綱及び小美玉市地域包括支援センター運営

協議会設置要綱の廃止) 

２ 小美玉市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成 18 年小美玉市告示第 59 号)及び

小美玉市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成 18 年小美玉市告示第 60 号)は，

廃止する。 
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２．小美玉市介護保険等運営協議会委員名簿 

 

（敬称略） 

№ 委 員 氏 名 役 職 名 区 分 

1 
【会 長】 

木村 喜一 

小美玉市議会文教福祉 

常任委員会委員長 
学識経験者 

2 
【副会長】 

諸岡 信裕 
茨城県病院協会 会長 保健医療関係者 

3 小林 美津 管理栄養士 保健福祉関係者 

4 近藤 貞夫 小美玉市区長会長 学識経験者 

5 岡野 宏子 歯科衛生士 保健福祉関係者 

6 田村 和徳 希望ヶ丘薬局 薬剤師 保健医療関係者 

7 長島 洋治 
小美玉市民生委員 

児童委員連合協議会長 
福祉関係者 

8 荘司 智也 
株式会社スマイルハート 

代表取締役 
福祉関係者 

9 大岩 重信 市老人クラブ連合会副会長 介護保険第１号被保険者 

10 丸山 ひとみ 在宅福祉サービス協力会員 介護保険第２号被保険者 

11 岡村 共由 いい輪ネットみのり 介護保険第１号被保険者 

12 遠藤 康子 いい輪ネットたまり 介護保険第２号被保険者 

（順不同） 
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３．小美玉市高齢者福祉計画及び第８期介護保険事業計画策定経過 

 

年 月 日 協 議 内 容 

令和２年 

６月 23 日 

第１回 小美玉市介護保険等運営協議会 

【議事】 

(１) 小美玉市地域包括支援センターの運営状況等について 

(２) 小美玉市地域密着型サービス事業について 

(３) 小美玉市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画 

について 

令和２年 

８月 25 日 

第２回 小美玉市介護保険等運営協議会 

【議事】 

(１) 小美玉市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画 

骨子案について 

(２) 地域密着型サービス事業所転用について 

令和２年 

10 月６日 

第３回 小美玉市介護保険等運営協議会 

【議事】 

(１) 小美玉市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画 

素案について 

令和２年 

11 月 11 日 

第４回 小美玉市介護保険等運営協議会 

【議事】 

(１) 小美玉市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画 

素案について 

令和２年 

12 月 18 日 

～  

令和３年 

１月 18 日 

パブリックコメントの実施 

【公表方法】 

本庁舎玄関ロビー、小川総合支所玄関ロビー、 

玉里総合支所玄関ロビー、市ウェブサイト（ホームページ） 

令和３年 

２月 15 日 

※書面開催 

第５回 小美玉市介護保険等運営協議会 

【議事】 

(１) パブリックコメントの実施結果について 

(２) 小美玉市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（案）

の変更点について 

(３) 本編の最終確認について 

 

 



４．用語解説 

163 

４．用語解説 

【あ行】 

ＩＣＴ 

ＩＣＴ（Information and Communication Technology）とは、情報通信技術の

ことであり、通信技術の活用により、人とインターネット、人と人がつながる技術のこ

とを意味します。 

アセスメント 

介護サービス利用者の身体機能や環境などを事前に把握、評価することで、ケアプラ

ンの作成等、今後のケアに必要な見通しをたてるために必要な評価のことを意味しま

す。 

インフォーマルサービス 

介護保険制度を使用しないサービスのことです。家族、近隣、友人、民生委員、ボラ

ンティア、ＮＰＯ、社会福祉協議会等が提供していることが多く、サービスの内容とし

ては、家事援助や通院・外出の付き添いや送迎、見守りや話し相手等があります。 

エビデンス 

証拠・根拠、証言、形跡などを意味します。 

【か行】 

介護給付 

介護サービスを利用した要介護者（要介護１～５の認定を受けた人）に対して支払わ

れる介護保険給付のことです。 

介護支援専門員（ケアマネジャー） 

要介護者からの相談に応じるとともに、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切

なサービスを利用できるようケアプランを作成し、市町村、サービス事業者、施設など

との連絡調整等を行う人のことです。 

介護予防 

要介護状態になることをできる限り防ぐ（遅らせる）こと、そして要介護状態であっ

ても、状態がそれ以上に悪化しないようにする（維持・改善を図る）と定義されていま

す。 

キャラバン・メイト 

認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催し、講師役を務め

る人のことです。キャラバン・メイトになるためには所定のキャラバン・メイト研修を

受講し登録する必要があります。 

  



資 料 編 

164 

居宅（介護予防）サービス 

介護保険制度によって利用できるサービスです。介護保険を利用するときは、まず市

町村が行う「要介護認定」を受けます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護

保険で認められる月々の利用限度額などが違います。居宅サービスは在宅での介護を

中心にしたサービスです。希望するサービスを組み合わせて利用することもできます。 

ケアプラン 

要支援、要介護に認定された高齢者が希望に添った介護サービスを利用できるよう

に、本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、利用する介護サービスの種類

や内容を定めた「介護サービスの利用計画」のことです。 

ケアマネジメント 

本人の状態や状況に応じた適切なサービスを利用することができるよう、アセスメ

ントやケアプランの作成、モニタリングを行うことです。 

コホート 

分析疫学における手法の１つであり、特定の要因に曝露した集団と曝露していない

集団を一定期間追跡し、研究対象となる疾病の発生率を比較することで、要因と疾病発

生の関連を調べる観察的研究のことです。 

【さ行】 

在宅サービス 

介護が必要な高齢者が、いつも住んでいる居宅で介護を受ける場合に、提供されるサ

ービスのことです。 

作業療法士 

「理学療法士及び作業療法士法」にもとづく国家資格で、OT（Occupational 

Therapist）と呼ばれることもあります。作業療法とは、身体または精神に障がいのあ

る人に対し、主としてその応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るため、手

芸、工作その他の作業を行なわせることとされており、作業療法士は厚生労働大臣の免

許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示のもとに作業療法を行なうことを

業とする者と位置づけられています。 

算定対象審査支払手数料 

市町村と都道府県国民健康保険団体連合会との契約により定められる介護サービス

利用料の審査に係る費用に対する手数料のことです。 

施設サービス 

施設に入所して受けるサービスで、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護

老人保健施設（老人保健施設）、介護療養型医療施設（療養型病床群）の３種の施設で

受けられます。  

http://www.weblio.jp/content/%E6%96%BD%E8%A8%AD
http://www.weblio.jp/content/%E5%85%A5%E6%89%80
http://www.weblio.jp/content/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
http://www.weblio.jp/content/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%96%BD%E8%A8%AD
http://www.weblio.jp/content/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
http://www.weblio.jp/content/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%96%BD%E8%A8%AD
http://www.weblio.jp/content/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%96%BD%E8%A8%AD
http://www.weblio.jp/content/%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%96%BD%E8%A8%AD
http://www.weblio.jp/content/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%99%82%E9%A4%8A%E5%9E%8B%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%96%BD%E8%A8%AD
http://www.weblio.jp/content/%E7%99%82%E9%A4%8A%E5%9E%8B%E7%97%85%E5%BA%8A%E7%BE%A4
http://www.weblio.jp/content/%EF%BC%93%E7%A8%AE
http://www.weblio.jp/content/%E6%96%BD%E8%A8%AD
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社会資源 

福祉ニーズを充足するための施設、設備、資金、法律、人材、技能などの総称のこと

です。具体的には、行政機関、各種施設、団体、法人、企業、ソーシャルワーカー、ケ

アワーカー、保健師、看護師、家族、友人、ボランティアなどがあります。 

社会福祉協議会 

社会福祉法の規定に基づき組織される地域福祉の推進を目的とする団体で、略称で

「社協」とも呼ばれます。市町村を単位とする市町村社会福祉協議会、指定都市の区を

単位とする地区社会福祉協議会、都道府県を単位とする都道府県社会福祉協議会があ

ります。 

社会福祉士 

「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづく国家資格です。在宅、施設で生活してい

る方々の相談に応じ、必要な助言や利用可能な制度・サービスの紹介をはじめ、サービ

スの利用調整や関係者間の連絡など、相談者を支え、その抱える課題を解決するために

さまざまな仕事をしています。 

若年性認知症支援ガイドブック 

若年性認知症の相談業務を担当する担当者等が、本人や家族から相談を受けて対応

したり、支援をする際に若年性認知症支援ガイドブックの内容に基づいて、きめ細かく

対応することを可能にしたものです。若年性認知症の場合には、高齢で発症する認知症

と、課題や支援のあり方などが異なることが多いため、その理解を深め、スムーズな支

援につながるように作成したものです。 

就労的活動支援コーディネーター 

就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就労的活動の取組を実施したい事

業者等とをマッチングし、高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネートす

る人です。 

【た行】 

第１号被保険者 

市町村に居住する 65 歳以上の人です。 

第２号被保険者 

市町村に居住する 40 歳以上 65 歳未満の人で、医療保険に加入している人です。 

団塊の世代 

昭和 22 年から昭和 24年（西暦 1947 年～1949 年）に生まれた世代（第１次ベ

ビーブーム）のことです。 
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地域支援事業 

市町村が主体となり、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介

護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営む

ことができるよう支援するため、実施する事業のことです。 

地域密着型（介護予防）サービス 

高齢者独居世帯や認知症高齢者等の増加を踏まえ、高齢者が要介護状態となっても、

できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるように、原則として日常生活圏域内で

サービス利用及び提供が行われることとし、市町村が事業所の指定及び指導・監督する

サービスのことです。 

調整交付金 

提供サービス量に影響を与えやすい後期高齢者人口の割合や保険料基準額に影響を

与える所得の分布状況の格差を調整するために、国が負担する交付金のことです。 

【な行】 

認知症ケアパス 

認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、どこで、

どのような医療や介護サービスを受ければよいか理解できるためのものです。 

認知症サポーター 

認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者で

す。 

認知症サポーターキャラバン 

認知症の人と家族への応援者である認知症サポーターを全国で養成し、認知症にな

っても安心して暮らせるまちを目指すものです。 

認知症サポート医 

かかりつけ医への研修・助言をはじめ、地域の認知症に係る地域医療体制の中核的な

役割を担う医師のことです。 

認知症疾患医療センター 

かかりつけ医や介護・福祉施設、地方自治体とも連携し、地域の中で認知症の方やそ

の家族に、適切な専門医療を提供し、診察や相談に応じる専門機関のことです。 

認知症多職種協働研修 

認知症の人が状態に応じて適切な医療・介護・福祉の支援を受けることができるよう、

支援に携わる専門職や行政関係者を対象に、認知症ケアに関わる多様な職種や支援者

の視点を相互に理解し、認知症の人が必要とする支援を役割分担的かつ統合的に提供

できるようにすることを学ぶための研修のことです。  
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認知症ライフサポート研修 

認知症の方の支援のため、介護に携わる関係者で認識を共有し、連携を深めていくた

めの研修のことです。 

【は行】 

ピア活動 

同じ悩みや症状などの問題を抱え、同じ立場にある当事者同士が、互いの経験・体験

を語り合い共感し、サポートを行う相互支援の取組のことです。 

フレイル 

海外の老年医学の分野で使用されている英語の「Frailty（フレイルティ）」が語源で

あり、日本語に訳すと「虚弱」や「老衰」、「脆弱」などを意味します。 

【ま行】 

民生委員 

厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において常に住民の立場に立って相談

に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ね

ています。 

モニタリング 

要介護者等に対して必要なケアマネジメントが提供されているかどうか、状況の変

化に応じた利用者のニーズが新たに発生していないか、現状を観察して把握すること

です。 

もの忘れ相談医 

地域の市郡医師会が、研修を修了した医師を認定し登録しているものや、日頃から認

知症を専門的に診療している医師のことです。 

【や行】 

要支援・要介護認定 

介護給付、予防給付を受けようとする被保険者が、給付要件を満たしているかどうか

を確認するために行われる認定です。保険者である市町村が、全国一律の客観的基準

（要介護認定基準）に基づいて行います。認定の手順は、被保険者からの申請を受けた

市町村が被保険者に対し認定調査を行うと同時に、被保険者の主治医に意見書を求め、

これらの調査結果等を認定審査会に通知し、要介護状態、要支援状態への該当、要介護、

要支援状態の区分等について審査・判定を行います。 

予防給付 

介護予防サービスを利用した要支援者（要支援１・２の認定を受けた人）に対して支

払われる介護保険給付のことです。 
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【ら行】 

理学療法士 

Physical Therapist（PT）とも呼ばれます。ケガや病気などで身体に障がいのある

人や障がいの発生が予測される人に対して、基本動作能力（座る、立つ、歩くなど）の

回復や維持、及び障がいの悪化の予防を目的に、運動療法や物理療法（温熱、電気等の

物理的手段を治療目的に利用するもの）などを用いて、自立した日常生活が送れるよう

支援する医学的リハビリテーションの専門職です。 
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